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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２４年１１月１２日（月）午前１０時３分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　５時５分　散会

１．場所

大会議室

１．出席委員

委 員 長 森内一蔵  副委員長 本保加津枝 委　　員 弘　　豊

委　　員 山崎雅数  委　　員 森西　　正 委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし　

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　杉本正彦 同部次長　井口久和

同部参事兼産業振興課長　鈴木康之　　同部参事兼環境業務課長　野村眞二

同部参事兼環境政策課長　土井正治　　自治振興課長　門川好博　

市民活動支援課長兼コミュニティプラザ館長　橋本英樹

市民課長　船寺順治　環境センター長　早川　茂　農業委員会事務局長　林　彰彦　

保健福祉部長　福永冨美子　同部次長兼国保年金課長　堤　守

保健福祉課長　前野さゆみ　生活支援課長　東澗順二　高齢介護課長　石原幸一郎

高齢介護課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子　　障害福祉課長　吉田量治

１．出席した議会事務局職員
事務局長　寺本敏彦 同局書記　寺前和恵


１．審査案件（審査順）

認定第１号　平成２３年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定第６号　平成２３年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出決算

認定の件

認定第３号　平成２３年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第８号　平成２３年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第７号　平成２３年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前１０時３分　開会）

○森内一蔵委員長　ただいまから民生常

任委員会を開会いたします。

　理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　スポーツ、文化たけなわという秋でご

ざいますが、皆さん方それぞれお忙しい

ところ、きょうは委員会をお持ちいただ

きまして大変ありがとうございます。

　本日は、例年のごとく、平成２３年度

の一般会計の決算、そしてほか所管分の

ご審査をいただくことになりますけれど

も、いつも言っておりますけれども、間

もなく来年度の予算編成も始まります。

そういう意味ではこの委員会での議論、

また来年度のまちづくりにつながる大切

な審査ではないかと思いますが、どうぞ

慎重審査の上、ご認定賜りますよう、よ

ろしくお願いいたします。

　一たん退席させていただきます。

○森内一蔵委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、本保委

員を指名いたします。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　異議なしと認め、そ

のように決定いたします。

　暫時休憩します。

（午前１０時５分　休憩）

（午前１０時６分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　認定第１号、所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　福永保健福祉部長。

○福永保健福祉部長　それでは、認定第

１号、平成２３年度摂津市一般会計歳入

歳出決算のうち保健福祉部が所管してお

ります事項につきまして、目を追って、

その主なものについて補足説明をさせて

いただきます。

　まず、歳入でございますが、３０ペー

ジ、款１２、分担金及び負担金、項１、

負担金、目１、民生費負担金のうち保健

福祉部に係りますものは、社会福祉費負

担金、児童福祉費負担金のうち助産施設

入所負担金、障害福祉費負担金で、前年

度に比べ１１．５％、７，１５８万３，

７９０円の増となっております。これは

主に障害福祉サービスに係ります介護給

付費の増によるものでございます。

　３４ページ、項２、手数料、目２、衛

生手数料のうち保健福祉部に係りますも

のは、飼い犬登録手数料及び汚物処理手

数料のうち愛玩動物死体処理手数料でご

ざいます。

　３６ページ、款１４、国庫支出金、項

１、国庫負担金、目１、民生費国庫負担

金のうち保健福祉部に係りますものは社

会福祉費負担金、児童福祉費負担金のう

ち助産施設負担金、生活保護費等負担金、

障害者福祉費負担金で、前年度に比べ６．

８％、１億５，２１２万６，２８７円の

増となっております。これは主に、生活

保護費等負担金の増によるものでござい

ます。

　３８ページ、項２、国庫補助金、目１、

民生費国庫補助金のうち保健福祉部に係

りますものは、生活保護費補助金及び障

害福祉費補助金で、前年度に比べ２．６

％、１０１万１，０００円の減となって

おります。

　目２、衛生費国庫補助金は前年度に比

べ９．２％、４０万４，０００円の増と

なっております。

　４０ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金のうち保健福祉部に係ります

ものは、社会福祉費委託金で、前年度に
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比べ０．８％、１６万３，０７０円の減

となっております。

　款１５、府支出金、項１、府負担金、

目１、民生費府負担金のうち保健福祉部

に係りますものは、社会福祉費負担金、

児童福祉費負担金のうち助産施設負担金、

生活保護費負担金、障害福祉費負担金で、

前年度に比べ１．２％、７３７万１，３

７３円の減となっております。

　４２ページ、項２、府補助金、目２、

民生費府補助金のうち保健福祉部に係り

ますものは、社会福祉費補助金、老人福

祉費補助金、老人医療費補助金、生活保

護費補助金、障害福祉費補助金、障害者

医療費補助金、権限移譲交付金で、前年

度に比べ１．１％、２１１万２，３６７

円の減となっております。

　４６ページ、目３、衛生費府補助金の

うち保健福祉部に係りますものは、保健

衛生費補助金のうち保健事業補助金、妊

婦健康診査公費負担促進補助金、子宮頸

がん等ワクチン接種緊急促進事業補助金

及び権限移譲交付金などで、前年度に比

べ６９．３％、１，４２８万９，４３５

円の増となっております。これは主に子

宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の

実施によるものでございます。

　５０ページ、項３、委託金、目３、民

生費委託金は生活のしづらさなどに関す

る調査委託金でございます。

　５２ページ、款１７、寄附金、項１、

寄附金、目１、寄附金は保健福祉課への

寄附でございます。

　款１８、繰入金、項１、特別会計繰入

金、目２、介護保険特別会計繰入金は市

負担に係る過年度精算金でございます。

　５４ページからの款１９、諸収入、項

４、雑入、目２、雑入のうち保健福祉部

に係りますものは、５８ページの保健福

祉課生活支援課、高齢介護課、障害福祉

課、国保年金課分で、各種検診自己負担

金、予防接種自己負担金、生活保護法に

よる返還金及び徴収金、一部負担金相当

額等一部助成返還金などでございます。

　続きまして、歳出でございますが、７

０ページからの款２、総務費、項１、総

務管理費、目１、一般管理費のうち保健

福祉部に係りますものは、７６ページ、

水道事業会計繰出金で、前年度に比べ６．

０％、１３０万１，３９９円の増となっ

ております。

　１０２ページ、款３、民生費、項１、

社会福祉費、目１、社会福祉総務費は、

人件費を除き、前年度に比べ１７．３％、

３億６，９８５万４，９２７円の増となっ

ております。内容は保健福祉課などに係

る経常経費や、広域連合医療給付等負担

金などの負担金、補助金及び国民健康保

険特別会計などへの繰出金が主なもので、

平成２３年度はこのほかに、地域福祉活

動支援センター建設に伴う工事費等を執

行いたしております。

　１０８ページ、目２、老人福祉費は前

年度に比べ３．７％、１，９１１万４，

４００円の減となっております。これは

老人入所施設措置費の減などによるもの

でございます。

　１１０ページ、目３、国民年金総務費

及び、目４、国民年金事務費は国民年金

事務に係る経常経費でございます。

　目５、老人医療助成費は前年度に比べ

２．３％、３６６万６２０円の増となっ

ております。

　目６、障害者医療助成費は前年度に比

べ６．７％、８０９万６，２６９円の増

となっております。

　目７、障害福祉費は前年度に比べ４．

９％、７，４８０万２，８２８円の増と

なっております。これは障害福祉サービ

ス費等、給付費の増などによるものでご
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ざいます。

　１１６ページからの項２、児童福祉費、

目１、児童福祉総務費のうち保健福祉部

に係りますものは、１１８ページの助産

施設運営費負担金でございます。

　１２４ページ、項３、生活保護費、目

１、生活保護総務費は人件費を除き、前

年度に比べ９．１％、１３６万２，１０

５円の減となっております。

　１２６ページ、目２、扶助費は前年度

に比べ９．０％、２億１，２８３万３，

３５４円の増となっております。これは

対象者の増によるものでございます。

　款４、衛生費、項１、保健衛生費、目

１、保健衛生総務費のうち保健福祉部に

係りますものは、保健センター及び休日

小児急病診療所の管理委託料、三師会等

への補助金、夜間休日応急診療所、三次

救命救急センター等への負担金などが主

なもので、人件費を除き前年度に比べ４．

５％、４６１万７，８２９円の増となっ

ております。

　１２８ページ、目２、予防費は前年度

に比べ２３．６％、５，７１５万６，７

２８円の増となっております。これは子

宮頸がん予防ワクチン等、３ワクチンの

接種実施などによるものでございます。

　１３２ページ、目３、環境衛生費は前

年度に比べ２６．５％、２１３万６，１

７２円の増で、これは所有者不明動物死

体処理委託料の増などによるものでござ

います。

　以上、保健福祉部が所管いたしており

ます、平成２３年度一般会計歳入歳出決

算についての補足説明とさせていただき

ます。

○森内一蔵委員長　次に、杉本生活環境

部長。

○杉本生活環境部長　認定第１号、平成

２３年度摂津市一般会計歳入歳出決算の

うち生活環境部にかかわります項目につ

きまして、目を追ってその主なものを補

足説明させていただきます。

　まず、歳入でございますが、３０ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目１、総務使用料のうちコミュ

ニティプラザ等、市民活動支援課に係る

ものは、前年度に比べ９８．２％の増と

なっております。これはコミュニティプ

ラザが平成２２年７月のオープンで、２

３年度より通年ベースの決算となったこ

と、また、利用率が増加したことによる

ものでございます。

　目２、民生使用料のうち市民文化ホー

ル等、自治振興課に係るものは、前年度

に比べ３．４％の減となっております。

　３２ページ、目３、衛生使用料にうち

市営葬儀使用料等、生活環境部に係るも

のは、前年度に比べ１．２％の増となっ

ております。

　３４ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料のうち市民課に係るものは、前

年度に比べ０．５％の減となっておりま

す。

　目２、衛生手数料のうち塵芥処理手数

料等、生活環境部に係るものは、前年度

に比べ２．０％の減となっております。

なお、鳥獣登録手数料はメジロの飼養登

録手数料でございます。

　３６ページ、目３、農林水産業手数料

のうち農業委員会手数料は非農地証明の

手数料でございます。

　４０ページ、款１４、国庫支出金、項

３、委託金、目１、総務費委託金のうち

市民課に係るものは戸籍住民基本台帳費

委託金で、前年度に比べ１８．７％の増

となっております。

　４２ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金のうち

生活環境部に係る権限移譲交付金はＮＰ
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Ｏ認証事務と住居表示に関する事務の交

付金でございます。また、防犯対策費補

助金はＬＥＤ防犯灯設置に伴う補助金で

ございます。

　４６ページ、目３、衛生費府補助金の

うち公害対策費補助金は騒音、振動、水

質、大気等の届出事務に係る補助金でご

ざいます。違法屋外広告物除去事務経費

補助金は違法簡易看板除去に係る補助金

でございます。鳥獣飼養登録事務費交付

金は、鳥獣の捕獲許可、飼養登録事務に

係る交付金でございます。

　目４、農林水産業費府補助金は、主に

農業委員会及び戸別所得補償事務に係る

補助金でございます。

　目５、商工費府補助金は、事務移譲に

伴う定額補助、地方消費者行政活性化及

び商業活性化に係る補助金でございます。

　５０ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金のうち戸籍住民基本台帳費委

託金は、前年度に比べ１．８％の減となっ

ております。

　款１６、財産収入、項１、財産運用収

入、目１、財産貸付収入のうち市民活動

支援課に係るものは、マンション、パー

クシティ南千里丘のモデルルームのある

摂津警察署北隣の土地貸付収入でござい

ます。

　５２ページ、款１７、寄附金、項１、

寄附金、目１寄附金は、産業振興課に係

る一般寄附金でございます。

　款１８、繰入金、項２、基金繰入金、

目３、環境基金繰入金は、平成２３年度

に創設いたしました環境基金からの繰入

金でございます。

　目４、墓地管理基金繰入金は、墓地管

理基金を取り崩して、一般会計に計上し

たもので、前年度に比べ１６．５％の増

となっております。

　５４ページ、款１９、諸収入、項３、

貸付金元利収入、目２、中小企業事業資

金融資預託金収入は、前年度と同額となっ

ております。

　５６ページから５８ページ、項４、雑

入、目２、雑入のうち生活環境部に係る

主なものは、文化ホール入場料、商品券

売上金、ペットボトル拠出金等で、前年

度に比べ４１．７％の減となっておりま

す。

　続きまして、歳出でございますが、８

０ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目７、都市交流費は、国際交流嘱

託員報酬、国際交流協会補助金、本市の

友好都市でありますオーストラリア、バ

ンダバーグ市の来摂等に伴う経費でござ

います。

　８２ページ、目１１、防犯対策費は、

防犯灯に係る電気料金及び維持管理費補

助金、防犯協会の負担金等でございます。

　８４ページ、目１４、自治振興費は、

地区振興委員への報酬のほか、自治会に

対する広報紙等の配布手数料、地域活性

化事業及び摂津まつり振興会への補助金

が主なものでございます。

　８６ページ、目１５、コミュニティプ

ラザ費は、コミュニティプラザの維持管

理及び市民活動支援事業等に係る経費で

ございます。

　９４ページ、項３、戸籍住民基本台帳

費、目１、戸籍住民基本台帳費の主なも

のは、戸籍、住民基本台帳事務事業及び

市民サービスコーナー事務事業等に係る

経費でございます。

　次に１２６ページ、款３、民生費、項

４、生活文化費、目１、生活文化総務費

は、財団法人摂津市施設管理公社への事

業委託に係る経費、市民ルーム及び文化

ホールへの公共施設予約案内システム導

入に伴う経費が主なものでございます。

　目２、文化ホール費は、文化ホールの
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修繕及び舞台照明装置等の借上料でござ

います。

　次に１３２ページ、款４、衛生費、項

１、保健衛生費、目４、公害対策費は、

大気、水質、騒音、振動対策等に係る経

費でございます。

　目５、環境政策費の主なものは、地球

温暖化防止地域計画策定委託料、環境基

金への積立金、環境保全の啓発事業等に

係る経費でございます。

　１３４ページ、目６、斎場費の主なも

のは、斎場及び葬儀会館の管理運営委託

料、市営葬儀委託料、火葬炉設備改修に

伴う工事請負費等でございます。

　目７、墓地管理費は、市営墓地の管理

に係る経費でございます。

　項２、清掃費、目１、清掃総務費は、

一般廃棄物の収集、処理事業に伴う経常

的な経費でございます。

　１３６ページ、目２、塵芥処理費の主

なものは、再生資源集団回収等の報償金、

可燃・不燃・資源ごみ等の収集運搬委託

料、不燃ごみの選別及び中間処理の委託

料でございます。

　１４０ページ、目４、環境センター費

は、環境センターでの可燃ごみ焼却処理

経費のほか、３号炉及び４号炉の維持管

理に係る経費でございます。

　１４２ページ、款５、農林水産業費、

項１、農業費、目１、農業委員会費は、

農業委員報酬及び農業委員会に係る事務

費でございます。

　目２、農業総務費は、農政事務に係る

経費と大阪北部農業共済組合負担金でご

ざいます。

　目３、農業振興費の主なものは、地域

米消費拡大対策事業、市民農園設置、鳥

飼なす保存等の委託料のほか、花とみど

りの補助金、農業祭実行委員会補助金等

でございます。

　１４４ページ、款６、商工費、項１、

商工費、目１、商工総務費は、事務管理

費等の経常経費や労働相談に係る相談員

の報償金等でございます。

　１４６ページ、目２、商工振興費の主

なものは、商工業活性化対策に係る補助

金、地域活性化プレミアム商品券交付金、

中小企業事業資金融資預託金等でござい

ます。

　１４８ページ、目３、消費対策費は、

消費生活相談ルームの運営に係る経費で

ございます。

　以上、歳入歳出決算の補足説明とさせ

ていただきます。

○森内一蔵委員長　説明は終わりました。

質疑に入ります。

　質疑のある方。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　では、幾つかの点、質

問させていただきます。

　１番目に、一般会計歳入歳出決算書７

７ページ、水道料金の減免繰出、制度に

ついて伺いたいと思いますが、この８日

に自民党、公明党、民主党の３党で物価

スライド年金減額、１年延長というのを

決定して、報道で１年分９，０００億円

の過剰支出という報道があるんですけれ

ども、ことしの年金が払われ過ぎたと断

じるのはどうかと感じてはおりますが、

そもそも物価の評価が生活とはかけ離れ

た議論をされているんですけれども、年

金支給が本当に多いのか。本当に今、少

ない国民年金がまた来年、一月当たり６

６６円、１％減らされるということにな

るんですが、この物価スライド減額の施

策が正しいとなれば支給が過剰というこ

とになるんでしょう。物価スライド、そ

ういう期間を合計すると７兆円が払い過

ぎだという報道がされております。

　そこで、さきの定例会でこの減免制度
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の廃止が決められましたが、すると、こ

の減免制度そのものの繰り出しが出し過

ぎた施策だという評価が成り立つのかど

うか、お聞きしたいと思います。

　２番目に、決算書９４ページ、戸籍住

民基本台帳費が出ていますが、これも先

ほどの同じような行革方針で民間委託と

いうのがさきの定例会で決められました

けれども、人件費が委託費に置きかえら

れて、削減していくという方針ですけれ

ども、これまでも人件費など、無駄のな

いような努力というのは当然されてきた。

決して無駄遣いだという評価はなかった

と思うんですけれども、この委託の方針

に照らせば、住民基本台帳に係る経費と

いうのがどういう評価になるのか、お聞

きしたいと思います。

　３番目に、障害者施設の移行支援の補

助金ですが、支援法の法体系が変わって、

作業所などの運営の形というか、いろい

ろお金の出し入れは変わってはくるんで

しょうけれども、作業所の経費とか業務

の内容の多くは変わっていかないわけで

すから、公的支援がなければ運営できな

いということには変わりはない。作業所

などの支援を十分行うことについて、移

行支援に変えていったこの補助金のあり

方ですね、状況とあわせてお聞かせいた

だきたいと思います。

　４番目に、障害福祉費の扶助費が１０

億円を超えておりますが、昨年の９億５，

８２９万円に比べて増加しているんです

けれども、この要因をどう見ておられる

のか。高齢者人口と同じようなふえ方と

いうことではないと思うんですけれども、

この状況などをお聞かせいただきたいと

思います。

　５番目に、決算書１２４ページ、生活

保護費が２６億６，５９７万円、昨年は

２４億円強で、予算のときには５％以上

伸びざるを得ないという議論をしており

ましたけれども、今回、先ほどの補足説

明でも９％の伸びということなんですけ

れども、どう見ていくかということをお

聞かせいただきたいと思います。

　６番目に、決算書１３１ページのワク

チン接種、この事業の内容をお聞かせい

ただきたいと思うんですが、接種率とい

うか、事業の状況をお聞きしたいと思い

ます。今、ワクチンの接種については副

作用の問題とかが報道されておりまして、

感染症発生のリスク、それから副作用の

リスク、これを比べるという形が報道さ

れているんですけれども、保護者の方々

の不安もありますけれども、正しい情報

提供で感染症予防をしっかり行っていく

ということが求められるんだと思うんで

すが、費用面での助成が行われておりま

すけれども、市民が接種の判断をしっか

りできるような啓発も求められていると

思うんですけれども、情報発信などにつ

いてもお聞かせいただきたいと思います。

　７番目に、決算書１３２ページ、先ほ

どの補足説明で所有者不明動物死体処理

委託料が大きくふえているということで、

この辺の状況をもうちょっと詳しくお聞

かせいただければと思います。

　８番目に、決算書１３５ページからの

清掃費、先日、委託の内容そのものも今

回小さくなったので非常に削減ができた

という資料もいただいておりますけれど

も、ごみ収集業務の変化によっての問題

点、苦情などがないかと、実態をちょっ

とお聞かせいただければと思います。

　ちょっと戻りますが、９番目に決算書

１０８ページ、一般会計の繰り出しにつ

いて、単独の保険料軽減とか、福祉の制

度を自治体としてどう支えていくかとい

うことをちょっとお聞きしたいと思いま

す。節２８の繰出金ですね。国民健康保
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険特別会計繰出金が２，２００万円、介

護保険特別会計繰出金が２，８００万円、

後期高齢者医療特別会計繰出金が７００

万円、それぞれ前年度と比べてふえてき

ているわけですけれども、保険料軽減と

か会計補助、不況が続く中で保険料が払

えないという方がふえていると思うんで

すけれども、これをしっかり行うべきだ

と思うんですけれども、福祉の制度とし

ての補助制度の拡充の必要性があるかな

いか、結構、滞納部分なんかもあるとい

うところで、その辺をお答えいただけれ

ばと思います。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、山崎委

員の質問３番目と４番目の件に関してお

答えいたしたいと思います。

　３番目の移行支援補助金の件でござい

ますが、移行支援補助金が終了した経過

については、移行支援補助金は小規模の

通所の施設や福祉作業所等を補助する、

国や府の制度が平成２３年度で廃止とい

うことが決まっておりまして、それに関

して障害のある方々の行き先がなくなっ

てしまうことを防ぐために、小規模通所

授産施設や福祉作業所に関しての施設の

体系を自立支援法の通所の施設に移って

いただく、そういうお手伝いをする補助

金でございました。その結果、日中の活

動の場として、全ての福祉作業所や小規

模通所授産施設が移行できまして確保さ

れたと。次の４番目にもつながることな

んですけれども、その内容によって、市

の移行支援の補助金は終了させていただ

いたと。移行した後の作業所や授産施設

の収入は、次にお話しさせていただく介

護給付費の収入を受けて事業を運営して

いくような形になっております。これは、

国の制度ということで負担金で補助する

制度でございますので、補助金と違って、

突然やめますよ、という内容もございま

せんし、必ず一定、法律に決められた額

が入ってくるということで、制度的には

安定していく。

　ただ、法律上、国の制度でございます

ので、人数の規模やそういうことの条件

は、以前の福祉作業所よりは厳しくなっ

ているかなと。そういう意味で、平成２

４年度以降も一定の市の補助も考えさせ

ていただいて、実施させていただいてお

る状況でございます。

　４番目の障害福祉のサービス、特に介

護給付費の増加に関してということかと

思うんですけれども、障害福祉サービス

費に関しましては、前年度比で８，４２

６万４３９円の増加で、１１．５％とい

う増加をしております。これに関しまし

て、摂津市だけなのかというわけではご

ざいませんでして、国全体の給付費を前

年度と比較させていただきますと１０．

８％ということで、障害福祉のサービス

全体が同じような形で増加しているので

はないのかなと。

　それは、先ほどもお話しさせていただ

いた、今まで国の制度ではなかったとこ

ろの小規模のサービスのところが、国の

制度に移ってきたりとかいうことで、福

祉作業所の当時から比べると、この介護

給付費だけでも、１．４倍から１．７倍

程度ふえている事業所もございますので、

そういう意味で増加傾向になっていると

見ております。

　この平成２３年度で全ての給付費が新

体系に移っておりますので、今後はその

中でサービスが利用しやすくなっておる

ということで、その利用が適切に行われ

ているかどうかということを国も検討し

た結果、２４年度から３年間の間に相談

の事業で、ケアプランというのをつくる

形になっておりまして、専門の方がかか
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わることで、より適切なサービスが利用

できる形になっておるということで、障

害福祉のサービス費に関しましては、あ

る程度利用のしやすさがあることで増加

にはなるかと思いますけれども、特に摂

津市として何か特別に多いという状況で

はございません。

○森内一蔵委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　山崎委員の５番目

の質問にお答えいたします。

　生活保護の扶助費の決算額が増加して

いることにつきましては、委員がご指摘

のとおり、平成２４年当初予算のときは

５％の伸びで見込んでおりましたが、２

３年度の決算では９％増加しております。

これは、平成２０年後半からの経済情勢

の悪化で、一時期１０％を超える伸び率

が続いておりましたが、現在は鈍化傾向

になってきております。

　ちなみに、最近の状況ではことし１０

月の時点で世帯数１，０３０世帯、人員

が１，４３８人になっております。これ

を１年前の１０月の時点で比較しますと、

全体で４７世帯増加して、伸び率は５％

という状況になっております。

○森内一蔵委員長　船寺課長。

○船寺市民課長　市民課窓口の民間委託

についてお答えいたします。

　今回、民間委託することにつきまして

は、市民課の職員の勤務形態がいろんな

形で雇用されており、市民課業務の繁忙

期等を分析する中で、民間委託すること

によって柔軟な職員配置が可能になると

考えております。そのことによって安定

した市民サービスの提供ができると考え、

民間委託にするという方向になったと考

えております。

○森内一蔵委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　保健福祉課に係る

２点の質問についてお答えいたします。

　３ワクチンの接種状況につてですが、

子宮頸がん予防ワクチンが２６．５％、

ヒブワクチンが５４．５％、小児用肺炎

球菌が６０．９％となっております。子

宮頸がんワクチンは、中学１年生から高

校１年生までという対象者がはっきりし

ていますが、ヒブ、小児用肺炎球菌の接

種率は、平成２３年度のゼロ歳児の出生

数と１歳半までの対象者数という形で割

り出した数値でございます。

　あと、情報発信はホームページで発信

させていただいていますが、子宮頸がん

ワクチン等は、学校を通じて副反応とか

効果とかいうことをチラシでお知らせさ

せていただきました。ヒブ、小児用肺炎

球菌は、乳幼児健診とか育児相談とか、

こんにちは赤ちゃん訪問等で訪問してお

りますので、その場で保護者の方にお伝

えするという形で行っております。

　２点目の所有者不明の動物死体処理委

託料の件でございますが、大きくふえて

きておりますのは、２２年度の委託料を

日曜日、祝日の枠を拡大いたしまして、

委託料を上げたということと、斎場が大

規模改修をしておりましたので、そのと

きに茨木市、吹田市に死獣の火葬をお願

いいたしましたので、その費用が増加の

理由となっております。

○森内一蔵委員長　野村参事。

○野村生活環境部参事　それでは、清掃

費に係ります、ごみ収集の委託について

の変化とか苦情等についてのご質問でご

ざいますが、平成２３年度から委託エリ

アを新たに２エリア拡大を実施しており

ます。これによりまして、市域の全世帯

のほぼ４割が委託対象地域となっており

ます。

　現在のところ委託したことが原因によ

る苦情等も余りなく、良好にごみの収集

ができていると考えております。
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○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　それでは、一般会

計の繰出金の拡充の必要性についてご答

弁申し上げます。国民健康保険特別会計

への繰出金につきましては、平成２３年

度につきましては法定外の繰出金といた

しまして、従来からの保険料軽減分に加

えまして、特定健診事業分を合わせまし

て、合計３億１１３万６，９１７円を一

般会計から繰り出していただいておりま

す。

　本市では平成２０年度から、リーマン

ショックに端を発する長期経済不況への

対策といたしまして、平成２４年度まで

の５年間、料率の凍結をさせていただい

ております。この間、国民健康保険特別

会計の財政の健全化のためにさまざまな

努力をさせていただいております。結果

といたしまして、平成２４年度の本市の

国民健康保険料の所得割料率につきまし

ては、府下３３市中最も安い料率となっ

ております。医療費の増額に合わせて、

より一層、一般会計からの繰り出しがで

きないかということになるかと思います

が、財政状況が非常に厳しい折でござい

ますので、まずは国保特会でできる限り

の努力を行いまして、その上で平成２４

年度並の繰り入れを確保できるように努

力してまいりたいと考えております。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　それでは、私から

高齢介護課に係ります質問にご答弁した

いと思います。

　まず、水道減免制度についてでござい

ますけれども、こちらの制度につきまし

ては、条例上では６５歳以上でひとり暮

らし、住民基本台帳に記録されている者

の世帯に減額することができるとされて

おります。また、ひとり暮らしであるこ

とを確認するための運用としまして、現

在、民生委員を通じたひとり暮らしの高

齢者の登録を要件としているところでご

ざいます。

　この運用におきましては、ひとり暮ら

しでも就業されていたり、また自立した

日常生活を過ごしておられる方もおられ

ます。単にひとり暮らしということで見

守りなどの何らかの福祉的な援助が必要

である方を把握するために、今回、登録

制としているものでございます。

　こういう意味でいいますと、福祉的な

援助が必要なひとり暮らし高齢者が必ず

しも上水道のこの減免制度を必要な方と

イコールであるかというと疑問なところ

がございます。

　ひとり暮らしの高齢者の登録数につき

ましては、現在ふえているところでござ

いますけれども、これは福祉的な援助が

必要な方がふえているということでござ

いまして、ひとり暮らしの高齢者の登録

者数を減免制度の対象者としているため、

現在、制度的に減免対象者も増加してい

る状況でございます。

　次に、一般会計の繰り出しについてで

すけれども、平成２３年度特別会計繰出

金につきましては、人件費、事務費、給

付費、地域支援事業と、そちらの四つの

項目の中で一般会計から繰り出しをして

おるところです。減免制度ということで

すけれども、現在、介護保険法で高額介

護サービス費でありますとか、また特定

入所者の介護サービス費、それらのもの

があります。また、新たな制度としまし

て、医療との合算制度ということもござ

いますけれども、低所得者の方につきま

しては、根本的な介護保険の制度の中で

いろいろと減額の制度が講じられている

ところです。

　これまで、本市におきましても市長会

等を通じて、いろいろと制度の抜本的な
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改革を要望しているところでございます

けれども、市単独での軽減というのは財

源等にも問題がございますので、なかな

か難しいと考えておりまして、低所得者

の負担軽減というものは、介護保険の制

度の根幹にかかわってくるとも考えてお

りますので、また引き続き国に対して抜

本的な対策の要望を今後も続けてまいり

たいと考えております。

○森内一蔵委員長　以上、９点なんです

けれども、２回目の質問でやってくださ

い。ちょっと不足しているところもあり

ますけれど。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　なかなか、繰り出しの

意味とかいう点は難しい話だと思ったん

ですけれども、まず水道料金減免、これ

の廃止を決めた行政側とそれを認めた議

会ともに責任はあるんでしょうけれども、

先ほど答弁で言われましたように、生活

弱者で必要な方に支える福祉の制度とし

ては続けてもらいたいと、そういう要望

は続けていきたいと思っております。

　窓口の民間委託ですけれども、柔軟な

対応と。経費云々というところにはなか

なか触れられませんでしたけれども、市

役所が市民への責任をこれからも果たし

ていくというためには、正規職員、極端

な話、それこそ幹部職員だけが正規職員

でということにならないように、市の仕

事をしっかり守ってもらえるように頑張っ

ていただきたいと思います。

　それから、障害者施設の支援と４番目

の扶助費の関係、先ほど言いましたよう

に、事業所そのものに補助というよりは、

扶助費で事業所に収入が入るということ

に置きかわってきていると理解しました。

事業所そのものが収入に欠けるというこ

とではないようなお話ではありましたけ

れども、またことしから３年間、あり方

も検討していくということですので、法

や府の助成で作業所などの運営が助け切

れないという部分は国に求めていくと同

時に、独自の助成もしっかり考えていた

だきたいと思います。

　生活保護費ですが、平成２０年からの

不況で、それまでの１０％を超える伸び

率に比べれば鈍化傾向であるということ

なんですけれども、今、低年金、高齢化

を迎えて、最後のセーフティーネットと

して保護の役割が重要になってきている

と思うんです。

　しかしながら、昨今、扶養義務の強化

とか、保護基準の切り下げという国会で

の議論がされておるわけですけれども、

改悪が強行されればお年寄りを支える若

者世代との共倒れという危険も増してき

ますので、国に制度改悪をやめるように

求めていただきたいと思いますし、また

自治体負担の拡大を避けるように、全額、

国の負担として求めていただきたいと思っ

ております。

　ワクチン接種もですが、感染症発症を

しっかりと抑えていくということを目的

ということでの正確な、不安解消にはな

かなかならないでしょうけれども、そう

いった啓発とかもまた行っていただきた

いと思います。

　清掃費に係る委託の話ですけれども、

非常にたくさん経費としては下がってき

たということなんですけれども、問題点

もないということだったんですが、これ

からも問題点の改善とか、業者への指導

をしっかり行っていただきたいと思いま

す。

　所有者不明の動物死体処理については、

茨木と吹田市へ持っていったということ

で、わかりました。

　国民健康保険と介護保険の繰り出しで

すが、財政も大変だということですが、
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国保については、保険料の据え置きもし

ていただいているということなんですが、

高過ぎる保険料になってきているという

ところで、また補助制度のあり方をしっ

かり考えていただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　以上、要望ですので。

　ほかに質疑のある方。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　質問すること自体が

１年以上前の話になりますので、少し緊

張しておりますけれども、気持ちを込め

て質問させていただきたいと思っており

ますので、気持ちを込めた答弁をお願い

したいと思っております。歳入から３点

ほど、まずお聞かせいただきたいと思っ

ております。

　１点目でございますけれども、民生使

用料の中で、駐車場の使用料でございま

す。これは、小川駐車場の利用料という

ことでご説明いただいておりますけれど

も、当初予算と調定額とで相当な差が出

てくると。調定額とその収入済額との差

はないんですけれども、当初予算と調定

額との差というのは一体どういうことを

意味しているのか、まずこの点を１点目

としてお聞かせいただきたいと思ってお

ります。

　２点目といたしまして、ちびっこ広場

の用地の使用料でございます。これは、

予算のときに聞いておけばよかったのか

もしれませんけれども、使用料の中身、

内容についてまず１点お聞かせいただき

たいということがございます。

　ちびっこ広場に係る２点目の質問とい

たしまして、ちびっこ広場には市が所有

している土地にできている広場もあれば、

私有の土地もあるわけであります。そこ

ら辺の割合についてどうなっているのか、

ということについてもお聞かせいただき

たいと思っておりますし、それを踏まえ

て今後どのような方向性を持っておられ

るのか、ということについても１点お聞

きしたいと思っております。

　３点目といたしまして、民生費の委託

金、決算書５０ページになりますけれど

も、生活のしづらさに関する調査の委託

金というのが計上されております。執行

されておりますけれども、この調査によっ

て何が見えてきたのか、１点お聞きした

いと思っております。

　続きまして、歳出につきましてもお聞

かせいただきたいと思っております。ま

ずは中国蚌埠市友好交流事業でございま

すが、今回執行されておりません。この

経緯につきまして、まずお聞きしたいと

いうことが一つ。それと、こういったこ

とを踏まえて、今後の国際交流のあり方

ということにつきまして、どのようにお

考えであるのか、この際お聞きしたいと

思っております。

　犯罪被害者等支援事業でございます。

この事業は本市が先進的な事例だという

ことで、非常にクローズアップもされた

わけなんでありますけれども、平成２３

年度につきましては支援事例がなかった

ということなのかどうかお聞きしたい。

　もう一つは相談そのものもなかったの

かということについてもお聞きしたいと

思っております。それを踏まえて支援員

の賃金が執行されておりますけれども、

これは一体どのような中身で執行されて

いるのか、この点についてもお聞きした

いと思っております。

　市民活動支援事業でございます。今、

第４次の総合計画に基づいてまちづくり

を進めておりまして、そのキーワードの

一つが協働となってくると思います。そ

うなってくると、市民活動を支援してい

く、大変に重要な視点ではないのかなと

思っておりますけれども、平成２３年度
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を終えた時点でどのように到達点を見て

おられるのか、この点について、少しざっ

くりとした質問かもしれませんけれどお

聞かせいただきたいと思っております。

　コミュニティソーシャルワーク事業で

ございます。地域の中のネットワークを

つくるという視点から見たときに、２３

年度での実績をどのように捉えておられ

るのか、そして、これからの課題といっ

たものをどこに見出しておられるのか、

この点につきましても、これもちょっと

ざっくりとした質問になりますけれども

お聞かせいただきたいと思っております。

　ひとり暮らし高齢者安全対策事業の緊

急通報装置の設置委託料でございます。

これは、ひとり暮らしの高齢者と、ひと

り暮らしの障害者とともに関係してくる

んですけれども、私はこの取り組みとい

うのは実際の生活の状況といったことを

考えたときに、非常に的を射た取り組み

ではないのかなと思っておりますけれど

も、どの程度の利用があったのか、そう

いったことを踏まえて、これからどのよ

うな取り組みが必要であるのか、ぜひこ

の点についてもお聞きしたいと思ってお

ります。

　障害者相談事業でございます。相談員

の報償費が未執行となっておりますけれ

ども、この理由につきましてお聞かせい

ただきたいなと思っております。

　生活保護事業の問題でございます。以

前から生活保護のことにつきましては、

社会的にも取り上げられておりますし、

また私もこの民生委員会の中でも何度か

取り上げさせていただきましたけれども、

やはり一つ問題となってくるのは、ケー

スワーカーの配置基準を満たしているの

かというところがあるんじゃないかなと

思っておりますけれども、平成２３年度、

どのような基準となっておられるのか、

ちょっとお聞きしたいと思っております。

　基金積立事業で環境基金積立金につい

てであります。この使途をこれからどの

ように考えていかれるのか、この点につ

いてもお聞きしたいと思っております。

　エコアクション２１認証取得の助成事

業でございます。残念ながら執行率が低

調であると言わざるを得ないのかなと思っ

ております。私はやはりこの取り組みを、

エコアクション２１といったものがどん

どんと広がっていくということが大変重

要なのかなと思っておりますけれども、

今後どのような取り組みをされていかれ

るのか、平成２３年度の実績を踏まえて

今の方向性をお聞きしたいと思います。

　市民農園設置事業についてお聞きした

いと思っております。市民農園について

は、以前から個人使用はできないのかと

いう声がこの委員会の中でもあったと思

います。理由はよくわかるんです。団体

使用しかできないというその理由は、例

えばあぜ道を整備したらいかんとか、よ

くわかるんですけれども、しかしやはり

個人利用したいという声もあるわけです

よね。やはりそういったところに応えて

いくために、いろいろと方策を講じなあ

かんと思っています。そういうところに

ついて、いかにして個人使用の声に応え

ていけるような努力をされてきたのか、

お聞きしたいなと思っております。

　消費生活相談ルーム事業でございます。

ついこの間なんですけれども、私が住ま

いをしております鳥飼北小学校区で防犯

の集会といったものがありまして、その

中でオレオレ詐欺のお話なんかもされて

おられたんですけれども、最近は非常に

特徴が変わってきたというお話もされて

おられました。そういったことを踏まえ

て、消費生活相談ルームに寄せられる声

といったものについても変化があるのか
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なと思うんですけれども、もしそういっ

たものがあれば近年の特徴ということに

ついてお聞かせいただきたいと思ってお

りますし、それをどのようにして啓発し

ていかれるのか、市民の皆さんに注意を

促していくのか、この点につきましても

お聞きしたいと思います。

　続きまして、給食残渣の堆肥化事業で

ございます。これも私がこの委員会の中

で何度か取り上げさせていただきました

けれども、平成２３年度はこの残渣を少

しでも少なくしていくためにどのような

努力をされてきたのか、特に学校現場と

どのようなお話し合いをされてきたのか、

この点につきましては何度か私もこの委

員会の中でお話しさせていただいてきた

点でございますので、この際、この点に

つきましてもお聞かせいただきたいと思っ

ております。

　市民課窓口の問題でございます。先ほ

ど山崎委員も質問されておられましたけ

れども、私は基本的に、市民課の窓口を

アウトソーシングをしていくということ

につきましては賛成の立場を持っており

ますけれども、ただ、しかしこの間の、

特に本会議のお話を聞いておりますと、

なかなかそのメリットといったものが感

じられないなというのも１点思っている

ところでございます。

　私は、これを委託していくということ

については二つ、大きなメリットがある

のではないかなと思っております。１点

は総務の所轄になりますので、詳しくは

触れませんけれども、長い目で見たとき

の経費の問題、費用対効果の問題といっ

たものがあるんじゃないかなと思います。

これは、総務常任委員会の管轄になると

思いますので結構ですけれども、もう一

点は先ほど課長がおっしゃっておられま

したけれども、やはり窓口での柔軟な対

応ということになるのかなと思っており

まして、特に人員配置というところでの

融通の利かせ方、そこが委託をすること

による大きなメリットなのかなと思って

います。ただ、そのためには本当に詳細

なデータをとっているのかどうかという

ことが大事なのかな。つまり、この日に

は通常４人で業務をしているけれども、

３人でもいけるよね、２人でもいけるか

もしれないよね。しかし、この日のこの

時間にはやはり５人、６人態勢が要るよ

ね、といったことをしっかりと予想した

中で、お話し合いをしていって業務態勢

を構築していくということになるんだろ

うなと思うんですけれども、本当にそこ

まで詳細なデータといったものをとって

おられるのか、ぜひこの際お聞かせいた

だきたいなと思います。

　感染症予防事業でございます。いろい

ろと実は不安な声も私はお聞きしたりす

ることがあるんですけれども、平成２３

年度実際に、特に子どもの予防接種を実

施される中で、何か声を聞かれたことが

あるのかお聞きしたいと思います。

　最後に、乳幼児健康診断についてです。

この点についても平成２３年度で一体ど

のような要望、改善の声があったのか、

ぜひこの際お聞かせいただきたいなと思っ

ております。

○森内一蔵委員長　答弁を求めます。

　林局長。

○林農業委員会事務局長　嶋野委員の市

民農園の個人利用の検討についてのご質

問にお答えします。

　現在、市民農園は、市に協力していた

だいてる団体にご利用願っておるんです

けれども、貸し出しの農地の面積が大き

い面積の区画で貸し出しをしております。

個人で利用されるに当たっては、例えば

土地の土壌の改良、植えつけの問題とか
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いろんな技術的な問題があります。今、

私どもの課で農業団体ＪＡの北大阪、そ

れから農業振興会、農業委員の団体とお

話しさせていただいて、農業の指導を登

録制で、個人の方を募集してやっておら

れる民間の有料の団体等がありますので、

そういうことを市で、例えば公民館のサー

クルみたいな形でやっていけないかなと

いうお話をさせていただいてるところで

あります。まだ形にはなっておりません

ので、この場でいつからやりますとかい

うお返事はできないんですけれども、そ

ういう形で今後検討していきたいと考え

ております。

○森内一蔵委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　それでは、嶋

野委員の協働の取り組みの関係で答弁さ

せていただきます。

　平成２３年度の市民活動支援の状況と

いうことでございます。市民活動へのか

かわり方は多様なかかわり方がございま

す。普通に活動に参加する、情報を集め

る、学ぶ、寄附する、会員になる、グルー

プや組織を立ち上げる、そういった方面

が考えられます。

　まず、平成２３年度といたしましては、

活動に参加したいと思ってもらえること、

そういったことから講座の開催をしてお

ります。学びからステップアップしてい

ただきたい、講座や研修を通じて学ぶと

同時に活動と出会う機会となり、他の団

体とのネットワークなどが図られると考

えて講座を実施しております。２４年度

も引き続き講座を開催しておりますが、

講座のテーマによって参加人数ともばら

ばらの状況もあります。団体が求める、

また市民が求めるテーマを探っている状

況でもあります。

　また、内部におきましては、職員研修

を既に平成２２年度からの管理職、課長

代理研修に引き続き係長研修を実施して

おります。２４年度も併せまして係員の

研修を実施しておりまして、現場での対

応をする職員の研修体制も図ってきてお

ります。

　引き続きまして、コミュニティソーシャ

ルワーク等の関係でございますが、中間

支援組織的な考え方の推進ということで

答弁させていただきます。

　中間支援組織なんですけれども、個人

やＮＰＯ、企業、団体などの相談や担い

手の育成、人材や資金などの仲介、運営

の問題解決を行う組織と位置づけられて

おります。コミュニティプラザは、今現

在の市民活動支援課におきましては公的

な立場での推進をとっておりますが、い

ずれそういった中間支援組織を担ってい

ただけるＮＰＯ等の育成も目指しておる

ところでございます。

○森内一蔵委員長　土井参事。

○土井生活環境部参事　それでは、環境

基金の使途についてお答えさせていただ

きます。

　平成２３年度の環境基金の使い道です

けれども、市営住宅への太陽光発電、ま

た環境家計簿等地球温暖化対策費、防犯

灯のＬＥＤ化、道路照明のＬＥＤ化、こ

れらの事業に環境基金を充当しておりま

す。

　今後の使い方ですけれども、市の中で

はこれだけではなくて、環境に対する事

業としていろんなことをされておると思

うんですけれども、全てを環境基金でと

いうことはなかなかできないということ

の中で、特に重要なこと、また環境をＰ

Ｒできるような事業に充当してまいりた

いと。それと、環境基金の原資が、環

境自販機の売上金と資源ごみの回収費で

賄われてるというところもありますので、

できるだけ広く市民の方に還元できるよ
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うな事業に充当していきたいと考えてお

ります。

○森内一蔵委員長　門川課長。

○門川自治振興課長　それでは、嶋野委

員の質問にお答えします。４点あったか

と思います。小川駐車場につきましては、

平成２３年度は、減免制度の見直しをし

た初年度に当たりまして、利用者の状況

等が十分見込むことができておりません

でした。その結果、今回決算として約５

７０万円ほどの収益がございました。件

数でいいますと、有料利用者数が平成２

２年度と比べますと約、倍です。２３年

度については１万９，１７０件ほどの利

用がございました。従前は、利用された

方については全て免除ということでした

が、その見直しで障害者手帳をお持ちの

方が文化ホール等の施設を使われる場合

については免除、使われない場合につい

ては１００円を徴収させていただくよう

な形がありまして、先ほども申しました

ように減免制度初年度は、その件数等が

十分把握できなかったという事実で結果

的にこういうようになりました。

　それと、蚌埠市との交流の支出等がな

い件につきましては、この程、中国蚌埠

市の上下水道整備の実施に当たりまして、

蚌埠市関係の訪問研修の一環として来摂

される予定でありましたが、蚌埠市側の

都合による、この都合というのが出国す

るに当たりまして許可の人数が制限され

ておりまして、その人数枠に入れなかっ

たということで延期になったように聞い

ております。

　これは、財団法人太平洋人材交流セン

ターが実施しており、４回実施される予

定です。平成２１、２２年の２年間につ

いては実施しておりますが、その後は実

施されておりません。ですから、あと２

回残ってるというのが現状でございます。

　犯罪被害者につきましては、平成２３

年度については支出する案件はございま

せんでした。相談件数は、犯罪行為等に

ついては１８件ございます。その他につ

いては１５件で、計３３件の相談を承っ

ております。

　支援員については、その相談業務に非

常勤として週４日、９時から５時まで勤

務していただいて、そういった相談に乗っ

ていただいております。市民がいつ相談

に来られるかがわかりませんので、その

４日間勤務していただいておりますので、

件数は多いか少ないかというのはちょっ

とわからないんですけれども。昨年度は

そういった分で費用弁償とか日常生活支

援とか賃貸住宅家賃等についての支払い

は一切しておりません。

○森内一蔵委員長　杉本部長。

○杉本生活環境部長　国際交流の今後の

あり方ということかと思います。先ほど

申しましたように、蚌埠市が向こうの事

情で来摂されなかったんで支出はござい

ませんでしたが、今後の国際交流という

ことでお話しいたします。

　基本的に都市交流につきましては、本

市の場合は蚌埠市とバンダバーグ市、オー

ストラリアと中国ということになってお

りますので、これについては行政と行政

の関係で、市で担っていくということも

大事なことだと思っております。

　一方で、やはり国際交流というのは、

市民と市民の触れ合いがないとなかなか

相互理解は進まないと考えておりますの

で、これにつきましては国際交流協会と

十分連携をとりながらということでござ

いますし、また今年度のことで決算とは

ちょっと離れるんですけれども、摂津高

校でも非常に熱心に取り組んでいただい

て、バンダバーグ市へことしの夏に摂津

高校からホームステイをされたというこ
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とで、今後そういう展開をしていきたい

ということでお申し出いただいてます。

また、行かれるときに高校生の方々がちょ

うどこの部屋へ市長に挨拶に来られてお

話ししたんですけれども、こういった中

でも国際交流に対する期待を持たれてる

ということを感じましたので、そういっ

たことも十分踏まえながら今後の国際交

流には取り組んでいきたいと考えており

ます。

○森内一蔵委員長　鈴木参事。

○鈴木生活環境部参事　それでは、嶋野

委員の消費生活相談における相談内容の

変化、及び今後どう周知していくのかに

ついてご答弁申し上げます。

　以前は、マルチ商法とか身に覚えのな

い請求、金融商品、工事のトラブル等が

多くございました。近年は、リーマンショッ

ク等で経済状況が変わり、フリーローン、

サラ金などの相談が増加してきておりま

す。現在はインターネットが普及しまし

て、アダルトサイトや出会い系サイトの

不当請求等の相談が寄せられております。

　相談は、インターネットの普及により

まして低年齢化していることから、周知

につきましては積極的に行っております。

　一例を申し上げますと、平成２３年度

から農業祭での子どもへのミニプレゼン

トを活用しまして、子どもたちにパンフ

レットを配布しております。

　平成２４年度になりますけれども、き

のう行われました農業祭の２日目におい

ても同様に子どもたちへの啓発を進めて

おります。今後の話にはなりますけれど

も、セッピーの着ぐるみを含めまして、

新たな着ぐるみを今年度つくっていきま

すので、それを子どもたちへの身近な存

在として活用し、周知啓発に努めてまい

りたいと考えております。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、嶋野委

員の障害福祉課に係る２点のご質問にお

答えしたいと思います。

　１点目でございますが、生活のしづら

さに関する調査委託金の件でございます

けれども、この事業自身が国が５年ごと

に実施する、身体障害児者実態調査及び

知的障害児者基礎調査の実施年に当たり

まして、新法の資料にするということで

国勢調査の地区割りで摂津市内３地区が

当たっておりまして、その調査の委託を

受けた収入でございます。

　この調査に関しまして、こういう機会

ということで障害福祉課の職員が直接、

市内３地区に行かせていただいて、その

実態というか調査をさせていただいたと

いうことで、資料は国勢調査と同様に上

げ、国の基礎資料にしていくということ

なんですけれども、市の職員がかかわっ

たときに、なかなか福祉サービスでかか

わることはあっても、全く日ごろかかわ

らない方とお話しする機会等もございま

して、非常にいい経験になったのではな

いのかなと思っております。こういう機

会がありましたら、できるだけ市の職員

でやっていきたいなと思っておるところ

でございます。

　２点目なんですけれども、この件に関

しましては非常にご迷惑をおかけしてい

ます。この事業は、身体障害者相談員の

方が５名、知的障害者相談員の方が２名、

精神障害者相談員の方が２名ということ

で、９名の方に相談の事業ということを

していただく事業でございまして、今年

度からということではなくて、ずっと大

阪府の事業でございます。府でずっとやっ

ておった事業なんですけれども、権限移

譲ということで府から市に移ってきたん

ですけれども、今までは報奨金は府が直

接お支払いしておりまして、月額１，７
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４４円なんですけれども、その年度末に

業務の報告書をいただくという形をとっ

て、それをもって支払うということをさ

せていただこうと今回予定しておったん

ですけれども、この業務の報告書がちょっ

と十分出されていなかった件とか、その

ように変わったという点に関しまして、

十分周知ができてなくて執行に至ってお

りませんでした。大変申しわけございま

せん。今後このようなことがないように

十分注意させていただいて執行させてい

ただきたいと思います。

　特に、相談員に関しましては、身体障

害者相談員は身体障害者福祉協会の理事

になっていただいておりますし、知的障

害者相談員は手をつなぐ親の会の役員に、

精神保健福祉相談員は、あけぼの福祉会

後援会の役員になっておりますので、日々

接しておる方ですので、まさか知られて

なかったのかということもありまして、

私としても大変申しわけないと思ってお

ります。今後、このようなことがないよ

うにいたしたいと思っております。

○森内一蔵委員長　野村参事。

○野村生活環境部参事　それでは、私か

ら環境業務課に係ります２点のご質問に

お答えさせていただきます。

　１点目がエコアクション２１の平成２

３年度の状況と今後の方向性ということ

でございます。このエコアクション２１

についてでございますが、これは委員も

ご承知のとおり、環境省が策定しており

ます中小企業向けの環境への負荷を減ら

すということで、資源エネルギー・廃棄

物の削減、排出等を減らすということを

効果的、効率的に実施できるような経営

システムであるということでございます。

　それで、平成２３年度のこの取得費用

の助成金でございますが、決算書にも載

せさせていただいておりますが、１社が

認証を取得されております。この１社に

つきましては、実は２２年度に本市で説

明会を実施した際にご出席いただいた企

業の１社でございます。そちらが２３年

度に取得されたということで、その取得

費用に係る部分の一部を助成させていた

だいてるという状況です。

　今後の方向性でございますが、環境の

負荷活動の軽減ということでは地球環境

そのものもそうですが、中小企業にとっ

てもいろいろ経費面であるとか経営面で

のコスト削減等、かなりいいシステムで

はないかなと思っておりますので、我々

としても実施団体との連携をとりながら、

市内であれば商工会等々の連絡もとりな

がら、今後も広めていけるよう努力をし

ていきたいと考えております。

　２点目に、給食残渣の平成２３年度の

減量への取り組みと、学校への働きかけ

というところでございますが、２３年度

の給食残渣の堆肥化の処理状況につきま

しては、事務報告書の１２２ページに掲

載させていただいておるんですが、２万

６，６６０キログラムとなっております。

この数字だけを見ておりますと、例年４

万５，０００キログラム前後というとこ

ろから見ると、かなりの量が減っている

ように見かけは見えるんですが、実はこ

の生ごみ処理装置が、２３年度は電気系

統の不具合で稼働してる期間がかなり少

のうございました。その関係で量として

は減っておるんですが、例年の稼働して

る月ごとのベースで見てみますと若干減っ

ておるんですが、極端な減り方にはなっ

ていないようなところが正直なところで

ございます。

　ただ、環境業務課といたしましては、

この給食残渣が減っていけばいいんです

が、それ以前に一番大切なのは、やっぱ

りごみ減量というところの一環としても、
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この給食残渣の処理をさせていただいて

るということからいいますと、学校での

連携という部分でございますが、毎年小

学４年生に、環境の学習の一環で環境セ

ンターに社会見学に来ていただいており

ます。その前段で我々職員が直接学校に

出向きまして、出前講座のような形で、

この環境業務課であったり環境センター

がやってる業務を、事前に子どもたちに

わかりやすいような形で説明させてもらっ

たりする中で、ごみの減量をするのに分

別の大切さであるとかを説明させていた

だいて、その知識を持っていただいて環

境センターの見学をしていただいてると。

　実際、ごみピットとかを見てもらった

りした中で、我々が子どもたちに一番訴

えさせてもらってるのは、ごみの減量と

いう面からいっても給食の、ちょっと言

い方に語弊があるかもしれませんが、食

べ残しとかをしないように、みんなきっ

ちり食べようということをまず啓発させ

てもらって、その結果出た残渣について

は、ごみにするんではなくてこういう堆

肥化ということでまた減量に努めてると

いう啓発もさせてもらってます。

　あと、学校との連携ということで、ちょ

うど今この秋の時期でございますが、各

小学校でカーニバル等実施されておられ

ます。そちらにも我々職員が出向きまし

て、ごみの分別であったりそれに関係す

るゲームなどをやった中で、子どもたち

にごみの減量のために分別の大切さとか

を啓発させてもらってるというところで、

教育委員会との連携という言い方になる

のかどうか、子どもたちとその学校現場

で交わりを持っていろいろ啓発をさせて

もらってるというところでございます。

○森内一蔵委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活保護のケース

ワーカーの状況についてお答えいたしま

す。

　生活保護のケースワーカーにつきまし

ては、保護世帯の増加に伴い過去から増

員を図っており、平成２３年度当初にも

１名増員し現在１１名体制で、うち１名

は育児休暇中でございます。１ケースワー

カー当たりの平均持ち世帯数は、ことし

１０月の時点で１０３世帯となっており

ます。生活保護の業務は福祉全般の多岐

にわたり、一人のケースワーカーが多く

の被保護者を受け持つことは、適正なケー

スワークにも支障を来すおそれがありま

す。適正な保護の執行ができなければ市

民の信頼を失い、ひいては生活保護制度

の存続にもかかわる大きな問題であると

考えております。

　また、この業務は被保護者の方の生死

を含めた状況を大きく左右するもので、

各ケースワーカーには精神的、肉体的に

も大きな負担がかかるものと考えており、

人事配置につきましては過去から継続的

に協議をしているところでございます。

　また、ケースワーカーは対人援助が基

本となりますので、その配置につきまし

ては、個人の適性、能力、資質などを慎

重に考慮して対応しているところでござ

います。新規に配属された職員につきま

しては、ベテラン職員を指導係として、

マンツーマンできめ細かく業務の執行に

かかわるよう体勢をとっており、できる

だけ早く課の戦力となっていただけるよ

うに努めております。

　また、職場内のケース検討を中心とし

た職場研修の充実及び集合研修の積極的

な参加により、ケースワーカーとしての

専門性を高めるとともに、セーフティネッ

ト機能を営む公務員としての倫理観の高

揚につなげたく考えています。

　また、この厳しいケースワーカーの数

の対応といたしまして、現在非常勤で就
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労支援を主な業務として、社会福祉士資

格を有する職員を２名配置しております。

そのうちの１名につきましては、精神保

健福祉士の資格も有しております。また、

平成２３年度からは社会保険労務士を１

名雇用し、被保護者の方の年金調査を依

頼しております。これらの自立支援相談

員の配置により、従前、ケースワーカー

が行っていた業務を受け持ってもらうこ

とによりで、ケースワーカーの負担軽減

につなげております。

　また、これらの自立支援相談員と一緒

に仕事をすることで、その専門的な知識

を吸収することができ、人材育成にもつ

ながっているものと思います。今後につ

きましても、被保護者の方へきめ細かな

支援ができるよう、専門職の配置も含め

て検討していきたいと思います。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　それでは、高齢介

護課についての質問にご答弁申し上げま

す。

　緊急通報装置の件でございますけれど

も、こちらはひとり暮らしの方、または

家族がいらっしゃいましても昼間働いて

いて、いわゆる中間独居といいますか、

そういう方にペンダント式の緊急通報装

置を給付させていただいております。

　平成２３年度末には２２０件、今現在

使われております。ここ数年大体２３０

件台の推移となっておるところでござい

ます。

　制度の内容としましては、緊急時にペ

ンダントを押した場合に委託業者の職員

が駆けつけて緊急の対応をされています。

　また、それとは別に毎月１回業者から

利用者の方に電話をさせていただいて、

今の状況について確認させていただきま

して、その内容につきまして市に報告を

いただいておるところでございます。そ

の内容によっては確認が必要と思われる

分につきましては、ヘルパー等を通しま

して、ひとり暮らし方の訪問をしており

ますので、そちらに情報を提供しまして

連携を密にしているところでございます。

　見守り、安否確認ということで、その

ほかにライフサポーター事業であります

とか、乳酸菌飲料の配布による安否確認、

また触れ合い配食サービスなどいろいろ

と行っておるところでございまして、こ

れらも含めまして、高齢者の安全、安心、

安否確認に有効な事業であると考えてお

りますので、今後も見守りの事業に力を

入れていきたいと考えております。

○森内一蔵委員長　船寺課長。

○船寺市民課長　窓口委託に関しまして、

業務の分析ができてるのかというご質問

でございます。

　月ごとの取り扱いについては、事務報

告書にも載せさせていただいてますよう

に詳細なデータをとっております。また、

これにつきましては、営業日等も考えな

がら１日の件数等も分析しております。

　また、曜日ごとの分析ができてるのか

ということでございますが、曜日ごとの

分析につきましても毎日、統計・清算等

を行っておりますので分析する数理は持っ

ておりますが、曜日ごとの分析につきま

しても祭日、休日、連休等が入りますの

で、日によって多少の変動があると考え

ておりますが、およその傾向は出ており

ます。

　あと、時間の分析については、詳しく

は分析しておりませんけれども、これは

印象になって申しわけないんですけれど

も、忙しい時間帯という部分についても

市民課では把握しております。それらを

もとにしまして、今回の委託の業務の中

で業者と詳細な打ち合わせをしてきたと

考えております。
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○森内一蔵委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　保健福祉課に係り

ます３点の質問に答弁いたします。

　ちびっこ広場の使用料の内訳でござい

ますが、千里丘東４丁目ちびっこ広場に

おきましてガス管埋設をしておりますそ

の使用料になっております。ちびっこ広

場につきましては、委員ご指摘のとおり

市の土地、私有地、関電等からお借りし

て広場を解放しております。私有地につ

きましては５か所の契約を行っておりま

す。全数が９１件でございますので、私

有地の割合が５％となっております。

　ちびっこ広場に関しましては、本課で

管理しております広場と公園みどり課で

管理しております広場がございまして、

今後とも両課で連携して地域の要望、状

況をお聞きしながら事業を進めてまいり

たいと思っております。

　２点目、予防注射に関する不安の声は

どんな声があるかということのお問いか

と思いますが、３ワクチンが平成２３年

度からスタートしておりまして、ヒブワ

クチン、肺炎球菌ワクチンが３か月から

の接種でございますので、ＢＣＧやポリ

オの定期接種との間隔がかなり短い期間

の中で接種しないといけないというとこ

ろで、接種間隔についてのご相談であっ

たりとか、ご指摘のあるように副反応に

ついてのご質問であったり、接種費用に

ついてのご質問ということを聞いており

ます。こういう場合、感染しての髄膜炎

の発症とか副反応の発生率とかの説明を

させていただいたり、体調がよいときで

の接種ということを促したりする形で対

応しております。

　乳幼児健診での改善の声などはどうな

のかということでございましたが、保健

センターが阪急駅前に移転しておりまし

て、母子健診が１フロアで実施できるよ

うになっておりますので、そういうこと

での便利さで喜んでいただいてるところ

もございますが、駐車場がコミュニティ

プラザには２０台分しかございませんの

で、駐車場の問題が多く寄せられており

ます。周辺に民間の有料駐車場が４か所

ほどございますので、そこのご案内を健

診案内時にしているという状況でござい

ます。乳幼児健診の受診率は４か月健診

で９９％、１歳半で９８％、３歳半で８

４％と受診率が　伸びてきております。

○森内一蔵委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　丁寧にご答弁いただ

きましてありがとうございます。それで

は、２回目の質問をさせていただきたい

と思います。

　まず、歳入に関しまして駐車場の使用

料のことなんですけれども、当該年度が

減免制度見直しの初年度だったというこ

とで、なかなか需要を見込むのが難しかっ

たということもよく理解ができました。

　一点お聞きしたいんですけれども、有

料の方のご利用が、平成２２年度と比べ

ると倍になったというお話でありました

けれども、利用全体もふえてるのかどう

かちょっとお聞きしたいな、というのは

コミュニティプラザができまして、私は

データを持ってるわけではありませんけ

れども、利用者、利用率は高いのかなと

思ってまして、僕は駐車場を利用される

方の数はふえてるのじゃないかな、とい

うように思ってるんですけれど、そこら

辺のところ、関連性があるのかどうかも

含めてお聞かせいただきたいなと思いま

すのでよろしくお願いいたします。

　ちびっこ広場の件についてでございま

す。使用料のことにつきましては理解で

きました。あと１点お聞きしたいのは、

いわゆる市が持っている土地じゃないと

ころにできてるちびっこ広場、今のお話
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ですと５か所あるということではなかっ

たのかなと思いますけれども、今後そち

らの５か所はどのようにしていかれるつ

もりなのか、と申しますのは香露園のち

びっこ広場が、これは個人の方が所有さ

れてる土地でありまして、それを何とか

したいんだという話が地元に来て、地元

はすったもんだして何とかして市に買い

取ってもらいたいんだという方向で、自

治会の会長も何度もこちらへ足を運ばれ

て、直接市長ともお話しされたことがあっ

たというようにお聞きしております。今

の摂津市の状態を考えたときに、なかな

か特に子どもが外で遊ぶという空間が少

ない、限られてるということを考えたと

きに、やはり１か所でもちびっこ広場が

なくなるというのは、大変に大きな影響

があるんじゃないかなというように思う

んですけれども、今後のこの５か所につ

いてどのような方策を持っておられるの

か、ぜひお聞きしたいなと思いますので

よろしくお願いいたします。

　生活のしづらさに関する調査委託金と

いうことで、内容についてはよくわかり

ました。国の基礎資料になるんだという

お話でありましたけれども、今、課長が

おっしゃっていただいたように、やはり

その自治体の役割というのは、本当に暮

らしておられる市民の皆様方の声を聞い

て、いかにすぐ反映していくのかという

ことに尽きるんだろうなというように思っ

ておりますので、ぜひ今回、直接市の職

員の方が行っていただいて、そこで得た

その感触であり印象をぜひ上にあげてい

ただいて、本当に一つでも二つでも、制

度というか施策に生かしていただけるよ

うによろしくお願いしたいと思っており

ますし、大変すばらしい材料として、こ

れからもご活用いただければなと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

　蚌埠市の友好交流につきましては、平

成２３年度が執行されなかったというこ

とにつきましては理解できました。特に

今、日中関係を考えたときに、私は果た

してその蚌埠市との交流といったものが、

どういった意味を持つのかなと考えるわ

けなんですよ。国と国がある関係になる、

これは今の状況を考えると、ある意味仕

方ないと思ってるんですけれども、かと

いってそのことによって、いわゆるその

個人と個人といいますか、その交流まで

もが制約されるということがおかしいで

しょうし、そこで本当の意味で理解して

おくということによって、私はまた違っ

た感じの交流が生まれてくるんじゃない

のかなと思ってるんですね。ですので、

国際交流の考え方ということで、部長か

ら補足答弁として市民と市民との交流な

んだというお話をいただきましたけれど

も、しっかりとそういった観点を持って、

これは国際交流協会との関係もあります

けれども、ぜひ民間交流を進めていくと

いう方向でお願いしたいなと思っており

ます。

　それと、これは直接関係ない話になる

かもしれませんけれども、以前教育委員

会の方とお話をしてるときに、学校の役

割とは何なのかなというお話になったん

ですよ。そのときに、やはり学校の役割

というのは、いわゆる学校の勉強ですよ

ね、学力であるとかそういったところで、

余り追いついていけない子どもをいかに

平均まで押し上げていくのか、これが公

立の学校の役割なんだというお話をお聞

かせいただきまして、それはそのとおり

であるなと思うんですよ。ただ、もう一

点を視点として、こういう言い方をする

と語弊があるかもしれませんけれども、

成績の優秀なといいますか、非常に優秀

な子どもたちに対していかにモチベーショ
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ンを上げていくのかというのは大変に重

要な視点やと思うんですよ。そのときに、

例えばこの交流先が中国とオーストラリ

アがあるわけですから、こういうところ

に留学じゃありませんけれども、子ども

たちを体験的にちょっと留学させて、そ

してそこで得てきたものを学校に還元し

ていくということで、また違った国際交

流の提携先との関係のつくり方というの

があるんじゃないかなと思ってるんです

けれども、この点についてはきょうは答

弁は結構ですので、ぜひいろんな視点か

らこの国際交流といったものの活用方法

ですね、見出していただきたいなという

ことでお願いしておきたいなと思います。

　犯罪被害者等の支援事業についてでご

ざいます。今ご答弁いただきましてよく

わかりました。相談件数が多いのか少な

いのかということの検証につきましては、

私もよくわかりませんけれども、ただ、

そのいわゆる支援員の方が常勤をされて

おられると。週に４回ですか、９時から

５時までおられるというスタイルが、果

たして今後のあり方を考えたときどうな

のかなとも思うわけなんですよね。つま

り、その相談事業を事前申込制にするな

らば、このような体勢をとらずともでき

るのかなと思いますし、ちょっとここの

辺が今後いかにしていくべきであるのか、

要は相談件数はないにこしたことないで

すから。そういったことを踏まえた中で、

どういう支援員の方の勤務体系といいま

すかお願いの仕方を構築していくのか、

ぜひここら辺は引き続き考えていただき

たいなと思っておりますので、よろしく

お願いします。

　市民活動支援事業で館長からご答弁い

ただきました。平成２３年度につきまし

ては、学びの段階なんだよというお話だっ

たのかなと思います。あわせて、今現在

も本当に市民の皆さんが求めているテー

マが何なのか、ということを探っていき

たいというお話であったというように思

うんですけれども、当然それはあるんで

すけれども、やはり市として市民活動と

いったものに何を期待するのか、まずそ

こがなければだめなのかなと思ってるん

です。つまり、協働のあるまちづくりと

言いますけれども、その形が一体何を目

指しているのか、そのときに支部の皆さ

んだったり市民団体にどのような役割を

担っていただくのか、その方向性がしっ

かりと明確になっていった上で、市民の

皆さんがどういったテーマを探ってるの

かということをいうんであればよくわか

るんですけれども、まずはこちらからの

明確なビジョンがあるのかなというのが、

ちょっと今の答弁をお聞きしてますとよ

く見えてこない。そこら辺のことをぜひ

この際お聞かせいただければなと思いま

すのでよろしくお願いします。

　コミュニティソーシャルワーク事業で

ございます。これも館長からお答えいた

だいたんですけれども、これは役員改選

前の委員会でありますけれども、部長も

行かれましたけれども、埼玉県の行田市

に視察に行かせていただきました。私は

あれが大変に大きな参考になるんじゃな

いかなと思ってるんですね。どういうこ

とかといいますと、そのワーカーの方に、

それぞれの地域事情に即した情報を集め

てくるような、会議体の中心になってい

ただきたいなと私は思ってるんですよ。

その際に、視察に行って皆さんお思いだ

と思うんですけれども、非常に大きな参

考となるのは、例えばそういう金融機関

の方であるとか、あるいはその新聞の配

達員であるとか、いろんな方からいろん

な情報を持ってきていただくことによっ

て、自分たちが持ってる以外の、こんな
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情報があったんだと、あそこに住まれて

る方はこういう状況なんだねといったこ

とをよくわかるような、そういったマッ

プづくりもされておられて、それを定期

的に更新をされておられるわけですよね。

その中心に、私はワーカーの方が立つべ

きじゃないのかなと思ってるんですね。

ですので、ネットワークをつくるという

意味で、２３年度の実績がどうだったの

か、今後の方向性ということについてお

聞かせいただいたんですけれども、ぜひ

部長ですね、視察も踏まえてネットワー

クづくりですよね、ということについて

どうお思いなのか、その中でいわゆるこ

のワーカーの方がどういった役割を期待

されているとお考えなのか、ぜひこの点

をお聞かせいただきたいなと思っており

ます。

　緊急通報装置設置事業でございます。

平成２３年度は２２０件の利用というお

話がございました。私は、この事業は先

ほど課長がおっしゃられたライフサポー

ター事業でありますとか、あるいは愛の

一声訪問でありますとかと違うところは、

もし何かあったときに、速やかに救急救

命というところにつなげるというところ

にかかってるんだろうなと思ってます。

これは緊急通報装置を渡していただくと

いうことで、一つの安心感にもなるでしょ

うし、それプラス本当の意味での効果が

生まれる事業だろうなと思っております

ので、これはしっかりと力強く進めてい

ただきたいなということで、要望とさせ

ていただきたいと思っております。

　障害者相談事業でございます。今まで

府が実施していたものであって、権限移

譲によってすごい勘違いと申しますか不

ぐあいがあって、支給がされなかったと

いうことになりまして、これは仕方ない

なということは言えないのかもしれませ

んけれども、ある一定、理解はできてお

ります。ただ、当該者の方の理解は得て

おられるのか、この点お聞きしたいと思っ

ておりますし、報酬が払えなかったとい

うことについても理解されておられるの

か、お聞かせいただきたいなと思ってお

ります。

　ケースワーカーの点でございますが、

本年度の１０月時点で一人当たりが１０

３世帯を持っておられるというお話でし

たよね。これは、配置基準から見て妥当

であるのか一点ちょっとお聞かせいただ

きたいなと思いますし、本当にいろいろ

と現場ではご苦労されておられるんだな

ということが、ご答弁をお聞かせいただ

いてよく伝わってまいりました。

　今、生活保護はいろんな問題がありま

して、一つは不正受給の問題があるんだ

ろうなと思います。ただ、それだけでは

なくて、やはり本当に必要な方にはしっ

かりと適応していった中で、しかし生活

保護というのが最後の手段なんですよと。

そして、これがずっと続くもんじゃない

と、要はぜひ就労していただきたいんだ

ということで、就労へ向けた取り組みと

いったものが要るんだろうなと思ってる

んです。そうなったときに、非常勤で２

名の方に、就労の支援についてもいろい

ろとご尽力いただいておるというお話を

含めて、やはり私は決まったケースワー

カーが、人間関係がしっかりできたケー

スワーカーがやっていくからこそ意味が

あるんではないのかなと思うんですよ。

となっていくと私は一つしかないと。ケー

スワーカーの数をふやして、一人当たり

の世帯数を減らしていって、本当に必要

な助言をしていくということにかかって

るんじゃないかなと思っておりますけれ

ども、これは担当課長では難しいところ

があるのかなと思っておりますので、ぜ
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ひ責任のある方にその点について、方向

性についてお聞かせいただければなと思っ

ておりますのでよろしくお願いします。

　環境基金のことについてでございます。

市営住宅の太陽光発電に使っていったり

とか、あるいは道路の照明のＬＥＤ化に

使っていったりということで、よくわか

りましたし、今後広く市民に利用してい

ただくという観点から使っていきたいと

いうお話でございましたので、ぜひこれ

は環境自販機の台数もふやしていく工夫

もしていただきながら、本当に広く市民

の方に使っていただけるようなことで、

よろしくお願いし、要望とします。

　エコアクション２１の件についてであ

ります。平成２３年度は１社が取得とい

うお話でございました。お話を聞いてお

りますと、商工会と連携をして広めてい

きたいということでありまして、やはり

それはその方法でぜひお願いしたいなと

いうように思ってるんです。私はやはり

それにプラスして、これを広めていこう

となると相当の工夫が要るんだろうなと

思ってるんです。これは、民生だけの話

でとどまらないかもしれませんけれども、

私はかつて一般質問でこのような質問を

させていただきまして、市の公共の事業

の入札の条件に、その企業、事業所がど

のようなＣＳ活動をしたのかということ

を、勘案すべきじゃないのかというお話

をさせていただきました。ということで、

例えば市の公共事業なんかで入札する場

合に、その企業がエコアクション２１を

とってるのかどうか、そのような観点も

いるんじゃないのかな、そういったこと

も総合的に絡めていって初めて、私はエ

コアクション２１という取り組みが広がっ

ていくんだろうなと思っておりますので、

これは担当課だけではしんどいところが

あると思いますので、ぜひこれを広めて

いくためにどういった連携が必要である

のか、また考えていただきまして要望と

しておきます。

　市民農園の点についてでございます。

公民館のサークル活動でできないかとい

うお話で、私はそれでぜひお願いいした

いなと思ってるんですね。私、このこと

をずっと考えていったときに、例えば個

人で市民農園を使わせていただきたいな、

でも自分が住んでる自治会は市民農園の

貸し出しにも該当していないし、なかな

かその団体にも縁がないといったときに、

この方のその思いというのは、どうやっ

て生かされていくのかなという単純な発

想だったんです。それならば公民館だっ

たりとか、あるいは市が先導してグルー

プ化を手がけていくと、そこに入ってい

ただくと結果として団体貸しになります

けれども、その方ニーズといった場合に

満たされていくわけですよね。ですので、

今回は一つの事例ということで検討段階

ということでお話しいただきましたけれ

ども、ぜひグループ化ということで、一

人でも多くの方が希望すればその市民農

園に携われるような取り組みとして構築

していただきたいなということでお願い

したいと思っております。

　消費生活相談事業なんですけれども、

消費生活だけではないんですけれどね、

今の犯罪の状況を見ておりますと、大変

に心配だなと思うわけなんですよ。鳥飼

北小学校区の防犯集会のときにも私お話

しさせていただいたんですけれども、イ

ンターネットの犯罪の中で、自分が犯罪

を脅迫というんでしょうか、予告してな

いのに誰かが自分のパソコンに不正アク

セスをされて、そこから脅迫めいた文章

が送られるということで、本当に恐ろし

いなということも感じたわけなんですよ。

絶対、そこら辺は消費生活というところ
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とも密接に関係してると思ってますんで、

とにかくいろんな情報をまず集めていた

だいて、本当に市民の皆さんが消費生活

という点でもそうですし、犯罪に遭わな

い、また加害者にもならないという視点

で、いろいろとまた工夫をされて情報を

発信していただきますようによろしくお

願いしたいと思います。

　給食残渣の堆肥化の問題でございます。

私は、恐らく三、四年前に初めてこの委

員会の決算の中で取り上げさせていただ

いたと思うんですね。そのきっかけとい

うのは実は小学校での給食試食会だった

んですけれども、子どもたちが全く食べ

てないパンそのものを、もう残渣といい

ますか残しているということがありまし

て、昔はパンって持って帰ってたやろう

と、何で捨てるねんという話から進んで

るんですよ。実際に子どもたちに聞いて

みますと、自分に割り当てられた給食が

ありますよね、それも時間になったら全

部もう残しなさいと言われるそうなんで

すね。そうじゃなくて、やはりクラスに

割り当てられた給食といったものはクラ

スで全部食べてしまいましょうと、そう

いった方向にしていけば私は恐らく残渣

の量が相当減るんだろうなと思ってまし

て、これは学校現場との連携なしでは済

まない話でありますので、ぜひ私はそう

いう方向で環境といたしましても教育委

員会に働きかけていただきたいなと。そ

のことによって必ず食べ残しはなくなる

という状況にしていかないと、摂津市の

根本となる人間基礎教育の観点からして

も私はふさわしくないと思ってますんで、

ぜひこれはいろいろと学校現場と密にお

願いしていきながら、実現に向けて引き

続き頑張っていただきたいなと思ってお

りますので、よろしくお願いします。

　市民課の窓口の点につきましてご答弁

いただきました。時間についてはデータ

がないというお話なんですけれども、ぜ

ひこれは実際に民間にお願いをしていく

ときには、やはりそういった時間が、私

はデータを求められるんちゃうかなと思っ

てます。じゃないと本当に詳細な職員の

配置なんかできないんじゃないかなと思っ

ておりますので、これはちょっと可能か

どうかわかりませんけれど、ぜひそれを

やっていただきまして、本当に市民の皆

さんが満足していただけるという前提の

下で、費用対効果をしっかりとれるよう

な方策を見出していただきたいなという

ことでお願いしたいと思っております。

　感染症の予防の話なんですけれども、

これは、私が実際に聞いた話なので、も

し違っていたら直していただきたいんで

すけれども、昔よく３種混合のワクチン

といったものが接種されていましたよね。

それが今はどうもふえてるらしいですね、

３種やなしに４種、５種という形で。と

なると、素朴な疑問として、その方が病

院の先生に聞かれたそうなんですよ。も

しそれで何か副反応が起きたら一体どれ

で起きたかわかるんですかと聞いたら、

わかりませんと言われたと。こんなんで

ええのという話なんですよ。そういう不

安な声って私はあると思うんですよね。

本当にそういった方向に行くということ

が、子どもたちの健康という点について

も、またご家庭で安心という点について

も妥当なものなのかということについて

は、私はよくよく考えていかなあかんの

とちゃうかなと思っておりますので、ぜ

ひいろんな声を聞いていただいて、これ

は本当に子どもの安心、さっき申し上げ

ましたけれども子どもの健康と家庭が安

心という視点から、どういった方法がい

いのかぜひ考えていただきたいなと、こ

の点は要望としておきます。
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　最後の健康診断なんですけれども、こ

れについては非常に重い話をさせていた

だこうかなと思ってるんですね。これも

実際に私が聞いた話でございましてちゃ

んとメモってきたんですけれども、ある

子どもが実際に総合病院の眼科に行って

診断していただいた。その結果弱視です

と。しかも、ひょっとするとこのまま進

行していくと、進行といいますか、恐ら

くこれ以上よくなることはないでしょう

と。ひょっとすると失明ということもあ

りますよという話をされたというわけな

んですよ。その子が、じゃあ３歳半健診

ではどうやったんやという話に戻るんで

すけれども、３歳半健診というのはまず

歯科と内科を診ていただいて、その次に

問診に入るんですよね。希望者は、例え

ば眼科と耳鼻科についてはチェック表を

もらえると。それで家に帰ってご家庭で

判断するらしいんですよ、と聞きました。

違ったらまた直してくださいね。そうな

ので、親の心理としては自分の子どもが

物が見えてないとかって思いたくないわ

けですよ。そしたら、そういうこともあ

るので、いわゆる見て欲しいという気持

ちはなかなか出せないでいるという状況

がある。そのことによって、早期の発見

という点につながらずに結局治療ができ

ず、気づいたときにはもう手おくれになっ

ていたという例があるということをお聞

きいたしました。

　別の例では、たまたま子どもが、私、

見えないと言ったから、実際に総合病院

に連れていって詳しく診ていただいたら、

弱視ですと。しっかりと今治療したら治

る可能性はありますよと。このままほうっ

といたら間違いなくこの子は見えなくなっ

ていきますという話をされたから、そこ

で矯正用眼鏡をかけて何とか今はちゃん

と戻ってるようです。そういったことも

できるんだけれども、本当にその３歳半

健診の眼科の健診で早期発見につながっ

ているのか、というところを疑問に思わ

れてるという声も実際お聞きしてるんで、

そこら辺についてお聞きしたいなと思っ

ております。

　この点については具体的な例を出させ

ていただきましたけれども、ちょっとそ

の流れについてお聞かせいただければと

思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

○森内一蔵委員長　暫時休憩します。

（午後０時１分　休憩）

（午後１時　　　再開）

○森内一蔵委員長　それでは、休憩前に

引き続き再開をいたします。

　答弁を求めます。

　門川課長。

○門川自治振興課長　２回目の答弁をさ

せていただきます。

　平成２３年度の利用台数は、合計で１

万９，１８０台。平成２２年度が２万４，

０７９台ということで、平成２３年度、

５，０００台ほど利用は減っております。

これは周辺等の駐車場へとめられたケー

スと、あと利用が有料になったことによ

り自転車、徒歩等にされたものと考えて

おります。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、障害福

祉課に係ります２回目の答弁をさせてい

ただきます。

　障害者相談員の報酬に関しましては、

平成２３年度、各相談員の方に業務をし

ていただいておりますので、平成２４年

度に入りまして報告書をいただきまして、

報酬はお支払いさせていただいている状

況でございます。

　各相談員に関しましては、特に今後こ

のようなことがないようなお話もさせて
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いただき、日ごろ接している関係団体の

方々でございますので、十分に趣旨ご理

解いただけたかなと思っております。

○森内一蔵委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　市民活動支援

と協働の考え方ということの２回目の回

答を申し上げます。

　平成２３年度から第４次総合計画で目

指す将来像が「『みんなが育むつながり

のまち摂津』を実現するため、協働によっ

て進めてまいります」とまずあります。

そのため協働指針を策定することが示さ

れておりまして、平成２３年度協働のま

ちづくりワークショップを開催、そして

引き続き協働のまちづくり推進会議で指

針の策定の提言を平成２３年度に受けて

おります。その提言を受けまして、平成

２４年度パブリックコメントを経て、先

日、指針が策定され、広報にも掲載され

ているのが現在の状況でございます。

　市民活動支援課では一連の作業にかか

わっておりまして、引き続き団体への財

政的な支援制度、そういったガイドライ

ンの策定に向け、現在、公益活動推進委

員会を立ち上げ検討をしておるところで

ございます。協働及び市民公益活動推進

には関係各課、全庁的な継続的な取り組

みが必要と考えております。摂津市のま

ちをよりよくしていきたいというみんな

の思いがさまざまな形態、独自の取り組

みで実現してまちの特色、魅力を発展さ

せていけるものと考えております。

○森内一蔵委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　保健福祉課に係り

ます３点について、第２回目の答弁をさ

せていただきます。

　ちびっこ広場の私有地５件の今後の方

策についてということのご質問でござい

ますが、数か月前に返還の申し出があれ

ば返還をするとの契約になっております

ので、返還の申し出があればそういう契

約に基づいてということになるんですけ

れども、引き続き公園での利用を今後も

強くお願いしてまいりますとともに、自

治会、こども会等の声を聞かせていただ

きながら対応してまいりたいと思います。

　予防接種の混合ワクチンについてでご

ざいますが、現在３種混合ワクチンとい

うワクチンは、ジフテリア、破傷風、百

日ぜきのワクチンで、国が認可している

混合ワクチンになっております。

　１１月１日からは、その３種混合にあ

わせまして、ポリオの不活化ワクチンが

入った４種混合がスタートしております。

これも国が認可しておりますワクチンに

なります。あとこれにあわせてロタウイ

ルスとか任意接種の分が同時接種される

場合がございます。

　これらのことが、先ほど言われました、

どれで副反応が起こったのかというご心

配があることかと思いますが、同時接種

につきましては、現在のところ医師の判

断で接種するという形になっております

ので、それは接種しても問題ないという

ことを、国や小児科学会が出している所

見でございますので、市としましては、

状況提供をしながらかかりつけ医とよく

相談をして接種してくださいという指導

や、ご相談を受けているところでござい

ます。

　次に、乳幼児健診の３歳半健診の流れ

についてでございますが、３歳半健診の

案内と同時に、視覚とか聴覚の問診票も

同時に案内を出しています。三つの質問

票、問診票に記入して当日持ってきてい

ただくことになっています。

　健診の当日は受け付けをして集団指導

を行って、歯科健診、計測、小児科の診

察の後に、これまでの流れの結果を保護

者様にお返しさせてもらいまして、この
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時点で視覚とか聴覚の問診票のチェック

をさせていただいて、そこで必要な方は

質問項目の基準がございますので、その

基準に基づいて、視覚検診が必要であれ

ば視覚検診にご案内、聴覚の問診でチェッ

クさせていただいた方には耳鼻科にご案

内という形で流れます。耳鼻科と眼科は

２か月に１回交代になるんですね。４月

が眼科、５月が耳鼻科という形で２か月

に１回の診察になりますので、もし４月

に受けられて耳鼻科のチェックがかかり

ましたらば、翌月においでくださいとい

う形になりますので、そういう理由もあ

るかと思うんですけれども、今の眼科の

検診の受診率が５２％ぐらいでございま

すので、そこは実施する側の課題と思っ

ております。

　それと、平成２３年度におきましては、

眼科で紹介状を出させていただいた件数

が１件ございまして、要経過観察が２７

件ございましたので、２７件の方に関し

ては、４歳時に医療機関の眼科に受診い

ただくよう、ご案内をさせていただいて

いるという状況でございます。

○森内一蔵委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活保護ケースワー

カーの持ち数についてお答えいたします。

　社会福祉法で定める法定数は８０世帯

となっており、現在、本市におきまして

は平成２０年度後半からの急激な保護世

帯の増加で、補充が追いついていない状

況になっております。この状況は、本市

のみならず全国的な状況で、北摂地域の

福祉事務所の一人当たりの平均持ち数に

つきましては、ことし４月１日の段階で

１０２世帯となっております。

　また、委員ご指摘のとおり、ケースワー

ク業務は信頼関係が基本となりますので、

就労支援に当たりましても担当ケースワー

カー、支援員、それと査察指導員が連携

をとりながら一方通行にならないような

対応に努めております。

○森内一蔵委員長　福永部長。

○福永保健福祉部長　では、ＣＳＷのこ

とについてご答弁させていただきます。

　ＣＳＷ業務といたしましては、赤ちゃ

んからお年寄りまでの全ての年代の方の

ご相談を受けるということ、それから制

度のはざまにある方の支援を構築してい

くということ、それから地域のネットワー

クづくり、この三つが大きな仕事である

と認識いたしております。

　平成２３年度の主な活動といたしまし

ては、地域の民生児童委員協議会への参

加、それから地域状況をお伺いしたり、

各小学校区のリハサロンやサロンでの相

談受け付け、福祉活動拠点へ出向いての

相談受け付け等々の活動をいたしている

ところでございます。

　現状としましては、地域の皆様のご相

談を受けて、個別での相談を受けるとい

う業務もしておりますが、そういう地域

で福祉委員や民生・児童委員等と市民の

方のご相談を受けていただいている方に、

ＣＳＷの存在をしっかりと認識していた

だいてという活動を主に展開しておりま

す。委員ご指摘のように、本当に地域の

方たちの相談を受けながら新たな制度を

つくり上げたり、それから庁内の各課と

の連携を深めての地域づくりを展開した

りというところが今後の課題であると考

えておりますので、それらのことを今後

しっかりと展開してまいれたらと考えて

いる次第です。

　それから、先ほど東澗課長も答えてく

れましたが、法定の受け持ち世帯数との

乖離は現状としてございます。今後につ

きまして、やはり人事担当とも相談しな

がら前向きの検討をしていけたらと思っ

ているところです。
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○森内一蔵委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　２回目、ご答弁いた

だきましてありがとうございます。

　駐車場の件につきましては理解できま

した。トータルとしては減っとるんです

ね、平成２３年度。やはりそこは減免制

度の見直しだったりとか、確かにいろん

なところで駐車場ふえたという影響もあ

るのかなと思っております。

　私、心配しておったのは、そのコミュ

ニティプラザを多くの方がご利用されて、

実際にコミュニティプラザの駐車場は使

いにくいじゃないですか。こんなんいう

て申しわけないけれど。非常に時間がか

かったりして、簡便性が決していいとは

いえないという状況の中で、やむを得ず

ほかのところにとめておられて、ほかも

その結果ふえているんであれば、これは

ちょっと考えていかないかんのかなとい

うように思っておりましたけれども、違

うような状況でございますので、この件

につきましては理解ができましたけれど

も、コミュニティプラザのその駐車場の

問題であるとか、これからどうできるか

わかりませんけれども、引き続きの課題

なのかなと思っておりますので、なかな

か今私も妙案は当然持っておりませんけ

れども、ぜひこれからいろんなアンテナ

を張っていただいてご検討いただきます

よう、よろしくお願いをできればなと思っ

ております。

　それと、ちびっこ広場の件なんですけ

れども、５か所としての取り扱いという

ことで、引き続きお願いしていくという

ことで、多分大きな変化がなければこの

まま貸していただけるのかなということ

は思うんですよ。でも香露園の例を見て

みると、土地をお持ちの方が返してくれ

という意志を示されたということもお聞

きをしております。そうなることも当然

あり得るわけで、そうなったときに、引

き続き、やはり私はちびっこ広場として

確保していくべきなんだろうなと、その

場所にもよるんでしょうけれどもね。そ

の５か所というのが私はどこかというこ

と正直わかりませんし、それぞれの状況

といったことについてわかった上での質

問ではありませんけれど、一般論として、

やはり今のちびっこ広場というのは要る

だろうなと思っておりますので、そこの

土地の名義が違う方であれば、やはりそ

こについては一定、話をしていく中で解

決していくということもあるのかなと思っ

ておりますので、ぜひそうしていただき

たいと。その５か所について全てが今必

要とされているのかということについて

も、今一度ご検討いただいて、私は方向

性を示していくべきでないのかなと思っ

ておりますので、どうかよろしくお願い

したいと思っております。

　市民活動支援事業ということで、２回

目答弁をいただきました。私も議長とい

う立場でお話をさせていただく中で、や

はり協働のまちづくりといったことにつ

きまして、よくフレーズとして使わせて

いただきました。そのときに、私なりの

協働のまちづくりといったことの理解を

申し上げてきたんですけれども、正直、

それ本当に正しかったのかなということ

については、これからこの協働のまちづ

くりの進展具合を見てからしか判断でき

ないのかなと、自分自身でも思っている

ところでございます。

　これについては、大変に大きな方向の

変換といいませんけれども、大きな柱に

なってくるんだろうなと思っておりまし

て、そういった大きな中で、そうしたら

市民活動というのをどう位置づけて、そ

こに対してどのような活性化ができるの

かということについては、やはり課長の
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大変大きな担いなのかなと思っておりま

すので、引き続きいろいろと、先進事例

もあることだと思いますので、本当にこ

れもアンテナを高く張っていただいて、

ご検討いただきますようによろしくお願

いをできればなと思っております。

　それと、コミュニティソーシャールワー

ク事業なんですけれども、やはりこの間

の行田市の視察というのは大変参考になっ

たなと私も思っておりまして、参加させ

ていただいた皆さんが同じような思いを

私は抱いているんじゃないかなと思って

いるんですね。あのときのその制度がう

まく機能していたのには、私は二つの理

由があると思っているんですよ。

　一つは、福祉の総合窓口があったとい

うことなんだろうなと。つまり、市民の

方からしたら、このような悩みを抱えて

いるからここへ相談したらいいんだよね、

ということをダイレクトに理解できるか

といったら、そうではないと思うんです。

いろいろ複数の課にまたがることもある

でしょうし、やはりそういったこと一元

的に受け付けていく、私は総合窓口といっ

たものが行田市であったということは非

常に大きいのかなと思っておりまして、

まさにその点は今後の課題としてお願い

をしたいなと。

　もう一つは、非常に高い自治会への加

入率といったのがあるんじゃないかなと

いうように思っています。そこは摂津市、

今非常に低い状況でありますし、これか

らさらに低下をしていくといったことも

考えられるわけで、そうなったときに、

やはりいかに多くの情報を集めてくるの

かというのは、非常に大きな作業だろう

なと思うんですね。そうなったときに、

例えば市の職員の方であるとか、あるい

は今、自治会で中心となってご活躍をし

ていただいている方だけで、私は全ての

情報が賄えるとは思えないわけなんです

よ。やはりいろいろな情報が要るんだろ

うなと。先ほど申し上げましたように、

新聞の配達員であったりとか、あるいは

金融機関の方であったりとか、自治会と

か、いわゆる市民活動とまた違ったとこ

ろでの接点を持っておられる方、ぜひそ

ういった方にもどんどんとネットワーク

づくりに入っていただいて、総合的にそ

れぞれの地域把握ができていけるような、

そういうシステムをぜひこれつくってい

ただきたいなと。その中でそれぞれの方

がどういった役割を果たしていかれるの

か、そこもしっかりと明確にしていくと

いうことが大事なのかなというように思っ

ておりますので、こういう点につきまし

ては、どうかよろしくお願いしたいと思っ

ております。

　続きまして、生活保護の問題でござい

まして、基準としては８０世帯を一人が

見るということになっているということ

で、そういう点からすると多いわけです

よね。北摂の平均とほぼ同じということ

で、もう全国的に生活保護がふえている

といったことは、こういったところから

も伺えるのかなというように思っており

ますけれども、やはりこの問題を考えて

いくときに、当然そのケースワーカーの

問題ということだけではなしにして、摂

津市全体の人員計画ということにも係っ

てくるのかなというように思っておりま

す。そういった中から、本当にこの業務

には一体何人の人員が要るのかというこ

とを割り出していって、そこで計画を立

てていくということになるんだろうなと

いうように思っております。ここは民生

の所管でありますので、余りそこに踏み

込んだお話はできないのかなというよう

には思っておりますけれどもね。せっか

く副市長がおられますので、一つ申し上
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げておきたいのは、今までは技術職につ

きましては退職不補充という方針をとっ

てこられました。事務職につきましては

６割不補充でしたかね、６割補充という

方向で来ていたと思うんです。当初はそ

の計画でよかったんだろうなと思うんで

すけれども、しかしその数字といったも

のは、この事業にはこんだけの人員要る

よねといった、積み重ねていったボトム

アップの数字じゃないと思うんですよ。

いよいよそういったところが求められて

くるときになっているのかなというよう

に思っております。その中の一つとして

この生活保護の問題、ケースワーカーの

問題といったものがあるのかな。そういっ

た視点からこの問題についての方向性と

いったものは、部長から検討していくと

いうお話があったわけなんですけれども、

そういうことでやっていくべきじゃない

のかなと思っておりますので、もしきょ

うお答えできるとこがあればお聞かせい

ただければなと思いますので、よろしく

お願いを申し上げます。

　それから、感染症の予防のお話で、予

防接種のことにつきまして詳しくご説明

をいただきました。やはりご家庭の方か

らしたら、やっぱり不安に思うところも

ある訳でございまして、そこの不安をな

くしていくということは、大変に大きな

皆さんのお仕事なのかなというように思っ

ております。

　また、医師の判断でというお話があっ

たわけなんですけれども、そうなってく

ると、やはりますます家庭の方からした

ら、じゃあ正しい情報教えてよという要

望があるんだろうなというように思って

おりますので、本当に懇切丁寧にご説明

をいただいて、少しでも不安を和らげて

いただくように、よろしくお願いができ

たらなと思っております。

　最後に、乳幼児の３か月半の健診のお

話でございますけれども、今の答弁をお

聞きしていると、視覚や聴覚に関しては、

まず受ける前に自分たちで問診票書いて、

それを提出をするわけですよね。そのと

きに、例えば本当はもし視覚にちょっと

問題があったとしても、そのときに何も

書いていなければスッと通っていくわけ

ですよね。そこに私は大きな問題あるの

かなというように思っているんです。

　先ほど申し上げた例なんですけれども、

その方のお話を聞いていると、もっと早

く総合的な、専門的な医者に診てもらっ

ていれば、こういうことにならんかった

ん違うかなということを、恐らくこれ一

生悔いていかれるんじゃないかなという

ように思うんですよ。こういったケース

はもう私、見たくないと、ぜひなくして

いっていただきたいというように思うん

です。どういうことかといいますと、要

は専門的に、特に眼科なんかにかかって

いただけるような、そういったクーポン

券みたいなものを配布できないかなと。

そうすることによって、とにかく診てい

ただくと。ご家庭で問題があると気づく

か気づかれる前にそういったことをして

いただくと、私は早期発見ということに

つながっていくのかなというように思う

んですよ。当然、予算が伴うことであり

ますので、もうすぐにやりますとは言え

ないということはよくわかっているんで

すけれども、例えば子どもたちが小学校

に入る前に健康診断を受けますよね。あ

の健康診断は本当に要るのかなという話

も一方で聞いたりするんですね。つまり、

ほとんどの子どもたちは幼稚園や保育所、

保育園に通っていますよね。そこで健康

診断等を受けていますよね。そこである

程度の情報というのはわかっているんだ

ろうなと思うんです。そこと学校がうま
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く連携ができておれば、改めて学校に出

向いて健康診断を受けるという必要もな

いのかなと。幼稚園とか保育所、保育園

に通っていない子どもは別ですよ。そう

いったところはやはり何らかの形で受け

ていただいて、またこれはいろんな意味

もあると思うんですよね。虐待の発見で

あるとか、そういうこともあると思うん

で、そのことの意味はよくわかりますけ

れども、しかし、今、幼稚園とか保育所、

保育園に通っている皆さんというのは、

そこで必ずカバーできているはずですか

ら、そういったところを一回精査をして

いただいて、本当にこれから子どもたち

の健康ということでどういったことがで

きるのか、ぜひこれはしっかりと検討し

ていただきたいなというように思ってお

ります。これは非常に大きな問題だなと

思っておりますので、きょうは一たん、

この問題については終わりますけれども、

引き続きいろいろな形でこれから問いか

けていきたいと思っておりますので、ど

うかよろしくお願いしたいと思っており

ます。

○森内一蔵委員長　そうしたら、副市長

よろしいですか。

　小野副市長。

○小野副市長　福祉部門の決算でござい

ますが、副市長として見ておりますのは、

人件費そのもので見ていきますと、確か

に今、嶋野委員言われたように、現業職

は退職不補充、一般行政職は６割補充と。

人件費の一番大きかった年度というのは

平成１１年度だと見ておりまして、その

ときで約８４億円でした。この平成２３

年度決算で普通会計で約５６億円でござ

いますから、確かにそのほかに物件費は

多くなっております。このことによって

扶助費なんかの伸びを相当吸収したとい

うことは、これ間違いございません。

　ただ、嶋野委員が言われているように、

平成２４年４月時点で、週５日勤務の正

職が６５０名ぐらいおったと思いますが、

この１０月にお示しした中期財政見通し

では平成３０年、６１０名ぐらいまで持っ

ていっていると思います。なおかつ４０

名減という形になっているというように

思います。

　それで、私として見ておりますのは、

技能労務職につくこの退職不補充につい

ては維持をしていくと。これは近隣各市

から見て、技能労務職は摂津市はまだ多

いと。これ間違いなく多いというように

思っております。ただ、一般行政職は、

この近隣各市よりも若干少ないと、おお

むねそう見てまいりました。この状況は

まだ変わらないと思っています。

　それで、今後におきまして、例えば１

８年後には単身の高齢者、今現在６５歳

以上の高齢者が１，９００万世帯と言わ

れていますが、１８年後には全世帯の４

割までが単身世帯になるだろうと言われ

ております。これ間違いなくそうなると。

そうしますと、やはり行政の中身も相当

変わってくるんだろうと思っております。

　それから、もう一つは過日の東日本大

震災で言われたのは、老朽化の問題、技

術職の問題、どうしていくんだ、工事検

査室の問題どうしていくんだと。それか

ら、権限移譲の問題が出てまいっており

ますから、この辺は今、嶋野委員言われ

たように、基本的にはこういう予測を見

ながら、摂津市としての特性もあるわけ

でございますから、各部門の積み上げを

一度しないと、今まではこれでよかった

と私も思っております。今後の議会との

議論は、多分この課には週５日勤務の正

職がどれだけ要るんだと。そこに行政パー

トナーがどれぐらいの比率なのか、この

業務の委託にどうするかということをきっ
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ちりやはり積み上げていって、その結果

において中期財政計画の例えば来年に出

す、平成３１年までの計画にはそういう

ことを言えるようにしなければ、ちょっ

と議会との議論、また組合との議論につ

いても非常にファジーになるというよう

に私も感じておりまして、今言われたこ

とにつきましては、これから予測もでき

るわけでございますから、その辺の、も

う一つ気になっておる、いつも言ってい

ます平成１７年国調と平成２２年国調で、

摂津市が北摂の７市の中で１市のみが人

口減と。確か茨木市が７，０００人伸び

たと思います。摂津市が１，３００人減

りました。こういうことも見ながら、やっ

ぱり入れるところにはきっちり入れると。

辛抱するところは辛抱すると。そういう

ことをきちっと、やはりもう一度市長の

方針に基づくものと、これからの摂津市

の有り様の部分と、この辺、やはり一度

具体的に各所管に指示をいたしまして精

査をし、一定の時期にはもう少し具体的

な中身をお示しできるようにしてまいり

たいと考えております。

○前野保健福祉課長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　もうこれで最後にさ

せていただきたいと思います。

　副市長からご答弁いただきまして、今

回の第４次の総合計画の大きな特徴とい

うのは、計画期間が１０年であるという

ことなんだろうと思うんです。この基本

構想の話について、特別委員会の中で議

論するときにも、そういったお話になり

ました。そのときも、今の時代の変化を

見ていくと大変に早いと。もう１０年、

２０年先のことなんていうのは本当にわ

からないんだというお話をされておられ

たこと、よく覚えています。

　今の副市長の答弁を聞いておりまして

も、これからの摂津市の状況を考えたと

きに、行政のあり方というものが、本当

に変わっていくだろうなと、それはよく

わかります。ただ、その中でも、大事な

のは本当にその業務にどれだけの人員が

要るんだと。本当にその業務を行政単独

でやっていくのか。そういうところの仕

分けなんだろうなというように思ってお

りまして、ぜひそういった視点を持ちな

がら、職員全体の体制といったことにつ

いても構築をしていただきたいなと思っ

ておりますし、このケースワーカーの問

題についても、やはりそういった視点を

持ちながらぜひやっていただきたいなと

いうことを、最後要望として申し上げた

いと思います。

　それと、先ほどの障害者の相談事業の

ことで、内容につきましてはよくわかり

ました。今いろいろな事業が権限移譲で

基礎自治体におりてきていますよね。本

来のおり方と違うと思うんですよね。本

来は、いろいろと市民の方と接している

中で、本来ならここまで権限を与えてい

ただいて、できればより効果的なフォロー

ができるんだろうなと。でも、そこにつ

いては、国であったりとか、あるいは都

道府県が持っているからできないんだけ

れど、何とかここくれよというのが、本

来求められていた権限移譲だと。しかし

現状は、なかなかそうはいってないと思

うんですよ。そこで、結局、事業ばっか

りふえていくという現状があるのかなと

いうように思っておりますけれども、た

だ、やはり信頼関係を構築していくとい

うのが行政の基本になるんだろうなと思

うんで、ぜひこれからもいろいろと大変

でしょうけれども、正確にやっていただ

くように要望させていただきまして、私

の質問を終わらせていただきます。

○森内一蔵委員長　続いて、質疑のある

方。
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　弘委員。

○弘豊委員　それでは、私からも幾つか

質問をさせていただきたいと思います。

　項目がちょっと多岐にわたりますので、

できるだけ所管別に、決算概要をそれぞ

れ使って拾い出しはしているんですけれ

ども、前後することもありますけれども、

よろしくお願いしたいと思います。

　決算概要の９４ページ、市民ルームフォ

ルテ管理委託事業についてであります。

これは、前年と比べましたら４８７万２，

３０１円ですから、およそ１，２００万

円減額という形になって、予算のときに

も私質問させていただきました。フォル

テの２階の会議室が二部屋減ることで、

そのことによって都市開発株式会社に対

する委託ということは、大幅に減るとい

うことになるんですけれども、その後１

年間こういう経過あって、その都市開発

株式会社の状況とか、どのような形で影

響が出ているのか、そうしたことがわか

れば教えていただきたいと思います。

　同じページになりますが、文化ホール

管理事業で、修繕料です。２，７９７万

２，６５０円と、これ執行された金額な

んですけれども、残額不用額で６７７万

円あまりが出ていますが、この文化ホー

ルの外壁塗装にかかわっての事業ですけ

れども、この残額の分と、また修繕の全

体ですね、外壁はきれいになりましたし、

また前面というところも舗装なんかもさ

れている部分あると思います。あれはま

たちょっとまた別になるのか、ちょっと

その辺の関連も含めてお聞きしておきた

いと思います。

　市民活動支援課にかかわる部分なんで

すけれども、概要の６０ページでコミュ

ニティプラザ管理運営事業で、また修繕

料になりますが、２５７万１，９１２円

と挙がっております。コミュニティプラ

ザは、まだオープンして間もないわけで

すけれども、この２５７万円といったら

結構大きな額で修繕がされていると。こ

の中身についてお伺いしておきたいと思

います。

　決算概要の６２ページ、OA機器管理

事業の中で、公共施設予約案内システム

ですね。これについては、コミュニティ

プラザが当初やり始めて、それからほか

の自治振興課にかかわる施設にも拡大を

してやられています。教育委員会の文化

スポーツ課にもかかわっている部分もあ

りますけれども、この公共施設の予約案

内システムが利用されて、また拡大もさ

れて、利便性も確かに上がっているとい

うことも聞く一方で、なかなかそのシス

テムの使い勝手といいますか、窓口に実

際に行って申し込みする際になかなか具

合が悪いと。また、窓口の対応によって

はスムーズに受け付けができないという

こともお聞きしております。その辺の状

況について、今担当課で把握している面、

これは市民活動支援課、また自治振興課

にもかかわるかと思いますけれども、お

答えいただけたらと思います。

　次に、環境政策にかかわる部分でお聞

きしたいと思います。

　決算書の５３ページ、環境基金繰入金

が２，２００万円ありました。この中身

については、先ほどの質問の中でも触れ

られていたかと思いますが、一方で、歳

出で基金の積立金ということで９８１万

９，９６２円ということになっておりま

す。この基金の積み立ての額は、資源ご

みの売却収入でありますとか、環境支援

自販機ということになるわけですけれど

も、その歳入と歳出といいますか、その

基金の中でのやりくりの面で、今後どう

考えていかれるのかという点聞いておき

たいと思います。

－35－



　次に、先ほどの部分ともちょっとかか

わりますけれども、決算書の５９ページ、

資源ごみ売却収入、それからペットボト

ル拠出金、この２点についてです。それ

ぞれ前年と比べると金額がふえているの

かなと思います。昨年の決算の際には、

このペットボトルの拠出金の点なんかで

いいましたら、随分減っているというこ

とをお聞きしていたわけなんですけれど

も、今回は逆にふえていっているという

ことであります。そうした点でのこの間

の状況の変化について教えていただきた

いと思います。

　決算概要の１０４ページ、リサイクル

プラザ整備事業が挙がっております。こ

の平成２３年度は一般廃棄物処理の基本

計画もつくられ、またその中でまたリサ

イクルプラザの整備、今後の構想のこと

もいろいろ検討もされてきているかと思

います。この平成２３年度としては動き

はなかったわけでありますけれども、こ

の決算の委員会の場でありますので、こ

れまでの動きと、また今後の見通しにつ

いて聞かせていただきたいなと思います。

　ごみ収集処理事業にかかわってであり

ますが、民間委託の拡大が平成２３年度

大きくされ、山崎委員の質問の中でもご

答弁ありましたけれども、そこの影響に

ついて先ほども述べられていますが、ご

みの減量について、またその地域の中で

の収集の体制について、委託で入られて

いる地域でありましても、住宅や道路の

事情によっては、市の直営の車で入らな

いといけないというところもあるやに見

受けられるんですけれども、そうした点

で、収集の効率の点で本当によくなって

いるのかというか、この委託の影響がプ

ラスになっているのかということも含め

て聞いておきたいと思います。

　それから、このごみの問題では、この

処理事業の項目の中で手数料の２万４，

０００円でありますとか、ごみ質調査委

託料の６９万８，０００円とか、こうい

うところが未執行になっているんですが、

この執行がなかった経緯、これも改めて

聞いておきたいというのと、それから先

ほどの嶋野委員の質問の中で、生ごみ処

理装置の件で不具合もあったということ

を聞きましたが、このごみ減量対策事業

というのが同じページにありましたが、

生ごみ処理装置の点検委託料も、これも

未執行になっています。この件について

もお聞きしておきたいと思います。

　決算書の５９ページ、市民農園利用料

で２２２万８，７００円ということで、

前年と比べてもふえています。決算概要

の１１０ページ、市民農園設置事業の市

民農園設置委託料で、これも組まれてやっ

ておるわけですけれども、今のその市民

農園の数量というか、キャパといいます

か、そういうなんで市民の方からのニー

ズに、今どの程度対応できているのか。

申し込みの状況と、それから対応できて

いる現状、また今後の見通しについてお

聞きしておきたいと思います。

　決算概要の１１２ページ、中小企業金

融対策事業です。この内訳で保証料補給

金、また利子補給金、それぞれ９７万円、

６２万円、そういった額が計上されてお

りますが、この事業は中小企業の融資を

受けられた業者の方々が完済時、返済を

全部終わられた後に利子の分の２分の１、

保証料の全額、これを市から補助という

ことで、そうした金額が執行されている

と見られるんですけれども、一方で今の

不況の中、随分とやっぱり市内業者の方

も頑張っておられますけれども、この返

済がなかなかままならないという、そう

いうケースもやはりあるのかなという感

じで思うわけなんですけれども、そうし
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た実態について、担当課でつかんでおら

れる部分があれば聞いておきたいと思っ

ております。

　それから、この平成２３年は企業立地

等促進条例、これ決算書の中身には予算

決算のお金の動きはないわけなんですけ

れども、条例がつくられて申請が始まっ

た、そういう年でもありますもんで、や

はりこの取り組みが原課でどう行われて

きたのかということ。

　それと、事業所データベースの維持管

理事業ということで取り組まれている中

で、事業所訪問を随分やられているんで

はないかなと思うんですけれども、そこ

での反応などをあわせてお聞きしたいと

思います。

　商品券発行事業なんですが、このセッ

ピィ商品券、今もちょうど取り組まれて

いる時期であるかと認識しておりますが、

今回の決算の中で交付金の不用額、残額

が９５万３，５００円ということで挙がっ

ております。１００万円にも届きそうな

額、大きいなと思っているんですけれど

も、この残額が、やはり商品券を買った

けれども使わずじまいになってしまって

いるというケースも想像できますし、一

方では、使ったけれども換金せずに業者、

商店の方が被っているということも、も

しかしたらあるのかなということも考え

られるわけで、ここのところをどう見て

おられるか。そういう分析があればお聞

きしたいと思います。

　保健福祉課にかかわる部分でお聞きし

たいと思います。

　決算概要の７４ページ、地域福祉計画

にかかわって、要援護者支援システム構

築委託料、これが４９３万５，０００円

ということで執行されております。この

事業については、取り組む前に委員会の

中でもいろいろと議論もして、またこの

要援護者支援、課題も本当に大きいなと

いうことでもその委員会の中ではなった

かと思うんです。実際に活用していく段

階においては協議会なども開いてみたい

なことも、そういう議論もあったのかな

と認識しているわけなんですけれども、

今のこの状況を、要援護者の支援にかか

わっての対策ということでお聞きしてお

きたいと思います。

　決算概要の８６ページ、助産施設入所

承諾事業が挙がっております。５７５万

５，２６０円。この助産施設のことにか

かわっても、以前はこども育成課が所管

だったのが、今こちらに移っていますが、

以前もこの状況についていろいろと私、

質問させてもらったことがあるんですけ

れども、確か二、三年前、ぐっと多かっ

た時期があったと思うんです。それから

減ってきたのかなと思いきや、件数とし

てもあるんじゃないかと、この決算書の

中からでは見て取れるんですけれども、

その辺りの状況についてお聞かせいただ

きたいのと、それから、これは決算概要

の９８ページの妊婦健康診査事業にもか

かわってなんですが、ここは事務報告書

を見させていただいていたんですけれど

も、受けられている方１，２８５名で、

延べ利用人数が９，７８１名ということ

で報告が挙がっています。大体、一人の

方が平均すると８回ほどこの検査を受け

られているのかなと思うんですが、これ

まで妊婦健康診査事業の、政府でいいま

したら無料化ということが持ち上げられ

て、市でも１４回分の補助ということで

今制度は組まれているわけなんですけれ

ども、そこの利用の状況、実態を、ちょっ

とバクっとした質問になりますけれども、

お聞かせいただきたいと思います。

　感染症予防事業の３ワクチンの接種に

ついてなんですが、これはちょっと質問
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といいますよりも、先ほど来議論もされ

ていますから要望だけしておきたいんで

すけれども、ヒブや肺炎球菌のワクチン、

生まれたばかりの赤ちゃんですけれども、

やっぱり受けさせたいんだという方がい

らっしゃったんですが、やっぱり生活が

しんどくてなかなかこの費用負担、１回

につき３，０００円、４，０００円かかっ

ていくということですし、１回の接種で

はやはり効果もないということになりま

したら、費用負担はやはり大きいなと思

います。低所得の世帯に対する軽減とい

うか、減免みたいなことは確かなかった

と思うんですけれども、このワクチン接

種にかかわって、やはり大阪でも南の地

域ではほとんど無料での接種ということ

になっております。北摂地域では今大体、

この間もお話しいただいているように費

用負担があるわけなんですけれども、こ

この差ですね、これをなくしていくこと

ができないのか。ぜひ無料でのそういっ

た予防接種が受けられるように改善がさ

れるようにと、これは要望としておきた

いと思います。

　決算概要の１００ページです。所有者

不明動物死体処理委託料、これも少し山

崎委員から質問がありましたけれども、

これは日曜・祝日でも処理に出ていただ

けるということに、改善がされたという

ことが説明ありましたけれども、この委

託料の予算の額ですね。前年と比べると

およそ倍ぐらいになっているんではない

かと思うんです。

　以前、私が質問させていただきました

が、これ市の処理なども代替補償のそう

いった事業で、これまでペットボトルの

回収に携わっていただいていた業者が、

一たん契約が切れるということでの絡み

があるようにお聞きしたんですけれども、

やっぱりそのときも納得いかないなとい

う形で思っていたんですが、実際にこの

委託料の額と、それから処理にかかわっ

ている件数とか、仕事の量がふえている

のかどうか、そうした実態が１年経過し

てつかんでおられればお聞きしたいと思

います。

　生活支援課にかかわる部分であります。

　今、嶋野委員からも質問されましたよ

うに、やはり今生活保護行政にかかわっ

ては大変ご苦労もされていると認識して

おります。そういった中で、ちょっと気

になりましたのは、行旅死亡人等取扱事

業ですね。決算概要では７６ページにあ

りまして、８万５００円の執行額になっ

ています。広告料等がゼロになっていま

すから、今回いわゆる住所不定で行きず

りのそういった亡くなられた方というの

は、この平成２３年度はいなかったのか

なと思うわけなんですけれども、この手

数料の４万円というのが何なのか。ちょっ

と細かいことで申しわけないんですけれ

ども、それとこの際なんで、遺骨保管委

託料ですね、以前の議事録などを見てい

ましたら、１件当たりが４，５００円と

いうこともその当時は言われていたんで

すけれども、この間の決算書をずっと見

ていましたら毎年同じ額ですから、定額

の契約に切りかわっているのかなという

こと、ちょっと確認のため、この行旅死

亡人等取扱事業の中身についてお聞きし

ておきたいと思います。

　それから、前回の決算のときに、生活

支援課の中で住宅手当や、また就労支援

事業とかいろいろとやられている、補助

金もついて出ているということで、事務

報告書でもわかるようにということを申

し上げまして、今回その部分がふえて記

されているかなと思います。

　ただ、就労支援事業にかかわってのと

ころは、なかなかその事務報告書ではわ
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からないなと思いまして、ぜひこの点、

前年に比べて改善点などがあったのか、

またこういう状況で今推移していますと

かいうことの報告をご答弁の中でいただ

ければと思います。

　決算概要の７６ページ、高齢介護課に

かかわってです。社会福祉法人介護特例

補助事業、これ今回補助金で７万６，０

００円の執行額が挙がっています。これ

までにも何度かお聞きしたんですけれど

も、毎年度未執行といいますか、ここは

制度はあるけれども、この決算上には上

がってこないということになってました。

これ、一定額の補助を社会福祉法人で独

自にされてたようでありましたが、低所

得の方で介護を受けられて、施設の中で

そういったものの補助が、これは結構な

額になってきているのかなと、この項目

で補助金が上がってきているところから

推測されるんですけれども、そこのとこ

ろ、中身を教えていただきたいと思いま

す。

　決算概要の７８ページ、高齢者日常生

活支援事業ということで、これは自立判

定者へのヘルパー派遣、それから介護保

険の利用限度額超過分の短期入所という

ことでこの事業がなされています。この

決算概要見る限りでは６０５万９，８０

１円、そういった額が支払われているの

かなということなんですけれども、一方

で決算書の５８ページ、在宅高齢者日常

生活支援短期入所及びナイトケア利用料

では１２７万１００円、また在宅高齢者

日常生活支援ヘルパー派遣利用では３万

２００円ということで、この利用料の額

と、それからサービスといいますか、事

業にかかっている額と、その辺の関係に

ついてお聞かせいただけないかと思いま

す。

　ひとり暮らし高齢者安全対策事業なん

ですが、独居老人愛の一声訪問事業委託

料ということで、日常品の配達をされる

事業ですね。ささやかでありますけれど

も、きめ細かなサービスということでこ

れまでも続けてやってこられていますが、

今回１８６万２，４０９円、こうした執

行額になっています。この間の経緯を見

ましたら、昨年は２０８万円、一昨年は

２２３万円ということで、年々およそ２

０万円ずつ減っていっている状況です。

先ほど来ひとり暮らし高齢者のことにつ

いても議論がありましたが、ひとり暮ら

し登録をされている高齢者の方はふえて

いますが、一方でこうした利用は減って

いるということ、その対象が狭まってい

るのか、利用の申請がなかなかあがって

こないのか、その辺の状況をお聞かせい

ただきたいと思います。

　高齢者住宅支援事業の高齢者民間賃貸

住宅家賃助成費で、平成２３年度は２，

６６２万５，０００円でした。昨年は２，

８４１万円、一昨年は２，９２５万円と

いうことで、ここでもやはりどんどんと

対象といいますか、金額的に減っていま

すね。そういった点が、ひとり暮らしの

高齢者の全戸訪問とかも事業としては毎

年やっておられて、それで実態把握する

につれ、こういう状況になってくるのは

どう見ていいのかなという、そういうの

もあります。ぜひ、この状況についての

認識をお聞かせください。

　もう一点、高齢介護課にかかわっては、

シルバー人材センターの事業なんですけ

れども、実際中身の詳しいところはその

法人でやっているわけなんですが、今、

定年を迎えて、また高齢期になって収入

がなかなかなくて、生活がままならない

という方がやはりふえてきている中で、

このシルバー人材センターに求められる

いろんなニーズというのも変わってきて

－39－



いるのかなと思っております。仕事の確

保という点で、なかなか登録はしている

けれども仕事が回ってこないという話も

聞きますし、また賃金の点で、大阪府の

最低賃金とかとの絡みでは、この人材セ

ンターの事業をどう見ておられるのか。

こうしたこともこの際ですから聞いてお

きたいと思います。

　最後に、障害福祉課にかかわる部分な

んですが、先ほど来質問もありましたが、

被らない点で、決算概要の８２ページで

す。共同生活介護、共同生活援助事業と

いうことで３２万円の執行額です。グルー

プホーム開設の際の補助ということでこ

れまでもお聞きしているんですけれども、

平成２３年度については、ある意味私も

心痛むような事件もあって、グループホー

ムの利用者の方の自殺ですか、そういう

ことが起こりました。運営の中身につい

て、やはり問題改善されなければならな

いような課題がたくさんあると、後から

出てきてると認識しているんですけれど

も、開設の際の補助ということで市はか

かわってますが、運営についても、やは

り一定、支援にかかわっていくようなそ

ういう体制といいますか、状況がつくれ

ないのか。このグループホーム事業につ

いては、まだまだ高齢化が進み、ニーズ

としては広がってきて、事業所としても

やられるところがふえてくるだろうと思

うんですけれども、その段階でしっかり

と市がかかわっていく必要もあるのかな

と感じてるんですが、そこら辺りでの認

識を聞いておきたいと思います。

○森内一蔵委員長　それでは、答弁求め

ます。

　門川課長。

○門川自治振興課長　それでは、自治振

興課にかかわります弘委員のご質問にご

答弁させていただきます。

　１点目は市民ルームフォルテの件でご

ざいますが、平成２２年度の決算では１，

６７０万円ほどで、平成２３年度決算で

は４９０万円ということで、約１，２０

０万円の開きがあるというご質問でござ

いますが、平成２２年度につきましては、

修繕料でフォルテ３０１・３０３の空調

機器の修繕をしております。フォルテの

管理委託料は、フォルテ２１２・２１３、

３０１と３０３の管理委託料で、約７７

０万円の委託料でございます。２３年度

の修繕料につきましては、フォルテの２

１２・２１３の閉鎖に伴います現状復帰

工事ということで約９０万円を支出して

おります。それと、フォルテの３０１・

３０３の管理委託料、これが約４００万

円ということでそういった差異が出てお

ります。

　それと、こちらは摂津都市開発株式会

社へ委託ですので、会社の内容について

は所管の課ではございませんのでご答弁

はできません。

　２点目の文化ホールの修繕につきまし

ては、昨年６月で補正を組ませていただ

いて、外壁塗装の工事が当初２，５００

万円の予算でございましたが、決算ベー

スでは約２，０００万円ということです。

舞台の吊りもの、制御盤及び照明コント

ロールの修繕、これで約７００万円、１

階の展示室のパネルクロス修繕、これで

約５０万円ということで、外壁塗装の入

札差金、これがかなり大きいかと思いま

す。

　３点目の公共施設予約システムの利用

状況と市民の反応について、これはコミュ

ニティプラザで導入されております公共

施設予約システムを、正雀市民ルーム、

市民ルーム３０１・３０２、それと市民

文化ホールにおいても平成２４年３月１

５日から導入を始めさせてもらいました。
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　それで、利用状況についてでございま

すが、手元の資料で正雀市民ルームの分

につきましては、利用登録が１５７名お

られます。これは、１０月末現在でござ

います。フォルテにつきましては、今、

資料を持ち合わせておりません。申し訳

ございません。

　利用者の声としまして、一番最初にシ

ステムを利用するときの登録手続が、か

なり難しかった等のご意見等が一部には

ございますが、施設の空き状況がわかる

ので予定が立てやすい等々の意見も聞い

ております。あと、利用申請の記入の手

間が省けた、また、申請手続が楽になっ

たなどの意見も多く聞いておりまして、

自治振興課としましてはおおむね好評で

あったと認識いたしております。

○森内一蔵委員長　門川課長、文化ホー

ルの修繕料の外壁と前面の関係を問われ

てます。その分は関係があるんですか。

自転車置き場とか。

○門川自治振興課長　それは、今回の修

繕ではしておりません。こちら前年度の

インターロック等のことをいっていただ

いているんでしょうか。それは、保健セ

ンター等の改修のときにしております。

○森内一蔵委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　弘委員のコミュ

ニティプラザの修繕費に関しまして回答

申し上げます。

　コミュニティプラザは、平成２２年７

月にオープンしておりまして、ちょうど

平成２３年度に１年がたっております。

設計者、施工業者との立ち合いで１年検

査を実施して、適切に不良箇所の修繕を

行っております。その中で、どうしても

施設運用後の状況で対応しなければなら

ない事例は出てきております。備品の破

損でしたり、屋上庭園の立ち入らないと

思われていたところへの侵入防止のため

の柵の増強であったり、施設管理上の防

犯カメラの移設等々が生じておりまして、

全部で１２件を執行しております。

　もう一点、公共施設の予約システムに

関しまして私からも回答させていただき

ます。

　コミュニティプラザで公共施設の予約

システムの導入をまずもって図りました。

その際には、我々が窓口対応するに当たっ

て、既存の公民館等を含めまして、公共

施設の窓口対応の担当者との連絡会議を

設けました。引き続き、その連絡会議の

もとで、予約システム導入の統一的な受

け付け方法等を十分検討して取り組んだ

次第です。

　その後においても、引き続きいろんな

事例においての対応は、その担当者会議

で連絡調整しながら、窓口対応の改善を

図っておるつもりでございます。

○森内一蔵委員長　土井参事。

○土井生活環境部参事　環境政策課にか

かわります環境基金についてお答えいた

します。

　環境基金につきましては、平成２３年

度に創設いたしまして初めての決算とな

ります。支出が２，２００万円に対して

積立金が９８０万円という結果になって

おります。環境基金の使途につきまして

は、市の財政事情も当然伴いますので、

財政課とも予算編成時には協議をしてい

るところです。

　担当課としましては、この基金につき

まして単年度で事業に投入するという考

えではなくて、積立金に見合った歳出と

いう形で、長期にわたって環境事業に使っ

てまいりたいと考えております。使い方

につきましては、毎年度同じということ

ではなくて、いろんな使い方も考えられ

ると思いますけれども、基本は積立金に

見合った歳出という形で、バランスを持っ
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て使っていきたいと考えておりますので、

この考えを基に今後とも財政課と協議を

してまいりたいと考えております。

○森内一蔵委員長　野村参事。

○野村生活環境部参事　それでは、私か

ら環境業務課にかかわりますご質問にお

答えさせていただきます。

　まず、資源ごみ売却収入、ペットボト

ルの収入増の状況の変化でございますが、

資源ごみの売却収入につきましては、平

成２３年度は２２年度と比べますと約２

６％の増となっております。

　これは、それぞれ無色びんであったり、

色つきびん、アルミ缶等々の売却の量の

増減もございますけれども、それ以外に

本市が、他市の売却されている単価等い

ろいろ状況等を見た中で、単価の引き上

げについて積極的に業者に働きかけた結

果、売却単価も上がったということで、

総合的に売却収入がふえたということで

ございます。

　次に、ペットボトルの拠出金でござい

ますが、ペットボトルの売却先につきま

しては、財団法人日本容器包装リサイク

ル協会にお願いしているわけですが、こ

ちらにつきましては、売却量が２３年度

の場合は１９万９，１５０キログラムと

いうことで、前年の２０万７，９５０キ

ログラムより減少しているというところ

なんですが、逆に拠出金の単価が倍近く

に上がったということで大幅な増になっ

たというものです。

　参考までにですが、今年度のペットボ

トルの拠出金の単価でございますが、こ

の秋以降１０分の１に下がっているとい

うことで、かなり市場の影響を受けやす

いのかなというところでございます。

　次に、リサイクルプラザの整備につい

て、これまでの動きと今後の見通しとい

うことでございますが、リサイクルプラ

ザは、平成１３年２月に竣工して、資源

のリサイクルを目指した中間処理と保管

を行っております。

　今後、この整備につきましては、過去

の民生の委員会でもご議論がありました

ように、当初リサイクルプラザの整備計

画の着手を平成２３年度にと考えており

ましたが、先の東日本大震災の関係で、

国の交付金が大幅に減額されるという状

況を受けて、後年度へ一たん見送りをさ

せていただいているところでございます。

　今年度に入りまして、私どもで大阪府

にこれまでの経過も踏まえて交付金等の

確認をしたところ、その交付率が元に戻っ

ているということでございました。その

結果、現状としまして私どもといたしま

しては、まず交付金を得るための事務手

続を進めるべく、今大阪府と調整を行っ

ておるところでございます。

　続きまして、ごみ収集の民間委託の拡

大による影響面、プラス面とかマイナス

面ということで、例として挙げていただ

きました委託地域の中で、道路の狭小な

部分に市の直営車が出ているということ

で、その辺の効率面はどうだということ

でのご質問だったかと思うんですが、こ

の道路の狭小地域につきましては、当然

委託する前からも市の直営車が走ってお

りましたので、市の体制としては委託し

た地域に、道路が狭いということで小型

の車になるんですが、出しているという

ことが効果面でいうと、わざわざそこに

出さなければいけないということでなく

て、従前からそこを走るということで余

り影響はないということで理解しており

ます。

　次に、ごみ収集処理事業の手数料の未

執行等ですが、この部分につきましては、

ごみ収集車に搭載しております無線機の

無線局の免許申請にかかわるものでござ
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いましたが、前年度に申請が済んでおっ

て、今回はその申請の必要がなかったと

いうことで未執行になっております。

　それから、ごみ種調査委託料の未執行

につきましては、委託業務の入札を行っ

たのでございますが、金額が合わずに入

札不調ということで未執行になっており

ます。

　それから、生ごみ処理装置の点検委託

料の未執行についてでございますが、こ

れも先ほどのご質問の中にもありました

が、平成２３年度は電気系統の不具合が

発生したということで、その修理を行っ

たのでございますが、その際にほかの不

具合箇所等々も点検しておりますので、

あえて委託料として執行することはいた

しませんでした。

○森内一蔵委員長　林局長。

○林農業委員会事務局長　市民農園につ

いてのご質問にお答えします。

　市民農園利用料が平成２２年度から２

３年度ふえている件でありますが、２２

年度は、市内９か所の市民農園が２３年

度１１か所で、２か所ふえております。

利用団体についても６団体ふえておりま

す。

　現状で一番新しいところで、千里丘４

丁目の市民農園については、３区画、ま

だ空いている状況であります。ただし、

この２４年度に二つの団体から利用の状

況のお問い合わせをいただいているとこ

ろです。

　先ほど、嶋野委員のご質問にもありま

したけれども、味舌スポーツセンターに

事務局を設けておられる摂津市の総合型

地域スポーツクラブから、そういう利用

の申し込みがあったんですが、農業体験

をされた方がほとんどおられないという

ことで、今私どもで鳥飼なすの苗とかの

販売をしていただいてる業者とか、農業

振興会の会員に農業の仕方のレクチャー

を受けられて、それから始められるとい

うことで、まだ利用のところにまでは至っ

てないという状況であります。

　もう一点が、市民農園設置事業の委託

料の件なんですが、そういう開設に当たっ

てシルバー人材センターと委託契約を結

びまして、使われる前の草刈りとか、そ

ういうことをお願いしておる金額になっ

ております。　

○森内一蔵委員長　鈴木参事。

○鈴木生活環境部参事　それでは、弘委

員の産業振興課にかかわります三つの質

問にご答弁申し上げます。

　まず、市の事業資金融資の返済条件に

つきましては、中小企業事業資金融資は

平成２３年７月時点で、融資利用件数が

１７９件ございました。１７９件につい

て大阪府信用保証協会に照会をしたとこ

ろ、全ての事業所に代位弁済はございま

せんという返事をいただきました。また、

翌年２４年７月にも再度信用保証協会に

確認したところ、引き続き代位弁済はご

ざいませんということでした。

　また、事業所によりまして一部延滞が

生じた場合の対応ですけれども、その場

合は、本来の期間の利息の交付、また、

保証料の全額交付を行う段取りで考えて

おります。

　続きまして、企業立地等促進条例の実

施状況につきましてご報告させていただ

きます。平成２３年４月から、事業所の

投資を促し、空洞化を回避する観点で実

施しました当条例は、１年を経過しまし

て相談件数が１２件、うち中小企業は５

社となっております。また、５件の申請

を受けまして、５件の承認をおろしたと

ころでございます。

　また、今年度に入りますけれども２４

年１０月現在におきましては、５社ふえ、
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１７社の相談を受けた状況となっており

ます。

　また、事業所訪問におきまして、この

企業立地等促進条例の周知を図っている

わけですけれども、今年度の話にはなり

ますが、事業者支援制度一覧という形で

便利帳をつくりまして、事業所を回る折

にはその冊子を配布し、周知を徹底する

ように心がけております。また、詳細に

つきましては現在９９０社を回っている

状況でございます。

　最後に、商品券事業における交付金の

残額が多い件につきまして、この地域活

性化プレミアム商品券交付金は、利用さ

れた商品券の換金の財源となるものでご

ざいます。当初予算見込みより大型スー

パー等での利用が若干多くなりまして、

大型店は換金率が９５％となっておりま

すので、その５％分の差分が残ったとい

う形になります。また、大型店等の差分

につきましては、商店街のガラガラ抽選

会の財源にも充てさせていただいており

ます。

　また、商品券の利用は９９．６９％と

なっておりまして、未利用の商品券は３

３８枚、金額で申し上げますと１６万９，

０００円となっております。

○森内一蔵委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　弘委員の保健福祉

課に係ります四つの質問にご答弁いたし

ます。

　第１点目、要援護者支援システムの現

状と対策ということにお答えいたします。

　本システムは、対象者として６５歳以

上の単身世帯、または６５歳以上の者の

みの世帯の方、身体障害者手帳１、２、

３級を所持する方、精神障害者保健福祉

手帳１、２級を所持する方、療育手帳Ａ、

Ｂ１を所持する方、要介護認定者で要介

護度の３、４、５の方などを想定して、

要援護者台帳を作成するシステムでござ

います。

　要援護者台帳につきましては、災害時

に行政で安否確認等に活用をしてまいり

ます。現在この台帳をベースにして、災

害時、避難訓練時等に活用していくため

に、地域支援組織に情報を提供していく

ことについて、台帳記録者に同意をとっ

ていく準備を進めておるところでござい

ます。

　地域支援組織といたしましては、校区

自主防災会、自治会・町会、老人クラブ

連合会、民生・児童委員、校区福祉委員

会などの団体の皆様にご理解をいただき

ながらご協力をいただきたいと考えてお

り、現在調整を行っておるところでござ

います。

　第２点目の助産施設入所の利用状況に

ついてでございますが、平成２２年度で

１０件、２３年度で１２件、現在２４年

度の１０月までで８件と微増していると

いう状況でございます。

　第３点目の妊婦健診の状況については、

今、事務報告書では実人員１，２８５人、

延べ９，７８１人と記載しておりますが、

実人員の１，２８５人につきましては、

転出入がございますので、一度でも摂津

市の交付した受診券をお使いになった方

という形で記載しております。妊娠届出

数は８３７件でございますので、延べ人

数９，７８１人をこの妊娠届出数で割る

と大体１２回弱、これを利用状況として

見ております。現在は、１４回で６万円

の助成をしているところでございますが、

府下では大体中間ぐらいの補助額となっ

ております。妊婦健診が、かなり医療機

関によって単価の差がございますので、

今のところはこの額で進めていこうと思っ

ております。

　第４点目の所有者不明動物死体処理委
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託料の件でございますが、ご指摘のよう

に委託料が増加しております。先ほど申

しましたように日・祝日の拡充を行い、

８者見積もりをとりまして、決定して、

委託したものです。件数は増加はござい

ませんが、平成２３年度で４２６件の所

有者不明の動物の処理を行っております。

件数の増加はありませんが日・祝日の待

機ということもございますので、こうい

う額になっています。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、弘委員

の障害福祉課に係るご質問についてお答

えしたいと思います。

　共同生活援護、通称グループホームの

開設補助のみではなくて、運営にかかわ

ることができないかというご質問でござ

いますが、この事業に関しましては、宥

和会のグループホームに少しかかわらせ

ていただいて、この２４年ですね、運営

に関しましては大体８割ぐらいの利用者

の方がおられますと運営は安定していく

と、黒字になっていくと実際見させてい

ただいております。

　そういうこともございますので、市と

いたしましては、特に地域移行や地域で

の生活ということが、障害福祉の今後の

課題になってきておりますので、グルー

プホームの希望者の希望の調整やニーズ

の把握ということで、利用者にお勧めさ

せていただいているという現状でござい

ます。

　実際に、グループホームは、市内では

利用希望の方はおられますけれども、入

居先がないという現状でして、近隣のと

ころに当たっていただいて、遠方になる

けれども入居されたりとかということに

なりますと、通うところに通えなくなっ

てしまいますので、そういうところがで

きるまで自宅で頑張っていますという方

もおられる状況ですので、今後、グルー

プホーム等がふえていくような働きがけ

はしていきたいと思っております。

○森内一蔵委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　決算概要の７６ペー

ジ、行旅死亡人等取扱事業の手数料は、

遺骨を永年管理していただく費用で、一

体２万円で平成２３年度は２体分４万円

の決算となっています。その下の遺骨保

管委託料につきましては、委員ご指摘の

とおり一体４，５００円で、現在９体管

理していただいています。ちなみに、平

成２３年度の行旅死亡人は発生しており

ません。

　次に、就労支援の状況ですが平成２３

年度にハローワークと連携した自立支援

プログラムの実績は、４１名の方の支援

を行い２９名の方が就労につながり、う

ち９名が自立しました。そのほか、求職

者支援制度を利用された方が５名、転居

や年金の増による自立、傷病で中断され

た方が６名、引き続き平成２４年度に継

続支援を行っている方が５名で、就労に

至らず、プログラムを終了した方が１名

という状況です。このほか、上記のプロ

グラム以外に市独自の就労支援を行った

方は１１名で、７名の方が就労につなが

り、うち２名の方が自立いたしました。

　それから、前年度との改善点というこ

とですが、就労支援で特に感じているこ

とは、支援に当たり稼働能力はあるが働

く環境が整っていない方が多く見受けら

れます。具体的に申しますと、起床時間

の問題など、基本的な日常生活の状況全

般の改善からかかわっていかなければな

らないような状況もあり、きめ細かな継

続的な支援が必要な方も見受けられます。

　また、過去の職歴にこだわり過ぎて職

域を狭めてしまい、就労になかなかつな

がらない方も近年見受けられます。やは
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り、このような場合は現実を見つめても

らい、まず、今できる仕事を考えてスター

トしなければならないと考えています。

また、給料の収入だけを見て就労し、す

ぐにやめてしまうような事例も見受けら

れますので、就労後のフォローアップも

必要と感じています。それから、長らく

就労から離れられている場合、就労に対

する不安をお持ちの方も多くおられます。

このような場合は、対象者の気持ちを理

解し、寄り添うように支援を進めている

ところですが、就労へのインセンティブ

の低さから自立を阻害しているような場

合も見受けられ、就労意欲に問題がある

ような方につきましては、再度生活保護

の自立を目的とした稼働能力の活用につ

いて丁寧に説明を行い、必要に応じて文

書指導で対応しています。具体例を挙げ

ましたが、過去の支援の事例を蓄積し、

その結果を踏まえて今後の支援の方向等

を考えるように努めております。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　それでは、高齢介

護課に関するご質問のうち、特例補助事

業とシルバー人材センターにつきまして

ご答弁申し上げます。

　まず、初めの特例補助事業についてで

ございますけれども、こちらの目的とし

ましては、先ほど委員がおっしゃいまし

たように、低所得者で生活が困難である

ものについて、介護保険サービスの提供

を行う社会福祉法人のその社会的な役割

に鑑みまして、利用者負担を軽減するこ

とにより、介護保険サービスの利用促進

を図るということを目的としております。

　市町村による助成措置の対象としまし

ては、社会福祉法人等が両者の軽減をし

た総額のうち、本来法人が利用者負担収

入とする一定の割合、１％を超えた部分

として当該法人の収入等を踏まえまして、

その２分の１を基本としてこちらの補助

事業としておるところでございます。

　こちらは、平成２０年度から対象者と

しては大体二、三人の推移となっており

まして、２３年度につきましても２名の

方が対象となっておりますので、対象の

人数がふえているというわけではなく、

その施設の利用期間等による利用料の増

があって、今回の決算額となっておると

ころでございます。

　それと、シルバー人材センターのとこ

ろですけれども、現在シルバーの職員の

方々もこの就業の機会と就業の確保につ

きまして、全力で努めていただいている

ところでございます。その結果、今回の

シルバー人材センターの議案書を見せて

いただきますと、過去最高の就業人員と

しまして９９２名と、契約金額としては

５億３，０００万円を超える契約金額と

なっておるとの報告があります。公の契

約が６割と、民間が４割ということです

ので、また民間にも積極的に就業の機会

を広げていきたいとも聞いておるところ

でございます。

　府の最低賃金との関係でございますけ

れども、詳しい法律の名前は忘れてしま

いましたけれども、確か最低賃金法の対

象外になっていると聞いております。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　それでは、弘委

員の高齢介護課に係ります２点のご質問

にお答えさせていただきます。

　１点目は、決算概要の７８ページにご

ざいます、社会福祉協議会生活支援サー

ビス委託料と高齢者日常生活支援委託料

の支出の内容と、歳入についてですけれ

ども、こちらは介護保険の認定で自立と

いう判定が出た方であっても、日常生活

を送る上でヘルパー派遣が必要であると

判断した方に対して、介護保険の１割相
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当分であります２００円を自己負担とい

う形で頂戴しております。

　同様に、日常生活支援委託料としまし

て、利用限度額の枠を超過するが、緊急

的にショートステイが必要といった場合

に対応するもので、それにつきましては、

介護保険の１割相当分ということで、お

おむね２，５００円という自己負担分を

頂戴しております。

　それぞれ、ヘルパー派遣については１

事業所、ショートステイ・ナイトケア等

につきましては４事業所に委託をしてお

りまして、その委託に係る費用をこちら

に計上させていただいておりまして、歳

入については、それぞれ自己負担分を上

げさせていただいております。

　２点目のご質問になります。確かに高

齢者人口がふえておる中で、愛の一声訪

問事業の委託料や、高齢者民間賃貸住宅

家賃助成費について、本来であれば徐々

に増加傾向にあると予測される中で、少

しずつ低下しているのはなぜかというご

質問ですけれども、愛の一声訪問事業の

乳酸菌飲料の配布につきましては、平成

２１年度に月曜日から金曜日までの週５

回の配布から、週３回の配布に変更になっ

たということで、２０年度に比べると２

１年度は少し数が減ったようなこともあ

るかとは思いますが、その後、介護保険

等のサービスでヘルパーが毎日入られる

とか、あるいはデイサービスに毎日行か

れるといったような形で、この事業以外

に見守り等が可能な方につきましては、

対象ということではなく、重複したサー

ビス提供ということではないような形を

とらせていただいておりますので、数に

ついてはそのような点から横ばい、若し

くは減少傾向にあると考えております。

　あと、もう一点の家賃助成についてで

すけれども、確かに件数も３０件程度減

少しておりまして、その理由としまして

は、市内での転居、あるいは子どもと同

居されるとかいうことで、条件から外れ

られたような場合もありますし、あるい

は入所や生活保護といった世帯への移行、

問い合わせ等をいただいているのは、家

賃が５万円以下が条件ですけれども、お

住まいになっていらっしゃる住宅が５万

円以上ということで、対象ではないです

とお返事をするということがあると聞い

ております。

　今後、必要な方にこのようなサービス

が十分周知でき、利用していただけるよ

うな体制を引き続き、とる必要があると

思っております。

○森内一蔵委員長　これで終わりですね。

　弘委員。

○弘豊委員　それでは、２回目質問させ

ていただきます。

　最初の市民ルームにかかわる部分です

ね、フォルテの管理事業の部分、中身の

説明については、予算のときにも聞かせ

ていただいてるかなと思うので、そうし

たことなんですけれども、影響で今の都

市開発株式会社の現状がどうだというこ

とになりましたら、所管が別だとそうい

うご答弁でありました。

　ただ、この市民ルームの廃止というこ

とで決めているのはこちらの所管であり

ますし、この都市開発株式会社が市が出

資して運営されている、市のプロパー職

員なんかも派遣してやられてきた経過が

いろいろありますから、その状況につい

てというのは、きちんと見ておく必要も

あるでしょうし、そこが運営できなくなっ

たらどうなのという影響もあるかと思っ

ております。

　もし、副市長がご答弁できるようでし

たらお聞きしておきたいなと思いますし、

無理ということでしたら結構でございま
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す。

　文化ホールの関係になりますが、外壁

塗装もされて、この間文化ホール近辺、

いきいきプラザのオープン、また、隣の

会社も建設ができて、随分景色が変わっ

たということで、利用される方も気持ち

よく利用されている方もふえてきてるか

なと思うわけであります。

　一方で、なかなか文化ホールの場所が

わからず通り過ぎてしまう方、これ、実

はいきいきプラザもそうだと思うんです

けれども、案内の表示が出てないことは

ないですけれども、見落としてしまうと

いうことになってるかと思います。

　この間、南千里丘開発全体のところで

動いてきたわけでありますけれども、こ

の自治振興課所管ということで、ここの

部分、入り口の辺りでもうちょっと工夫

できないのかということですね。今回、

修繕費の残が結構あったから、こういっ

たところでできなかったのかなというこ

とも思ったりしたわけなんですけれども、

今後は入口辺りに、もちろん催し物の案

内とか、看板で出ますけれども、そこら

辺りがもう少し整備ができなかったのか

とか、入口近辺、やはり催し物があると

きはたくさんの方が前に集まるわけなん

ですけれども、時計がないので開始時間

を気にしつつ、なかなか普段から時計を

持ち歩いてない人にとっては、ちょっと

困るわみたいな話なんかも具体的にお聞

きしたりしますので、また今後改善点と

して実行できるようでしたら、私からも

要望として挙げておきたいなと思ってお

ります。

　公共施設予約案内システムにかかわる

件なんですけれども、橋本課長からもお

答えいただきましたけれども、コミュニ

ティプラザは大分なれてきてると思うん

ですよ。一方で、市民ルームやいきいき

プラザでの窓口のところで、やはりまだ

対応が仕切れてないんじゃないかなとも

思います。

　市民ルームでは、受け付けの方、常時

一人がいらっしゃいますけれども、登録

手続などで来られましたら結構な時間つ

きっきりでやらないと、パソコンの入力

とかそういうことについても不慣れな部

分もあったりするのかなと認識している

んですけれども、一時のことで慣れれば

もっと利便性が上がるということなのか

もしれないんですけれども、今状況とし

てそうしたことがありますよということ

で、担当課にご認識もしていただけたら

なと思います。

　また、パソコンを利用される方にとっ

ては、随分と手間が省けて利便性が上がっ

たということなんですけれども、そうで

ない方にも丁寧な対応というのが必要だ

と思いますし、また、以前は申込書で記

入をしてたわけで、今もいきいきプラザ

では記入してもらってるんではないかな

と思うんですけれども、柔軟に対応がで

きるようなことも一定必要なんじゃない

かなと、今は過渡期でありますから、そ

ういうことも考えていただければという

ことで、これも要望としておきます。

　コミュニティプラザ管理運営事業の修

繕料のところでご説明いただきました備

品の破損、また防犯カメラの移設、侵入

防止柵云々ということでありますけれど

も、そういうことで２５７万円、確かに

ご説明を聞きましたらそれぐらいかかる

のかなということも感じたわけなんです

が、開設した初年度はモニタリング事業

とかいうことで、施設の不備などがあっ

たときには、そこは保障してもらえると

いうことであったかと思うんですけれど

も、２年目以降になったらそんなことは

ないということだと思います。また、そ
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の初年度にこれらの件の指摘なり、気づ

きなりがなかったのかという点について、

２回目、ご答弁いただけたらと思います。

　環境政策課にかかわることで、今回、

環境基金に関してです。

　平成２３年度は２，２００万円ほど繰

入金もあって、事業もやりくりできたと

いうことで、今後は単年度でペイするこ

とではなしにということでご説明いただ

きましたけれども、積立金に応じた歳出

をということでいったら、大体、年間１，

０００万円程度の額で、その年によって

は多い少ないがあっても、そういう形で

の計画にしかならないのかなということ

も、今のご答弁の中では感じたりするわ

けなんですが、もちろんその基金だけで

はなしに、一般財源も入れてということ

ではあるかと思いますけれども、その辺

の見通しをお聞きしたいのが１点と、そ

れから、ペットボトルの拠出金ですね、

これ年度によっては多い少ないがあって、

なかなかあてにはできないのかなという

ことも感じたわけなんですけれども、こ

れが２３年度でしたら１，０８９万円と

いうことでありますが、資源ごみは基金

に積み立てられましたけれども、このペッ

トボトルはそうはなってないのだろうと

思います。このペットボトルの分も、そ

の基金に組み入れていくということには

ならないのかどうか、お聞かせいただけ

たらと思っております。

　ごみ収集処理事業にかかわることです

が、手数料の２万４，０００円の未執行

はわかりました。ただ、ごみ種調査の委

託料にかかわっては、前年もやはり指摘

をしたんですが、民間委託の影響という

ときに拡大していく前と後とで分別収集

がきちんとされているのか、そういった

ごみ減量やリサイクルの点で条件がどう

変わっているのか、収集の中身について、

やはりこれはこの時期だからこそ、きち

んとやっておかないといけない事業なの

でないかなと、私、思うんです。

　平成２４年度の部分については、予算

額でこの委託料については１００万円ま

で上積みしたことになってるかと思うん

ですけれども、その辺で今年度実際どう

いう状況でやられているのかということ

もお聞きしたいのと、やはり、この２２

年、２３年にやられてないということに

ついては、やはりそれではだめなんじゃ

ないかと思っております。その辺、見解

をお聞かせください。

　ごみ減量対策事業で生ごみ処理装置で

すね、これ、今ご説明あった答弁の中身、

平成２２年度も同じだと思うんです。２

２年度も機械の電気系統の不調ですか、

それがあって、途中で修繕をしてるから

ということで、この点検委託料は未執行

ということで、２２年度決算でも同じご

答弁いただいているんですが、たびたび

やはりそういう故障を繰り返すようなも

のなのかどうか、確か２０年か２１年か

にこれらが市のものになったということ

で、そんな話も議事録の中では見てたん

ですけれども、ここのところ、再度ご答

弁願いたいと思います。

　リサイクルプラザにかかわる今後の見

通しですね、この辺については、不燃ご

みの中間処理がこの平成２３年、業者に

委託できなくなってという経緯があった

かと思うんです。市民の皆さんには、ご

みの分別徹底、ごみの減量、いろいろご

協力もいただいて、また一般廃棄物の処

理基本計画や地球温暖化防止地域計画や、

いろいろとさらに環境問題に対して協力

を呼びかけていくということがある中で、

なかなかこの辺りを市民の皆さんに説明

できない状況もあるなということについ

ては、やはり市として責任が問われてい
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るんじゃないかと思っております。

　なかなか東日本大震災の影響でという

こと、また財政的な面でということ、も

ちろんご説明いただいていることはわか

るわけなんですけれども、しかし今後の

ところで、やはりきちんと計画を前に進

めていく、そういうことへの担当課での

ご努力お願いしておきたいなと思ってお

ります。この件については答弁は結構で

す。

　産業振興課にかかわる部分です。市民

農園の件につきましては、現時点では１

１か所で、ニーズに対しては足りている

ということでお答えいただいたのかなと

思いますが、利用されている団体とかも

年々ふえてきているわけですが、空いて

いる農園の場所がやはり近隣ではなくて、

大分遠距離といいますか、同じ市内です

から移動できない距離ではないにしても、

利便性とかがどうなのかなということで

のご意見なども、こちらでは聞いたりも

しております。

　また、近くでやっぱり空いた土地が、

何も使われてなくて荒れ地になっている

と。そういう地域を近隣で見かけたりす

る際に、こういったところを市民農園と

して活用できないのかなということで、

市民の方からの要望の声なんかも出され

たりもしています。良好な環境、また、

市民の皆さんの農業、園芸を楽しみたい、

そういった要望に応えられるように、よ

り一層、整備にも力を入れて取り組んで

いただきたいと思います。

　それと、中小企業金融対策事業の件で

すね。ご答弁では返済が滞っているとこ

ろは、今のところはないですよというこ

とでおっしゃいました。信用保証協会の

審査とかも一定ありますから、返せる見

通しがないところには貸さないという、

そういうことでももちろんあるのかなと

も思いますし、企業立地等促進条例の関

係で、この間申請が、今の時点で計１７

者ですか、そういったことでやられてき

ているという中身をお聞きするにつけて

も、一定、体力があるところについては

こういったことが支援として、中身がや

られているなとは感じます。一方で、今

の本当に厳しい不況の中で頑張ってる業

者が、摂津市内でも廃業される、倒産さ

れるということを聞くにつけ、何とか地

域振興、産業振興を、何かしらいい手が

ないのかなということをいつも思いをめ

ぐらせたりとかするわけなんです。そう

した意味では、今もちろん頑張っていた

だいている点については、一層、力も入

れていただきたいと思いますし、さらに、

ニーズをしっかりと、調査もし、これま

でもしてもらってると思うんですけれど

も、そこに対する新たな手だても構築し

ていただくような、市の施策の充実をお

願いしたいと思っております。

　商品券の発行事業、ここでも商店街の

皆さんが、やっぱりこのセッピィ商品券

の事業を喜んでおられる声ももちろん聞

きます。しかしながら、なかなかこの事

業の手の及んでいないそういうお店の方

からは、もっと違った形で何かしらでき

ないのかというご意見も聞いたりします。

　例えば、以前はこのセッピィ商品券の

登録店となってたけれども、実際に利用

者が来なかったり、また利用者が１件、

２件のときに換金の手間が大変でという

ことがあると思います。１６万９，００

０円が未利用のチケットだということで

ご説明いただきましたけれども、実際本

当に利用されなかったのか、利用されて

てもお店の人が換金しなかったら、それ

は未利用扱いになってるということでは

ないのかなと思います。９９．６９％が

使われているということでありますから、
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わずかな額、どうしても事業の中ではこ

ういったことも出てくるのかなというこ

とがうなづけますけれども、中身のさら

なる鋭意努力、工夫も凝らしていただく

ようなことでお願いしたいと思います。

　保健福祉課にかかわって聞きたいと思

うんですけれども、要援護者支援システ

ムの台帳の利用状況ですね。これについ

ては、未確認のことも含めて自治会、老

人会、さまざま関係団体とも協力し合っ

て使っていくということでありますけれ

ども、なかなかこれが使われている状況

というのが見えてこないなという感じが

あるんです。

　最近のニュースで、１件、香和自治会

のところでの災害避難訓練のそういった

ところでは使われているんだなという、

そういうことなんかは目にするんですけ

れども、実際つくられてそこの活用の状

況、今の時点できっちり使われてますよ

ということだったらいいんだけれども、

なかなかそうならない、その辺の課題の

ところを、再度やっぱり認識一致してお

きたいなと思うんですが、ここで担当課

からのお考えを聞いておきたいと思いま

す。

　助産施設にかかわる点であります。今

回、利用が８件ですか、平成２３年度は。

さかのぼると、前年が１２件、その前が

１０件ということでありました。なかな

かお産にかかわって、経済面であったり

とか、困難がある、そういった方の出産

にかかわる事業であると認識しているん

ですけれども、この２３年、私ちょっと

この間資料といいますか、いろいろと情

報をとってる中で、一つこれは大事だな

と思ったそういう調査があるんです。

　これは、大阪産婦人科医会、産婦人科

医の方たちの団体ですね。そこが取り組

んだ調査で、未受診の出産をされる、そ

ういう方がふえてるんだというそういう

調査が大阪でやられてるんです。

　平成２３年の年度末に行われて、大阪

府内で見ましたら、とりわけ多いのが大

阪市内なんですけれども、２３年の年度

内に６０件、未受診での出産があったと

いうことでありました。大阪全体では２

５４件、これ多い数字だなと認識したん

ですが、摂津市は１件、これから上がっ

てるんです。２１年、２２年はゼロであ

りましたけれども、そういったケースが

やっぱり身近な市内でも、数としてはよ

その市ではもっと多い市があるというこ

と、これも本当に問題やと思うんですけ

れども、摂津市にもあるということ。そ

の背景がどうかなということもしっかり

見ていかないといけないとは思うんです

けれども、この調査の目的でありますと

か、やっぱり母親の、若い夫婦の置かれ

てる実態ということが、以前と比べても

変わってきてるんだという、そういう認

識が要るんだろうと思っております。

　子どもに対する虐待でありますとか、

そういう背景もやはり若い世代の貧困と

か、地域とのつながりの希薄さ、また本

当に当たり前に持たれなきゃならないよ

うな知識が、情報が入ってなかったりと

か、そういうこと等々があるかと思うん

ですけれども、そういった点からもちょっ

と子どもの出産にかかわる点で、先ほど

の妊婦健診のことと助産施設の入所事業

にかかわってと、そういったこととの中

で現場でつかんでるようなことがありま

したら、お聞きしておきたいなと思いま

す。

　あと、所有者不明動物死体処理委託料、

これ、平成２２年度と平成２３年度と比

べて、件数としてはそんなにふえてない

んだという話でありました。そうした中

で日曜・祝日、もちろん処理していただ
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けるのはありがたいことであるわけなん

ですけれども、委託料として大きく膨れ

上がってるという点については、やはり

どうかなと思わざるを得ません。８者、

見積もりをとってということであります

けれども、実際、契約を請け負っておら

れるところはこれまでやってたところと

同じなんでしょうか。以前からの経過で、

し尿処理等々の補償事業ということでこ

れまでやられてきたということの経緯な

んかが今も続いているのかどうか、そう

いうことの点についてお聞きしておきた

いと思います。

○森内一蔵委員長　弘委員の質問中であ

りますけれども、暫時休憩いたします。

（午後３時　１分　休憩）

（午後３時２９分　再開）

○森内一蔵委員長　再開をいたします。

　弘委員。

○弘豊委員　それでは、休憩前に引き続

き質問をさせていただきます。

　生活支援課にかかわる部分です。行旅

死亡人等取扱事業ということで、遺骨の

永年管理それから遺骨の保管委託料とい

うことで、それぞれ中身についてご説明

いただきました。今、ホームレスの方に

かかわる状況、摂津市内のホームレスの

状況ということで、事務報告書にも書い

ていただきました。平成２２年度が２５

人、平成２３年度が２０人ということで、

年度中の動向なども記されておりますけ

れども、この間、私も市内でそういった

方を見かけることというのは、以前と比

べると減ったかなとは思ってるわけです

けれども、やはり事務報告書を見る中で

これだけの方がいらっしゃるんだなとい

うことも見てとれます。

　大阪府の事業で、事務事業として摂津

市でもやられてる部分がこの中で出てき

てるわけですけれども、きちんと状況の

把握と、しっかりした事務手続というこ

とで、また今後もこういった方たちに対

する支援についても継続してやっていた

だきたいということで、要望としておき

ます。

　生活保護事業にかかわる就労支援につ

いて、改めてちょっとお聞きしておきた

いと思います。稼働年齢層におられる方

の生活保護を受けられている実態につい

て、不況の中で失業者がふえてこうした

方がふえてきているのかなということも

一方ではありますけれども、ただ事務報

告書に書かれているように、その他世帯

ということでいったら、年間、ある意味、

微増、また二人以上の世帯でいったら減っ

てるということも、この報告の中では挙

がっております。そういったのはある意

味、就労支援のそうした効果でもあるの

かなということでいいましたら、この間

にやられてる経験なんかを、しっかりと

引き継いでいくのも大事だとも思ってお

ります。

　一方で、なかなか本人の意に沿わない

というそんなことも若干、あるのかなと

いうことも耳にするわけなんですけれど

も、よその行政とか新聞、ニュースとか

を見てる中では、就労のある意味、強制

といいますか、行き過ぎた就労指導みた

いなことが指摘されたりもしますけれど

も、そうではなしに、やっぱり本人の働

く意欲と、その人の自立を支えていくと

いうことで、あくまでそうした形での支

援を引き続き取り組んでいただきたいな

と思いました。

　もう一点、生活保護にかかわる部分な

んですけれども、やはり単身者世帯の高

齢者の生活保護の受給の件数というのが、

年間を通してもふえてるということは、

これは特徴としてあると思うんです。先

ほど、高齢介護課の部分の高齢者住宅支
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援事業、民間家賃住宅助成費のご答弁の

中で、これまで家賃助成を受けられてた

けれども、そうした方が生活保護に移行

してるということも一部あるのかなとい

うことで、家賃助成の件数が減ってると

いうそんなことでもあるように思います。

そうした意味では、引き続き生活保護の

受給世帯というのは、今後もふえていく

傾向が強まるんだろうということも予想

もされます。先ほど、嶋野委員が生活保

護課の体制、これをもっと強化していく

べきということもおっしゃられましたけ

れども、その点については私も本当に実

態を見る中で強く感じるところでありま

す。高齢者の部分もそうですし、また働

く若い方たちの点についてもそうですし、

生活支援課の中で引き続き、この中身の

支援について強化していっていただきた

いと要望しておきます。

　障害福祉課にかかわる部分でお伺いし

ましたけれども、共同生活介護、共同生

活援助事業、グループホームの開設の補

助金であります。ご説明いただきました

ように、市内でグループホームの利用を

希望してても、現状では入れない方がい

らっしゃって、そこについては開設を今

後も進めていかなければならないという

ことを私も思いますし、ただ入れるだけ

ではなくて、そこで安心して暮らしてい

ける生活基盤でありますから、そこのと

ころは重要だと思うわけです。グループ

ホームの運営について、先ほど答弁で８

割以上の利用で黒字ということを言われ

ましたけれども、少人数での入居なわけ

ですから、８割を超える超えない部分で

いいましたら、ある意味、赤字でやらざ

るを得ないようなそういう年度であった

りとか、事業所も出てくるのかなと思う

わけであります。運営に対する支援とい

う意味で言いましたら、今後、検討でき

ないのかどうか、もう一度、お伺いして

おきたいと思います。

　高齢介護課にかかわる部分であります。

社会福祉法人介護特例補助事業、これの

ご説明もいただきましたけれども、利用

実態として、前年と変わらず２名の方で

ということでありますが、以前からこの

事業については、法人が減免している額

がそこの法人の運営の中での実際の収入

の１％を超える場合にのみ、この補助が

出るということを聞いて、こんな補助は

本当に利用できるのかなということを以

前から思ってたわけなんですけれども、

今回、具体的に７万６，０００円の執行

額が出てるということでいいましたら、

一体どれぐらい、法人として実際の減免

措置を行っておられるのか、そういった

ところも一応、参考に聞かせていただき

たいと思うんですが、よろしくお願いい

たします。

　日常生活支援事業の分でヘルパー派遣

等、短期入所の分、それぞれここにも詳

しくご答弁いただきましたが、これ、計

算上、約１割相当額を当事者に負担して

もらってるという金額を歳入の面で見ま

したら、１２７万円と３万２００円を合

わせると１３０万円ほどだと思うんです。

そうしましたら、高齢者日常生活支援事

業として取り組まれてる６０５万円とい

う歳出では、ちょっと計算が合わないん

じゃないかと思うんですけれども、その

辺りをもう一度、お聞かせいただきたい

と思います。

　ひとり暮らし高齢者安全対策事業、独

居老人愛の一声訪問にかかわってなんで

すが、ご説明いただきました平成２１年

度に配布の日程、毎日から週３日に切り

かえたと。そこで件数というか、金額が

減ったというのは、もちろんそのことは

認識していまして、先ほどの質問の中で
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も、平成２１年度が２２３万円、２２年

度が２０８万円、２３年度が１８６万円

ということで、以前から比べるとぐっと

減った後も徐々に減っていってるという

ことであります。介護保険サービスが、

ほかのサービスが利用できてるからこの

訪問が必要ない方もおられるのかもしれ

ません。

　ただ、この高齢者のための福祉サービ

スの冊子の中にも、この制度の説明があ

りますが、６５歳以上のひとり暮らしで

安否確認が必要と認められる方、民生委

員の方がひとり暮らし調査票を持って訪

問されて、その後の受け付けになるんで

すけれども、安否確認が必要と認める、

ある意味、認定ですか、その辺りがどう

いう基準になっておられるのかというこ

とを聞いておきたいと思います。なぜこ

ういうことを聞くかと言いましたら、こ

のことを申し込まれたけれども、なかな

かスムーズに申し込みの受け付けができ

てないとかということも耳にするわけで、

対象がある意味、狭められて、以前より

もきつくなってるんじゃないかというそ

ういうことがありまして、ここはお聞き

しておきたいと思います。

　以上、２回目の質問を終わります。

○森内一蔵委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　コミュニティ

プラザの修繕とモニタリング委託に関し

ての、弘委員の２回目のご質問にお答え

いたします。

　まず、平成２２年度のモニタリング委

託についてですが、コミュニティプラザ

の建設が民間主導で進められていたため

のもので、行政側に立って設計等につい

てアドバイスをいただくことでの委託の

内容になっておりました。２３年度の１

年点検においては、専門的な視点から施

工後の不具合の箇所を厳しくチェックし

ていただいたものでございます。

　それで、平成２３年度の修繕につきま

しては、やはり新築の間はそうではなかっ

たものがあるんですが、利用率が上がっ

ていく中で、いろいろな傷等もふえてま

いりました。柱の壁等、そういった未然

に防ぐための保護カバーをつけるなどの

修繕等も実施しております。今回、修繕

費がかさみましたけれども、今後、施設

の適切な管理運営に努めてまいりたいと

考えております。

○森内一蔵委員長　土井参事。

○土井生活環境部参事　それでは、環境

基金についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。

　積立金につきましては、先ほどご質問

でありました、ペットボトルの拠出金、

これも含まれておりますので、よろしく

お願いいたします。

　それと、支出につきましては毎年、売

却益の変動もあると思いますけれども、

約１，０００万円ぐらいと予想しており、

やはりそれに見合った支出ということを

考えてまいりたいと考えております。

　しかし、今現在、１億４，０００万円

ほどの基金があります。これの有効活用

も考えられると思いますので、単年度の

支出として１，０００万円にこだわる必

要はないのかなと考えておりますけれど

も、環境基金の枯渇ということもありま

すので、長期的にはやはり歳入に見合っ

た歳出という形を考えてまいりたいと考

えております。

○森内一蔵委員長　井口次長。

○井口生活環境部次長　それでは、ごみ

種調査の件について、お答えをいたしま

す。

　ごみ種の調査につきましては、２年間、

入札不調で見送った経緯がございます。

今年度も実は入札不調になっておるわけ
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ですけれども、この間、何もしてこなかっ

たのかということはございませんで、職

員でできることはさせてもらっておりま

す。

　例えば、ピット前で事業系のごみの展

開調査、これにつきましてはごみ種調査

よりも精度は劣りますけれども、不適物

の搬入を水際で阻止するという役割を担っ

ておりますので、重要かなと思っており

ます。

　それと、ごみ種調査、内容分析、組成

調査ともいわれておりますけれども、こ

れは処理基本計画をつくる際ですとか、

これからリサイクルプラザの整備、プラ

スチック容器包装の分別収集をするに当

たりまして、計画にはぜひとも必要な調

査でございますので、今年度は不調で終

わりましたけれども、予算の手当をしま

して実施をしたいと考えておりますので、

よろしくお願いします。

○森内一蔵委員長　野村参事。

○野村生活環境部参事　それでは、生ご

み処理装置の点検委託料の未執行につい

ての２回目のご質問にお答えさせていた

だきます。

　生ごみ処理装置につきましては、実は

７年間のリース契約があった後、平成２

１年９月から市の所有になっておりまし

て、約１０年を経過したところでござい

ます。装置の点検につきましては、毎年、

年度末に実施を予定しているところでご

ざいますけれども、平成２２年度、２３

年度とも年度の途中で修繕の必要が生じ

てきたため、修繕を行うタイミングで点

検も行って経費の節約に努めてきたとこ

ろでございます。

○森内一蔵委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　保健福祉課の質問、

３点についてお答えいたします。

　要援護者支援システムの利用について

の課題でございますが、本台帳につきま

しては、要援護者の方に同意をいただく

準備が整ってきておりますが、同時に支

援につきまして、一定の担保を確保、す

なわち支援組織の方々のご理解とご協力

がいただけなければ、進めてまいること

ができないものでございます。したがい

まいて、支援組織の方々と現在、調整を

行っておるところでございます。

　２点目、助産施設利用や妊婦健診の利

用状況から、市として現在の把握状況に

ついてでございますが、妊娠届出時に必

ず保健師や助産師等の専門職で面接を行っ

ております。また、妊娠届出時に調査票

がございまして、その中でハイリスク妊

婦として若年者の方、届出が２８週以降

で遅い方でシングルでの出産を予定され

ている方、助産施設の利用申請者の方々

に対しては、その後の支援、フォロー、

訪問等も実施しております。また、弘委

員がおっしゃっておりました、摂津市で

の未受診での１件のケースでございます

が、出産後になりますが、市での支援に

入っております。

　３点目の所有者不明動物処理委託料に

ついてでございますが、平成２２年度で

代替業務の契約は終了しておりまして、

平成２３年度は見積もり合わせをいたし

まして、同業者となりました。以前は放

置自転車やペットボトルに係る業務など

のセットで受注されておりましたが、２

３年度からは単独業務での契約となり、

増額となったものです。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、弘委員

の２回目の障害福祉課に係る答弁をさせ

ていただきます。

　グループホーム等の運営に関する支援

を市として考えないかということなんで

すけれども、グループホーム等の運営に
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関しましては、先ほどもお話しさせてい

ただきましたように、８割以上、利用者

の方がおられれば黒字になるという状況

がございますので、基本的には利用者の

方の調整を、相談支援の事業所等を含め

てさせていただきたいなと思っておりま

す。

　また、一般的には定員１０名ぐらいの

グループホームが多ございまして、事業

所によってはもう少し多いところもござ

いますが、そういう中で、どういう形態

で、どういう方を対象にしていくのかと

いうことが、グループホームを運営して

いくに当たっての法人の力量ということ

になってくるのかなと。非常に軽度の方

を中心に受け入れてるグループホームで

したら、夜間の支援ということが必要ご

ざいませんので、スタッフの人数も少な

くて済むということで、少ない給付費で

も運営していけるということがございま

すし、非常に重度の方ということになり

ますと、スタッフが非常に手厚くなるん

ですけれども、給付費が非常に高くなる

ということがございますので、そこら辺

のバランスは比較的とれているのではな

いのかなと。ただ、障害特性の関係で、

精神の障害の方でしたら長期の入院とか

をされる方がございますので、そういう

ときにどういうふうに入院を取り扱うの

かとかということを、法人等でも考えて

いく必要はあるのかなと思っております。

　個々、法人なり運営する主体の考え方

や運営の仕方がございますので、もしそ

ういうことでいろいろと法人として悩ん

でるよということでしたら、市としては

相談には乗っていけるのかなとは思って

おります。基本的に摂津市内でしたら指

定は府になりますので、制度的なところ

は府と協議していくお手伝いをさせてい

ただいたりとかということは考えており

ます。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　それでは、私から

高齢介護課に関します特例補助金の部分

について、まず答弁させていただきます。

　こちらの額ですけれども、具体的に申

し上げますと、桜苑のショートステイを

利用された方が対象となっております。

全体の本来の利用者の負担収入額としま

して１，２１８万６，２６７円、軽減総

額としまして２７万４，９９７円、利用

者負担の収入額の１％で１２万１，８６

３円になりますので、軽減総額から１％

を超える部分としまして１５万３，１３

４円となっております。それの２分の１

としまして、今回、７万６，０００円の

補助ということになっております。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　私からは、生活

支援サービス委託料及び日常生活支援委

託料の金額と歳出、歳入についてでござ

います。

　１点目の自立判定者へのヘルパー派遣

の金額につきましては、市から事業所に

対しては２，２０４円の支払いで、本人

から市へお支払いいただく自己負担が２

００円とおおむね１割ということで説明

は誤りがないんですが、ショートステイ

とナイトケアにつきまして、市から事業

所にお支払いする金額が、ショートステ

イについては一日当たり８，６００円、

ナイトケアについては６，８００円の支

払いをしますが、これは介護保険でいい

ます基本的な単価でして、ショートステ

イを使われた場合、それぞれの施設に応

じて加算というのがつくんですが、加算

は見ずに、市から事業所にこの金額をお

支払いしております。ご本人からは一定、

介護保険で加算をされたときの１割、自

己負担の目安から、それよりも安くなる
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と市の一般サービスが安くなり、介護保

険との不整合が出てきますので、加算等

も加味した上で、あるいは送迎費等も頂

戴した上での金額ということで、先ほど

の２，５００円、あるいはナイトケアに

ついては２，０００円という料金設定を

させていただいておりますので、介護保

険の１割相当分と先ほど説明させていた

だいたものは誤りがありまして、ヘルパー

派遣でしたら、出が３３万５，００８円

に対して、入がおおむね１割の３万２０

０円で、ショートステイ及びナイトケア

の利用につきましては、事業所にお支払

いする金額が４６９万１，５３０円に対

してその１割ではなく、今のような金額

でございますので、１２７万１００円の

入となっています。

　もう一点の、愛の一声訪問についての

サービスの対象者とする認定基準のよう

なものについて、厳しくなっているので

はないかというご指摘ですけれども、ひ

とり暮らしの登録につきまして、民生委

員から用紙を頂戴しました折に、必ずラ

イフサポーター、見守りヘルパーの訪問

をまずさせていただいております。

　ご本人の申込書等から身体状況や日常

生活の様子をお聞きしました中で、ほと

んど毎日のようにお仕事に行かれている

とか、お外に出られているという方につ

いては、訪問頻度は年に１回から数回と

いうことで、かなり低い設定にさせてい

ただいて、週に何日かお仕事に出られて

いるとか、週に何日か福祉サービスある

いは介護保険のサービスをご利用されて

いるという方についても、訪問頻度とし

ては年３回程度という対象にさせていた

だきまして、お体の状態等も踏まえて多

少の不安を抱えていらっしゃる方とか、

余り社会とのつながりがない、サービス

の利用状況が低いという方については、

２か月程度に１回の訪問が必要というこ

とで、愛の一声の訪問の対象ということ

にさせていただいております。

　さらに、ひとり暮らしに大きな不安を

抱えてらっしゃるとか、以前、健康上に

大きな問題があった、社会とのつながり

がないという方には、頻回に見守りが必

要ということで、こちらについても愛の

一声訪問の対象とさせていただいており

ますので、一律になかなかどの基準でと

いうことは難しいですけれども、それは

ご本人とあるいは申込用紙の状況に応じ

て、その都度都度に判断をさせていただ

いているような状況であります。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　それでは、３回目になりま

すので要望が中心になってまいりますけ

れども、何点かにわたってお聞きしたい

と思います。

　市民活動支援課のコミュニティプラザ

管理運営事業、修繕費ですね、これにつ

いては、今ご説明いただいた分について

は納得もしますが、２５７万円という額

が、やはり２年目の施設にしては大きい

なとどうしても思います。毎年のように

こういう額がかかってくるということに

なりましたら、やはりコストはどうなの

かという、そもそもの建物自体がどうな

のかということも、問うていかないとい

けないのかなということを思って、これ

は聞かせていただきました。今後、大事

に使っていくということもおっしゃって

いますし、また、より市民の方が利用し

やすい施設にということで言いましたら、

手をかけていかなければならないところ

も出てくるかと思っております。また、

引き続き状況についても見ていきたいと

思います。

　環境政策課にかかわる環境基金積立金

ですね、この点について、ペットボトル
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の拠出金は含まれてますということをおっ

しゃっていただきました。この環境基金

積立金、９８１万９，９６２円という金

額が、予算で出されてる金額とほぼ同じ

額になっているかなと思うんですけれど

も、この売却収入、それでペットボトル

の拠出金も含めて、また、環境自販機な

どの収入も入ってということとなりまし

たら、計算上それが合うのかということ

で、改めて疑問に感じるわけなんですけ

れども、その辺りについてもう一度ご答

弁いただけますでしょうか。

　ごみ減量対策事業ですね、その中の生

ごみ処理装置点検委託料なんですけれど

も、１０年目にもなってきて、いろいろ

と修繕も必要になってるということなん

ですが、平成２２年度、平成２３年度、

それぞれ電気関係で不具合が生じてとい

うことでありますが、そのこと自身につ

いてもそれでいいのかということでは、

機械そのものを更新するとなったら費用

ももっと大きくなるのかということもあ

る中で、ある意味だましだましでも使っ

ていくということが、コスト面でよいと

いう判断で今おられるのかもしれません。

　ただ、その生ごみ処理そのものの容量、

これ機能が果たせないということになり

ましたら、その分の生ごみは焼却に回す

ということになるわけで、そうしました

ら炉に負担が行くということになってい

くんだろうということでありますから、

その辺のことも踏まえて、もう一度今こ

の機械については、今後どうするという

ことについて、検討があるのかどうかお

聞かせいただきたいと思います。

　ごみ種調査委託料ですが、平成２４年

度も未施行になってしまうというご答弁

で、ちょっとびっくりしてるんですけれ

ども、その計画をつくっていく段階とか、

今後のリサイクルプランのこととかも含

めてとか、今のご答弁の中にはあったの

かもしれませんけれども、今回の民間委

託の拡大ということで、大きな市の施策

が動いてるときだと思うんです。そうし

た中で、こういう状況なのがやはり納得

いかないとも思いますし、そうした点で

の改善がどうされるのかということが、

今のお話では見えてこないです。

　環境業務課の中でご努力されてるとい

うことも今紹介がされましたけれども、

そうした中で、燃やせるごみの中に不燃

物が混じってるとか、そういうこともやっ

ぱり出てるんじゃないかと思いますし、

その辺りについてどうなのかということ

を、再度ご答弁いただけたらと思います。

　保健福祉課にかかわる分になりますが、

未受診出産の件、妊産婦健診の件等々聞

かせていただいたんですが、いろんな状

況があって、中には大変なケースがあっ

て、摂津市でも１件起きてしまってるん

だということで認識してるんですけれど

も、それを防いでいくためにという施策、

今の摂津市では取り組まれてきてる部分

もあると思っています。

　妊婦健診の件につきましても、よそと

比べても充実させてるんだということを

言われますが、本当に二重、三重に子ど

もを取り巻く環境、妊娠された若いお母

さんの状況をつかんでのフォローですね、

支援をしっかりとやっていくということ

が大事だと改めて思います。お隣の市で

対応ができてないというケースがたくさ

んあるということを聞けば、やはり摂津

市は大丈夫なのということがどうしても

心配になるわけで、他市と並べたらそれ

でいいというのではない、やっぱり一つ

一つの件で、しっかりとした対応をとっ

ていただくということが大事だと思いま

すので、この点についてまたよろしくお

願いしておきます。
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　障害福祉課にかかわってのグループホー

ムの補助ですね、運営にかかわってはな

かなか財政的な面での支援にはならない

ということでのお答えかと思いますけれ

ども、そういうことでありましたら、や

はり今の実態をきちんとつかんで、やっ

ぱり運営の中で相談的な支援だったらで

きますよということを言っていただいた

のかなと思いますし、やっぱりその運営

の中身をもっともっとしっかりと把握し

ておくということが大事だとこの議論で

感じました。また、この点については引

き続き検討もしていただいて、障害のあ

る人が摂津の市内で、地域の中で安心し

て暮らしていけるような、そういう基盤

の整備に取り組んでいただきたいと思い

ます。

　高齢介護課にかかわる部分であります。

社会福祉法人介護特例補助事業、これは、

事業の中身で切ってるわけなんですね、

ある意味。せっつ桜苑の中での収入全体、

事業の全体ではなくて、ショート部門だ

け切り離して、そのうちの１％を超える

額に軽減補助を出したということであり

ます。実態として前年とそんなに変わっ

てるわけじゃないと、若干やっぱりふえ

た分がこういった形であらわれてるとい

うことですね。この分については理解で

きました。

　一方、日常生活の支援事業の部分でも

ご説明いただきましたが、約１割の自己

負担ということといったら、必ずしも１

割にはなってないということであります。

介護保険の利用限度額を超えた方の、あ

る意味サービスということも含まれてる

ということでありますから、結構長く自

己負担をされてる方が多いんだなと、こ

の問題ではちょっと感じてたんです。

　ただ、その点で１割以上に負担してる

んじゃないかということとかを思うと、

その制度自身の部分について疑問がわい

てきますし、こうやって介護保険の適用

外でもサービスを受けられる、そういう

措置なんだということでありますから、

その辺はきちんと今後も取り組んでいた

だきなと思っております。

　介護保険全体のことについては、また

特別会計でもお聞きしたいと思うんです

けれども、こうした高齢者のサービスを

引き続き充実させていくように、よろし

くお願いいたします。

　独居老人愛の一声訪問事業委託料の関

係なんですけれども、確かに見守り訪問、

ライフサポーターの方たちが入る度合い

とかもふえてきてて、実態調査も平成２

２年度にやられてということでのこの間

の経緯もうなずけます。今回、このひと

り暮らしの高齢者安全対策事業、また民

間賃貸住宅の家賃補助事業、それぞれの

額が減っていっててということがやっぱ

り気になったのは、上下水道料金の福祉

減免とかもなくなってというそういうこ

ともあって、全体的に高齢者に対する支

援の枠組みですね、その辺が中身のとこ

ろで変わってきてるということがあると

いうことでも、改めて認識もしました。

　一方で、やはり気になる部分が、高齢

者の住宅の家賃補助ですね、今、５万円

以下の低家賃のところというのは件数と

しては減ってきてると思うんです。ひと

り暮らしになられてても、以前委員会で

も言いましたが、お二人で住んでたらど

うしても５万円を超える家賃のところに

お住まいやと思うんですよ。それで、ど

ちらかがお亡くなりになられたら、そこ

にひとり暮らしということで、そういう

方たちがこの制度の対象外になっている

ということ。高齢の方だったら、それこ

そ引っ越しというのも簡単にはできない

ということもありますから、この間、高
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齢者民間賃貸住宅の家賃助成制度ですね、

これ一部改善ということで、上下水道料

金の減免が廃止される、その代替のとこ

ろで出てきてるんですが、その点で今の

その５万円が上限というところを、これ

をやっぱりお二人世帯だったら、その５

万５，０００円が生活保護水準の中でも

認められてる家賃だと思いますし、そう

いう基準の方たちが対象から外れるとい

うことにも現状なってるわけですから、

ここのところの制度ですね、一定、基準

の見直しということを検討するべきじゃ

ないかと思うわけなんですけれども、そ

このところでご答弁をいただきたいと言

うふうに思います。

○森内一蔵委員長　答弁を求めます。

　土井参事。

○土井生活環境部参事　それでは、環境

基金についてご答弁させていただきます。

　環境基金の取り扱いにつきましては、

財政課とも調整をさせておりまして、平

成２３年度の予算につきましては、平成

２２年度決算が終了した段階で、環境自

販機または資源ごみの売却費等の金額が

確定した、その額をその年度に補正をさ

せていただいております。そのために、

予算額と決算額が同じという形になって

おります。

○森内一蔵委員長　野村参事。

○野村生活環境部参事　それでは、生ご

み処理機の更新等の考え方ということで、

お答えさせていただきます。

　ここ数年、修理ということで出てるん

ですが、将来にわたってはコスト面や修

繕料とのバランスを考えながら、当面は

修繕の必要が生じれば修繕で対応してい

くということで考えております。ただ、

将来的にこの処理装置の性能等の改良な

どがされてくるというタイミングが出て

くれば、その段階で検討になろうかと思

います。

○森内一蔵委員長　続いて、井口次長。

○井口生活環境部次長　それでは、先ほ

ども答弁させていただきましたけれども、

ごみ種調査についてですが、今年度は何

らかの予算手だてを講じまして、廃プラ

施設、リサイクルプラザの再整備、プラ

スチック容器包装の資源化に向けました

計画も進めておるところでございますの

で、実施をしたいと思っております。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　高齢者の民間賃貸

住宅の家賃助成についてですけれども、

高齢者についてのサービスとしまして、

そのほかいろいろと行っておるところで

ございます。

　今後、扶助費の伸びといいますか、高

齢者の人口もどんどんふえていきますの

で、扶助費の一定の見直し、その方向性

を示しながら、全体の高齢者サービスの

見直しを行ってまいりたいと考えており

ますので、その中で、あわせて家賃助成

についても検討していきたいと考えてお

ります。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　最後に、要望だけさせてい

ただきたいと思います。

　環境業務課にかかわる先ほどのこのご

み処理ですね、生ごみ処理の部分もそう

ですし、それから、ごみ種調査にしても

そうです。やはり必要なことについては

しっかりと取り組んで、本当に市民の皆

さんが、ごみの分別や減量にいろいろと

努力されてる、そういうところの成果が

しっかりと市政の中に生かされる、そう

いうところに努力も力も注いでやってい

ただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

　高齢者のサービスにかかわる部分なん

ですが、いろんな施策の展開が変わって
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きてるということ。また、行革というこ

との中で、いろいろ物事が進んでる部分

もあるかと思うんです。やっぱりその実

態のところをしっかりと見ていただいて、

上下水道料金の福祉減免がなくなる影響

はどうなんだということとか、いろいろ

この間も議論させていただいてたと思う

んです。この民間家賃住宅助成について

も、実態はやっぱり以前とは違ってきて

る、そういう状況で、支援が本当に必要

な方たちというのがどうなんだというこ

とも議論されてると思うんですよ。本当

に支援が必要な人たちという言い方です

けれども、これがいろんなところでされ

てると思うんですけれども、そこのとこ

ろの見きわめですね、しっかりと当事者

の方たちの暮らし向き、生活実態をつか

んでやっていただきたいということを申

し上げまして、この制度については今後、

施行規則の修正がかかっていくと思うん

ですけれども、その中で、ぜひとも家賃

の上限の見直しを検討していただくよう

要望しておきたいと思います。

○森内一蔵委員長　続いて、森西委員。

○森西正委員　民生は久しぶりですので、

お聞きしたいことが多くありますのでよ

ろしくお願いします。

　事務報告書の８８ページ、自治振興課

の部分ですけれども、所管別市民の声処

理状況というのがございます。この処理

結果についてですけれども、自治振興課

に電話、問い合わせ等があって、この報

告書の中には各部、課の名前があります

けれども、それをどこに振って、どうい

う内容であって、処理結果がどういう形

をとったかという内容なのか、教えてい

ただきたいと思います。

　また、この結果をどのように考えてお

られるのか、お聞きしたいと思います。

　決算概要の５６ページ、防犯灯事業で

すけれども、先ほど土井参事からもＬＥ

Ｄ化という答弁があったんですけれども、

自治会で管理をしております防犯灯です

けれども、これも将来はＬＥＤ化という

ことで話を伺っておりますけれども、今

後どのように考えていくのかお聞きした

いと思います。

　決算概要の６０ページ、地区振興委員

事業ですけれども、この点は、議員若し

くは職員は地区振興委員になることはで

きませんけれども、ほとんどの自治会長

が地区振興委員になっておるという形で

すけれども、平成２２年から平成２３年、

平成２３年から平成２４年と自治会の会

員数が減っておるという状況で、平成２

３年度内において担当課としては減らな

いような対策をどのようにとられてたの

か、お聞きしたいと思います。また、加

入促進についてどのように考えておられ

るのか、お聞きしたいと思います。

　コミュニティプラザ管理運営事業です。

事務報告書では９８ページにありますけ

れども、部屋によって稼働率、若しくは

時間によって稼働率が違いますけれども、

その稼働率を担当課としてはどのように

見られておるのか、平成２３年度を見た

上で、今後どのような点を担当課として

は改善をしていこうと考えておられるの

か、お聞きしたいと思います。

　市民活動支援事業、これが３８．２％

の執行率になっております。この執行率

をどのように見られておるのか。消耗品

費とか印刷製本費というのは残がかなり

出ております。当初予算額の考えと決算

額の違いについて、お聞きしたいと思い

ます。

　決算概要の６８ページ、住基事務事業

の住基カードの発行状況ですけれども、

事務報告書では６０１件、うち無料交付

が２１９件ということでありますけれど
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も、住基カードがつくられてから平成２

３年度末までに、どれだけ発行されてき

たのかをお聞きしたいと思います。

　印鑑登録事務事業ですけれども、これ

も執行率が３５．３％で、印刷製本費に

かなりの残額があります。この点もお聞

きしたいと思います。

　決算概要の７４ページ、社会福祉協議

会補助事業ですけれども、社会福祉協議

会補助金ということで、ほかの補助事業

で定額補助金というのがありますけれど

も、この社会福祉協議会補助金は定額補

助金にはなっておりません。ほかの定額

になってる補助金とどう違うのか、教え

ていただけたらと思います。

　地域福祉活動支援センター事業ですけ

れども、この中で、工事と器具費の金額

がほとんどでありまして、そのほかの部

分に関しては、かなり執行率が低く、残

額が多くなっておりますけれども、その

点、お聞きしたいと思います。

　決算概要の７８ページ、老人入所施設

措置事業ですけれども、これは執行率が

６５．１％ということで低くなっており

まして、それと、養護老人ホームの入所

措置人数というのが、事務報告書では平

成２３年４月現在で１７、年度内開始は

１、年度内廃止が５、平成２４年３月現

在が１３ということになっております。

詳しくお教え願いたいと思います。

　市立せっつ桜苑運営事業ですけれども、

これは、私が以前、議会でも質問させて

いただいて、公設民営から民間にという

質問をさせていただきました。そのとき

の答弁では、民間にというようなことの

ご答弁をいただきましたけれども、その

進捗状況といいますか、どういう考えな

のかをお聞きしたいと思います。

　ひとり暮らし高齢者安全対策事業です

けれども、先ほども他の委員から乳酸菌

飲料とか、緊急通報装置というような質

問がございましたけれども、医療情報キッ

トですね、冷蔵庫の中に入れられて、も

し何かあったときに第三者、外部の方が

中に入られて、冷蔵庫を見られたら個人

情報といいますか、緊急連絡先が載って

おるというようなことですけれども、こ

れは、すべてのひとり暮らしの方に行っ

ておるのか、お聞きしたいと思います。

　老人クラブの活動事業ですけれども、

自治会の加入と一緒で減っておるのが現

状でありまして、その点の対策をどのよ

うに考えておられるのか、お聞きしたい

と思います。

　決算概要８２ページ、社会福祉事業団

補助事業ですが、執行率が６４．６％と

いうことですけれども、執行率が低いと

思うんですけれども、その点お聞きした

いと思います。

　決算概要の９６ページ、保健センター

運営事業です。昨日、健康まつりを開催

されて、雨の中職員の皆さんもご苦労さ

れて、何とか無事に盛大に終えることが

できて、私も参加させていただいたんで

すけれども、保健センター管理委託料で、

執行率が８２．８％ということでありま

すけれども、委託料の中身を教えていた

だけたらと思います。

　休日小児急病診療所運営事業ですけれ

ども、この事業は、日曜、祝日、年末年

始の午前１０時から１１時半、午後１時

半から４時半という時間帯で開いておら

れるということですが、日中だけでなく、

夜間の部分での開所、運営についてはど

のように考えておられるのかをお聞きし

たいと思います。

　決算概要の９８ページ、乳幼児健康診

査事業ですけれども、４か月児、１歳６

か月児、３歳６か月児の健診をされるん

ですけれども、これはすべての子どもが
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受けておられるのか、受けておられない

子どもがおられるのかお聞きしたいと思

います。

　決算概要の１０２ページ、斎場管理事

業ですけれども、炉の改修工事が出てお

ります。平成２３年度で大規模改修とい

うのは終わりなのか。あと改修をしなけ

ればならないところがあるのか、お聞き

したいと思います。

　決算概要の１０２ページ、葬祭事業で

すけれども、市営葬儀委託料となってお

りますけれども、今、市営葬儀が規格葬

儀に変わっております。なぜ、市営葬儀

から規格葬儀に変わったのか、何か問題

があったのかお聞きしたいと思います。

　葬儀会館管理運営事業ですけれども、

最近、家族葬とかメモリアルホール以外

で葬儀をされる方もふえてきてると見受

けられるんですけれども、今後、その点

をどのように市として考えていくのか、

メモリアルホールでこれからも葬儀をし

ていただくというような形を考えていく

のか、若しくは民間の葬儀会館というよ

うな選択をされていくのか、お聞きした

いと思います。

　墓地管理事業ですけれども、現在、墓

地の空きはあるのか。また、長期間供養

されてないといいますか、お墓参りをさ

れてないようなお墓があるのか、その点

お聞きしたいと思います。

　決算概要の１０４ページ、ごみ減量対

策事業ですけれども、その中で再生資源

集団回収協力金ですね、私も以前、議会

で質問をさせていただいたんですけれど

も、こども会とか自治会等に対する補助

金といいますか、それは妥当だと思うん

ですけれども、その廃品回収の業者に対

して、費用を出されておるというような

部分があります。その点詳しく、どうい

う中身になっているのかお聞きしたいと

思います。

　続いて、ごみ収集処理事業ですけれど

も、先ほどもごみ種調査の質問があり、

答弁がありました。私も伺ってるところ、

燃やせるごみではなくて燃やせないごみ、

不燃物が投函されてたというようなこと

もお聞きしております。その中で、調査

をしていくということですけれども、持

ち込みの業者とか、いわゆる収集の委託

をしておる業者とか、市がやっておる、

パッカー車で来られる部分、許可のおり

た事業所が持って来られる部分以外にも、

さまざまな業者が持ち込まれる場合があ

りますけれども、その点の調査をしてい

かなければならないと思いますけれども、

その点お聞きしたいと思います。

　決算概要の１１０ページ、市民農園設

置事業ですけれども、ほかの委員からも

市民農園に関しての質問がありました。

私は、違う角度でもって質問をしたいと

思います。市民農園を広げられるという

ことは、これは否定はいたしませんし、

広げていただきたいと思います。もっと

市民の方に土に触れていただくというこ

とから言いますと、今、自分の庭で畑を

したりとか、田んぼや畑で農作物をつく

るといった環境づくりが、なかなか難し

いと思います。そこで、本当に家の小さ

い庭でプランターでもって野菜を、多く

はつくりませんけれども、少しの野菜を

つくったり、若しくはゴーヤですね、環

境ということでゴーヤをつくられてるこ

とに関して、市としてもっと、そういう

点に関して広げていくという考えはない

のか、お聞きしたいと思います。

　決算概要の１１２ページ、商品券発行

事業ですけれども、これも他の委員から

も質問がありましたけれども、商品券を

発行される以前と、今発行しておられま

すけれども、発行した以後、変化といい
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ますか、これだけ成果が出たんだとかい

う部分があるのか、そういう部分が見え

ないのか、お聞きしたいと思います。

○森内一蔵委員長　順番に行きましょう

か。２２項目。

　門川課長。

○門川自治振興課長　それでは、自治振

興課にかかわります３点のご質問にご答

弁させていただきます。

　まず、事務報告書の件でございますが、

市民の声の応対についてでございます。

　市民から苦情、要望等があった場合、

その日のうちに処理すべく努力をいたし

ております。民間同士のトラブルとか、

国や府が処理すべき問題であったり、市

で対応できない場合も幾分かあります。

その場合であっても、担当課に連絡し、

速やかに対応していただけるよう努力し

ております。

　委員がお問いの件は、この事務報告書

の８８ページに処理結果がございますが、

こちらに各課の苦情等の処理が満たせて

いるかどうかを掲載させていただいてお

りまして、総件数１１１件、その処理件

数についても１１１件でございますので、

こちらを参考にしていただければなと思

います。

　それと、２点目の防犯灯のＬＥＤ化で

す。平成２３年度の設置灯数は１１８灯

になります。申請が７４灯、設置件数が

７２灯。設置率が９７％でございます。

それと、ＬＥＤ防犯灯を平成２３年度は

４６灯設置しております。これにつきま

しては、今後ＬＥＤ化を進めていきたい

んですけれども、ことし自治連合会等々、

役員会で協議をさせていただきまして、

担当課として平成２５年度に向けて努力

しているところでございます。

　続きまして、自治会の加入率等でござ

いますが、平成２２年度が自治会数１１

３に対して、加入率が６６．９％、平成

２３年度が１１２自治会で、６３．５％、

平成２４年度は１１２自治会で加入率が

６２．６％ということで、確かに年々低

下傾向にございますが、担当課としまし

てできる限り加入を勧めるような形で、

例えば開発審査会等で新たに家等を設置

される場合については、その審査会の中

で自治会加入についてお願いをさせてい

ただきますので、担当窓口に来られまし

たら、自治会長等をご案内させていただ

いたり、自治会の加入の勧め等のパンフ

レットを渡していただいたりして、加入

促進をしております。それと、昨年、南

千里丘にマンションができまして、パー

クシティ南千里丘ですね、そこで設立に

当たって地域の役員と、パークシティの

管理組合の役員等と協議をさせていただ

いて、加入等についてのお願いとかをし

た経過がございます。

○森内一蔵委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　それでは、森

西委員の２点の質問にお答えします。

　まず、コミュニティプラザの平成２３

年度の稼働状況についてのお問いについ

て、平成２３年度の稼働状況といいます

のは、ちょうどオープンして１年目を迎

えた年の４月でもありました。それと、

４月から３月を通年した初めての年であ

ります。引き続き平成２４年度の状況に

おきましては、これ以上の稼働状況になっ

ているのが我々の実感でございます。と

いいますのは、夜等の利用におきまして

も、３階のホール、会議室全室、調理実

習室が使われる日もあったり、ホール等

が毎日のように利用があると。朝昼晩の

時間帯は別にしまして、そういったホー

ルの利用状況にもあるのが現状でござい

ます。また、オープン当初から人気のあ

る部屋等もございます。フローリングの
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部屋で朝昼晩、一日利用が入ってるとい

う部屋もあります。そういった中では、

部屋を予約するのに非常にとりにくいと

いうお声も聞くようになってきました。

これにつきましては、今後抽せん等の方

法を取り入れられるよう改善に取り組ん

でいきたいと思っております。

　続きまして、市民活動支援事業につき

ましてです。執行率の問題ですが、市民

活動支援事業につきましては、平成２３

年度からスタートしましたＮＰＯの権限

移譲に伴う事務経費、また市民活動講座

の開催の経費等を見込んでおりました。

大きくは消耗品費、また講座に伴う一時

保育等の未執行に伴うものがあります。

併せまして、旅費等につきましては、先

進市等の視察も予算計上いたしておりま

したが、管内出張等の執行にとどまりま

した。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、森西委

員の障害福祉課に係る答弁をさせていた

だきます。

　摂津市社会福祉事業団補助金の内訳と

いうことなんですけれども、障害者就業・

生活支援センター運営補助金と障害者職

業能力開発センター運営補助金の２点の

補助を出させていただいている状況でご

ざいます。

　摂津市障害者能力開発センターという

のは、通称くすのきでして、障害のある

方の職業訓練をしておる所なんですけれ

ども、事業規模といたしましては、予算

規模でいうと約５，３００万円の事業を

しております。そのうち支援機構や府の

委託金、あと利用者の訓練生の方の雑収

入等を収入といたしまして、その足りな

い部分を市の補助ということで、約６５

５万５，０００円の予算を組ませていた

だいております。

　その中で実際、運営された結果、補助

金等をもらって、最終的な返還額という

ことがございまして、くすのきの部分で

したら、決算額でいえば５３７万２，２

５０円で、返還金が１１８万２，７５０

円というような形で返ってきておる状況

です。

　執行率が今回、非常に低くなったとい

うのは、就業・生活支援センターの補助

を、これも比較的、国・府、大阪府の労

働局の委託金の補助を受けている事業で、

予算規模でいうと２，５００万円強の予

算の中で、市の当初の補助金は３００万

円ぐらいを見込んでおったんですけれど

も、一定、相談業務等や就業の支援をし

た結果、就職に結びついたりする場合、

この委託金や補助金が高くもらえるよう

になりまして、その結果、市が負担する

額というのは非常に少なかったというこ

とが一番の大きな原因でして、実際、市

の負担額というのは８１万６，２４８円

ということで、返還額が２２０万８，７

５２円ということで、その合計額が未執

行額というような形で、結果として執行

率が低くなっているというような状況で

ございます。

○森内一蔵委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　森西委員の保健福

祉課に係ります質問５点について、ご答

弁いたします。

　社会福祉協議会補助事業についてでご

ざいますが、補助金につきましては、毎

年度末に精算をしていただいております。

精算後の金額が補助金額となりますので、

毎年度、補助金額は定額となってはおり

ません。

　第２点目、地域福祉活動支援センター

事業の執行率の低いものについては、光

熱水費、通信運搬費、監視管理業務委託

料等の管理費用に係るものでございまし
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て、当初は２月からオープン準備に入る

予定でしたが、３月からの準備で間に合

うようになったところから、１か月分の

管理費用が節約できたため執行率が低く

なっております。

　３点目、保健センターの運営事業の委

託料の内訳についてでございますが、が

ん検診、胃・大腸・肺・前立腺がん、保

健事業として、世代別エクササイズ、骨

密度測定等と機能訓練事業等の内容となっ

ております。

　４点目、小児急病診療所が日中だけで

なく、夜間の開設を考えていないのかと

いう件でございますが、現在も夜間・休

日応急診療所は高槻市と協定を結んでお

りまして、利用患者数に応じた負担金を

支出しております。

　５点目、乳幼児健診の受診状況につい

てでございますが、４か月健診では９９．

５％、１歳半健診では９７．９％、３歳

６か月で８４．３％となっておりますの

で、全員が受診されているというわけで

はございません。未受診者の方もおられ

まして、受診勧奨を再度行っているとこ

ろでございます。

○森内一蔵委員長　早川センター長。

○早川環境センター長　森西委員の環境

センターに対する質問に対して、ご答弁

させていただきます。

　一般持ち込みごみの調査についてでご

ざいますが、一般廃棄物の持ち込みごみ

につきましては、１０キロ６０円になっ

ております。一般廃棄物のごみの調査と

いうことでございますが、こちらにつき

ましては、計量において持ち込みされた

ときに、持ち込み者にごみの質の調査を

行っております。また、電話等でも申し

込み等がありましたら、住所・お名前・

持ち込みごみの種類等、本人に確認をさ

せていただいております。

　最近、持ち込みごみの中に、草の中に

ですが、大きなコンクリートの塊がござ

いまして、一時、炉のコンベアーが止ま

りまして、ごみが焼けない状態がござい

ました。そういうこともございまして、

ピット内のところに職員１名を張りつけ

て、おかしなごみについては投入まで管

理・監視・調査を行っている状態でござ

います。

○森内一蔵委員長　野村参事。

○野村生活環境部参事　それでは、再生

資源集団回収協力金についてのお問いに

お答えさせていただきます。

　集団回収を行う地域住民団体に対する

協力を行う、回収業者に対する協力金の

内容ということでございますが、業者に

対しましては、１キログラム当たり１円

の協力金を交付しております。

○森内一蔵委員長　船寺課長。

○船寺市民課長　それでは、市民課にか

かわります６点のご質問にお答え申し上

げます。

　住基カードの総発行数につきましては、

平成２４年１０月３１日現在になります

が３，８３４件になっております。その

うち無料交付分については６９６件でご

ざいます。

　印鑑登録事務事業の執行率が低い理由

につきまして申し上げます。これにつき

ましては、印鑑登録の改ざん防止用紙に

つきまして、随意契約から見積もり合わ

せをすることによって価格が下がったこ

とと、印鑑登録カードの在庫管理を徹底

いたしまして、発注数を絞ったことによ

るために執行残が多くなりました。

　３点目の火葬炉の改修工事は全て終わっ

たのかということでございますが、周辺

整備は今年度、少しさせていただきまし

たけれども、平成２３年度で炉の改修工

事につきましては、全て終わっておりま
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す。

　市営葬儀から規格葬儀になった理由に

ついて申し上げます。市営葬儀につきま

しては、市民から、葬儀に係るオプショ

ン費用、いわゆる追加料金が不透明であ

り、葬儀全体の費用がわかりにくい、市

営葬儀の規格だけでは祭壇等がさびしく

感じられるなどのご意見がございました。

　市といたしましても、家族葬や密葬と

いった新しい葬儀スタイル、またお金の

ない方の葬儀のあり方について研究・検

討してまいりました。

　今までの市営葬儀につきましては、施

主から市営葬儀の使用料を市に一度支払っ

ていただきまして、それを委託料として

市から委託業者にお渡しするというよう

な形にしておりましたが、その部分につ

きまして、直接、施主から業者にお支払

いしていただくということで、市の事務

の軽減を図りました。以上の内容が、市

営葬儀から市規格葬儀に変えた理由でご

ざいます。

　また、家族葬等が多くなってくる中で、

メモリアルホールについて、どのように

考えておるのかということでございます

が、確かにおっしゃられるように家族葬

でありましたり、簡易なお葬儀だけでと

いう形態も多くなってきております。

　メモリアルホールにつきましては、定

員が１５０名から２００名ということで、

かなり大きな大人数の葬儀を想定して建

設されております。

　今回の市規格葬儀の中でも、その部分

につきまして祭壇の形を選べることによ

りまして、安価なお葬式ができるよう、

メモリアルホールにおいても家族葬とい

うような利用ができるよう改革しており

ます。

　また、福祉葬というような形で、お家

での密葬という、略式型の葬儀の規格も

設定させていただきました。メモリアル

ホールの使用については、年々ふえたり、

減ったり、そのときの状況によって変わっ

てくる様子がございますけれども、なお

一層、新しいライフスタイルにあった利

用の仕方を考えております。

　そういうことで、今回、家に帰られな

いという方も多くなってきましたので、

安置室についても増設するようなことも

検討しております。そういう形でメモリ

アルホールについての利用の促進も図っ

ていきたいと考えておりますし、家族で

見送られる方についての利便を図る形で

の利用も勧めていきたいと考えておりま

す。

　墓地につきましては、今のところ空き

はございません。また、年に何度か、職

員で見回り、またお掃除等もやっており

ます。そういう中で、長くお参りされて

いないお墓については、今のところ、な

いと考えております。

○森内一蔵委員長　林局長。

○林農業委員会事務局長　森西委員の市

民農園ではなく、市民が自宅で庭とか、

プランターで土に触れる機会を農政とし

て、そういう環境づくりをできないのか

というお問いだと思うんですけれども、

それについてお答えします。

　私どもの補助金の中に、農業振興会の

補助金があるんですが、その対象事業の

一つに、植木即売会がございます。これ

は４月のイベントなんですけれども、こ

の即売会では野菜の苗や、土・肥料など

も販売しております。この中で、一般家

庭でプランターや庭でつくれるミニトマ

トとか、ピーマン、そういう野菜も販売

しておりますし、それについて、もちろ

ん鳥飼なすの苗も販売しております。そ

の中で、農業振興会の会員が育て方の指

導もあわせてやっていただいております。
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ただ、この時期ですので、夏野菜が中心

になりますので、できたら秋とか、冬の

野菜のそういう苗を売れるときもつくれ

たらなとは思っておるんですけれども、

その時期は、私どもの鳥飼なすの収穫時

期でありますので、なかなかそこまで手

が回らない状況であります。

　それから、ゴーヤのお話なんですが、

環境政策課で節電等の対策で、市内の何

か所かで一般市民向けに、ことしゴーヤ

の苗を配っていただきました。市民農園

の方にもそういう形で、私どもがＰＲを

させていただいたんですが、それを続け

ていただければ、毎年一般の市民の方に

もゴーヤの苗がわたるんじゃないかなと

思っております。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　それでは、高齢介

護課におけます質問４点のうち２点、ご

答弁申し上げます。

　まず１点、せっつ桜苑についてでござ

いますが、まだ具体的な内容は決まって

おりませんが、今年度、予算計上してお

ります実施設計を行いまして、来年度、

改修工事を行いまして、譲渡先の公募を

考えているというところでございます。

　あと、老人クラブなんですけれども、

会員数の加入の減というところで頭を抱

えているところがあるんですけれども、

いろいろと話を聞いてみますと、やはり

働く方が多くなってきているということ

で、老人クラブに参加する時間がないと

か、元気な高齢者の方につきましては、

ちょっと老人クラブに加入するのに少し

抵抗があるかなという話も聞いたことが

ございます。ただ、老人クラブの取り組

みとしましても、保険部会での体力測定、

こちらは国で表彰されている事業、そう

いう取り組みとか、平成２４年度につき

ましては、介護予防活動による高齢者の

健康づくりの推進ということも目標とし

て上げていますので、それらの魅力ある

ものを並べまして、会員の増につなげて

まいりたいと考えております。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　高齢介護課に係

ります、あとの２点についてご答弁申し

上げます。

　１点目の老人入所施設措置事業、養護

老人ホーム入所の措置に係り、その詳し

い内容についてということです。事務報

告書にも上げさせていただいていますよ

うに、１名の方が入所となっております。

　この状況としましては、別居されてい

るご親族の方から、少し経済的な虐待の

疑いがあったということと、ご本人の年

齢が高齢であるために、新たな場所での

ひとり暮らしという居所の設定が難しい

であろうということで、そういった心身

の状況を踏まえまして、入所が必要とい

う判断をしまして、入所の措置開始となっ

ています。

　あと、年度内の廃止の方が５名いらっ

しゃいますが、その理由としましてはお

亡くなりになられた方が３名、心身の状

況、身体機能の低下等の変化によりまし

て、養護老人ホームでの入所継続が困難

なために、特別養護老人ホームに居所を

移されたという形で廃止という方が２名、

合計５名という状況です。

　もう一点の医療情報キットについてで

すけれども、こちらは平成２２年度のひ

とり暮らし実態把握調査を踏まえまして、

平成２３年の７月の下旬から民生委員の

協力をいただいて、配布をスタートをさ

せていただいております。１１月１２日

時点で、全体で２，０７８本配布をして

いると聞いています。

　あと、ひとり暮らしの登録をされてい

る方はもちろんですけれども、この調査
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の折に、ひとり暮らしの登録をするほど

ではないけれども、やはり不安なのでと

いうことで、ご本人がひとり暮らしであ

るという情報を民生・児童委員にお伝え

してくださいということで、情報の提供

に同意をされた方が４１４件ということ

で、ひとり暮らしの登録の方と合わせま

して１，９８３件あります。あとの残り

の方は、ご本人自身がひとり暮らしであ

るということの情報提供に同意しないと

いうことですが、市としては、ひとり暮

らしということは把握をしておりますの

で、そういう方には窓口による配布、あ

るいは窓口に取りにきていただけなかっ

た方には、包括支援センターの看護職員

が訪問して、配布に努めております。

　この件について、一件、先日ライフサ

ポーターが見守りに行かれた折に、対象

者のひとり暮らしの方が急にご気分が悪

くなられて、ちょっとろれつが回らない

という状態になられた折に、医療情報キッ

トをその方はお持ちで、ライフサポーター

の機転で、救急車を呼ぶと同時に、冷蔵

庫の中のこのキットを開けまして、親族

等の連絡先に迅速に対応していただいた

と聞いておりますので、やはりこのよう

な活動については、今後も積極的に対応

していきたいと考えております。

○森内一蔵委員長　鈴木参事。

○鈴木生活環境部参事　それでは、森西

委員の、商品券の発行前と発行後の変化

についてご答弁申し上げます。

　平成２１年度に第一弾を発行しまして、

現在、第四弾の商品券の発行が順調に完

売したところでございます。当初は、緊

急経済対策としまして、市内事業者の活

性化を図る試金石としまして行いました。

経済的効果としましては、商業者のアン

ケート調査により、発行額面の約１．５

倍の直接的効果があるものと考えており

ます。

　また、第一弾の商品券発行事業の実施

におきまして、商業者代表者会議では市

内の商業者が一堂に集まる機会が、今ま

でなかったというような意見があるなど、

必ずしも商業者のコミュニケーションが

図られている状況ではありませんでした。

しかし、回を重ねるごとに、商業者自身

の取り組みも増加しまして、また協働の

取り組みとしまして、第二弾では環境の

一円寄附、第三弾では被災地への寄附等々

をいただける協力関係が構築できたこと

も大きな成果と考えております。

○森内一蔵委員長　暫時休憩します。

（午後５時３分　休憩）

（午後５時４分　再開）

○森内一蔵委員長　再開いたします。

　本日の委員会は、この程度にとどめ、

次回１１月１５日木曜日、午前１０時か

ら開会いたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

（午後５時５分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　民生常任委員長　　森　内　一　蔵

　民生常任委員　　　本 保 加 津 枝
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